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１．議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名（２番，３番） 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

          閉会中の町内事務調査報告 

           総務厚生常任委員長報告 

           文教経済常任委員長報告 

日程第 ４ 行政報告 

日程第 ５ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて 

           （損害賠償の額を定め和解することについて） 

(総) 日程第 ６  議案第２６号 令和４年度大崎町一般会計補正予算（第３号） 

(文) 日程第 ７ 議案第２７号 令和４年度大崎町水道事業会計補正予算（第１号） 

(文) 日程第 ８ 議案第２８号 令和４年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号） 

日程第 ９ 議案第２９号 大崎町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

日程第１０ 議案第３０号 大崎町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

日程第１１ 議案第３１号 ２災８３５号田中橋橋梁災害復旧工事請負変更契約

の締結について 

日程第１２ 議案第３２号 ２災８３６号飯隈橋橋梁災害復旧工事（下部工１工

区）請負変更契約の締結について 

日程第１３ 議案第３３号 ２災８３６号飯隈橋橋梁災害復旧工事（下部工２工

区）請負変更契約の締結について 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１２名） 

１番 平 田 慎 一 ７番 吉 原 信 雄 

２番 富 重 幸 博 ８番 中 山 美 幸 

３番 稲 留 光 晴 ９番 上 原 正 一 
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４番 諸 木 悦 朗 １０番 小 野 光 夫 

５番 宮 本 昭 一 １１番 児 玉 孝 德 

６番 中 倉 広 文 １２番 神 﨑 文 男 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席した者の職・氏名 

町 長 東   靖 弘 農林振興課長 上 野 明 仁 

副 町 長 千 歳 史 郎 耕 地 課 長 竹 本 忠 行 

教 育 長 穗 園 正 幸 建 設 課 長 時 見 和 久 

会 計管理者 西 髙 和 義 農委事務局長 相 星 永 悟 

総 務 課 長 上 橋 孝 幸 水 道 課 長 本 松 健一郎 

企画調整課長 中 野 伸 一 教委管理課長 岡 留 和 幸 

住民環境課長 松 元 昭 二 社会教育課長 鎌 田 洋 一 

保健福祉課長 谷 迫 利 弘 税 務 課 長 川 越 龍 一 

 

５．職務のため出席した事務局職員の職・氏名 

事 務 局 長 宮 本 修 一 

次長兼調査係長 福 永 浩 二 

議 事 係 長 上 床 就 路 

庶 務係主幹 西   ゆかり 
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開会 午前１０時０５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） おはようございます。 

これより、令和４年第３回大崎町議会定例会を開会いたします。 

これより、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（神﨑文男君） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、２番、富重幸博君、及び

３番、稲留光晴君を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（神﨑文男君） 日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 今期定例会の会期は、お手元に配付してある日程案のとおり、本日から９月２８

日まで１６日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から９月２８日までの１６日間と決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 諸般の報告 

○議長（神﨑文男君） 日程第３「諸般の報告」を行います。 

閉会中の各常任委員会における町内事務調査の報告を求めます。 

まず、総務厚生常任委員長に報告を求めます。 

○総務厚生常任委員長（吉原信雄君） 皆さん、おはようございます。令和４年第２回

定例本会議において、総務厚生常任委員会に付託されました閉会中の町内事務調査

の経過と結果について、報告をいたします。 

 当委員会は、去る６月２４日、全委員出席のもと、町内事務調査を行いました。

調査項目について、企画調整課所管のくにの松原キャンプ場バンガロー２号棟建設

工事、くにの松原キャンプ場電気幹線設備工事、くにの松原キャンプ場バンガロー

１号棟外壁木質化工事、総務課所管の耐震性貯水槽新設工事、小型動力ポンプ付積

載車について、現地において関係職員の説明を受け、実施いたしました。 

はじめに、くにの松原キャンプ場バンガロー２号棟建設工事について報告をいた

します。 

この施設は、昨今のアウトドアブームにより利用者が増加しているキャンプ場の、
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特に人気の高いバンガローを増設したもので、工事費の総額は１,６３８万７,８０

０円であり、財源内訳は,地域振興推進事業補助金の７４９万６,０００円とふるさ

と応援基金の８８９万１,８００円となっており、完成は令和４年２月１８日です。 

勝手口へ上げる階段について、手すりが階段上部の扉付近のみに設置してあり、

階段部分に手すりがないことから、事故防止を考え、今後建設予定のバンガローを

含めた全棟の階段への手すりの設置について検討するよう要望しました。また、出

入口は階段のみであることからバリアフリー化の必要性を考慮し、スロープの設置

について検討するよう要望する。さらに、設計委託料については、可能な限り安価

に押さえる努力を求められており、さらなる経費削減に努められるよう要望する。 

次に、くにの松原キャンプ場バンガロー電気幹線設備工事について報告をいたし

ます。 

この工事は、４号棟までのバンガロー建設計画に伴い発生する電力不足に対応す

るため、電気幹線設備を整備したもので、工事費の総額は１,０３７万３,０００円

であり、財源の内訳はすべてふるさと応援基金で、完成は令和４年１月１３日です。

電気幹線のマンホール内を確認した際に、下部に水が溜まっている状況であったた

め、設備に支障が発生しないよう、水は地中に浸透させる排水管理を徹底するよう

要望しました。 

次に、くにの松原キャンプ場バンガロー１号棟外壁木質化工事について報告をい

たします。 

この工事は、令和２年度に建設されたバンガロー１号棟の外壁を松林の景観にマ

ッチした木質化への張り替えをしたもので、工事費の総額は３１６万８,０００円

であり、財源の内訳はふるさと応援基金１０３万５,２００円と一般財源の２１３

万２,８００円となり、完成は令和４年３月１８日です。 

当初で松林の景観に合う外壁で整備されていれば工事費を抑えられたと考えられ

ることから、今後は設計段階から熟慮するよう要望する。 

次に、耐震性貯水槽新設工事について報告をいたします。 

この施設は、中沖地区公民館の駐車場敷地内に新設されたもので、施設整備費の

総額は５３７万５,０００円で、完成は令和４年３月１０日です。財源の内訳は、

消防防災施設整備費補助金の２６８万７,０００円と過疎対策事業債の２４８万３,

０００円、一般財源の２０万５,０００円となっております。 

４０トンの防火水槽でカバーするエリアはどの程度かとの問いに対し、補助基準

に沿って、地図上で町内１４０メートルごとのブロック区切り、設置されていない

ところを中心に計画しているとのことでありました。 

次に、小型動力ポンプ付積載車について報告をいたします。 
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この設備は持留分団へ貸与されたもので、設備費の総額は１,１３３万円、納入

日は令和４年３月１１日です。財源の内訳は、石油貯蔵施設立地対策等交付金の４

８０万円と過疎対策事業債の６００万円、一般財源の５３万円となっております。 

普通免許で運転が可能かとの問いに対し、準中型免許が必要となっているとのこ

と。さらに、持留分団で運転できる団員は何名かとの問いに対し、分団長によると

全団員が運転可能であるとのことでありました。 

以上で、総務厚生常任委員会における町内事務調査の報告を終わります。 

○議長（神﨑文男君） 次に、文教経済常任委員長に報告を求めます。 

○文教経済常任委員長（稲留光晴君） 令和４年第２回定例本会議において、文教経済

常任委員会に付託されました閉会中の町内事務調査の経過と結果について報告いた

します。 

当委員会では、去る７月８日、町内事務調査として、関係所管の水道課、教育委

員会管理課、社会教育課、耕地課、建設課に関係するものであります。 

はじめに、中山第二水源地調整槽築造工事、中山第二水源地敷地造成工事、小学

校トイレ洋式化工事、農地耕作条件改善事業、中尾地区農道改良工事、総合体育館

玄関前滑り止め工事、総合体育館トイレ洋式化工事、２災８３５号田中橋橋梁災害

復旧工事、２災８３６号飯隈橋橋梁災害復旧工事について、現地において、担当課

長及び関係職員の説明を受け調査を行いました。 

はじめに、中山第二水源地調整槽築造工事について報告いたします。 

この事業の工事請負額は１億１,０１０万円で、事業概要はステンレス製調整槽

内容量５００立方平方メートルが１基。工事場所は持留地内で、令和４年３月１４

日に完成しております。 

調整槽は、通常、何トンまで水を貯蔵することが可能かとの問いに対し、調整槽

は 大で５７４トンの水を貯蔵することができ、南海トラフ地震が発生した場合は

水を供給するための拠点となり、自衛隊の給水車に対応できるようにカギダシ口も

設置しているとのことでありました。 

次に、中山第二水源地敷地造成工事について報告いたします。 

この事業の工事請負額は３,０１６万２,０００円で、事業概要はコンクリート塗

装工１,３００平方メートル。切土法面成型１,６７０平方メートル。調整基礎工が

一式、張りコンクリート工が３１０平方メートルで、令和４年３月２２日に完成し

ております。 

張りコンクリート工は車が通行する場所は１０センチ厚のコンクリートで、防草

コンクリート塗装部については、国土交通省、県土木部で示してある基準値で施工

しているとのことでありました。 
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次に、小学校トイレ洋式化工事について報告いたします。 

この事業の工事請負額は６５０万２,０００円で、事業概要は大崎小学校校舎及

び附属棟、プール更衣室のトイレ洋式化を実施しており、工期は小学校の夏期休暇

中に行い、令和３年９月９日に完成しております。 

財源内訳については、国庫補助金の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金ですべて対応しております。この工事で２８基の洋式化を実施し、現在、洋

式化率は７８％となっているとのことでありました。また、小学校のトイレ内に生

理用品を常備できないか検討するよう要望をいたしました。 

次に、農地耕作条件改善事業中尾地区農道改良工事について報告いたします。 

この事業の工事請負額は１,４４５万３,０００円で、事業概要は、工事延長４４

０メートル、アスファルト表層工１,６８４平方メートル、芝付工３８７平方メー

トル。工事場所は永吉地内で、令和４年３月１８日に完成しております。 

農道の法面が一部崩壊しているため、当該農道から隣接する農地へ雨水が流水し

ない対策を講じるよう要望をいたしました。 

次に、総合体育館玄関前滑り止め工事について報告いたします。 

この事業の工事請負額については５９９万５,０００円で、事業概要は降雨時の

転倒防止のため、玄関前のスロープのタイルを緑化基盤材にする工事等を実施して

おり、令和３年７月６日に完成しております。 

この工事に関わる契約方法はどのようなものかとの問いに対し、スロープ工事等

で利用している原材料は緑化基盤材を利用しており、製造する事業者が限定される

ため、１社による随意契約であるとのことでありました。請負事業者は町内企業と

いうことではあるが、工事請負額も高価なため、１社による随意契約については、

今後検討するよう要望いたしました。 

次に、総合体育館トイレ洋式化工事について報告いたします。 

この事業の工事請負額は２５３万円で、事業概要は大便器、手すり、自動水栓等

の工事を実施しており、令和３年６月７日に完成しております。 

次に、２災８３５号田中橋橋梁災害復旧工事について報告いたします。 

この事業の工事請負額は８,０３０万円で、事業概要は川の増水により流された

雑木等によって被害を受けた橋の災害復旧工事で、橋長が９.５８５メートル、幅

員が４.７メートルになり、下部工が１基、仮設工が一式。工事場所は井俣地区で、

令和４年９月３０日に完成を予定しております。 

この橋梁は鋼小板を採用することで、従来の橋より軽量化を図るとともに、橋脚

の補強工事費用を削減しているとのことでありました。 

後に、２災８３６号飯隈橋橋梁災害復旧工事について報告いたします。 
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この事業の工事請負額は６,６５５万円で、事業概要は川の増水により流された

雑木等によって被害を受けた橋梁の災害復旧工事で、下部工１工区は橋長が３７.

９メートル、幅員が５.２メートルになり、下部工が１基、築堤護岸が１３５平方

メートル。工事場所は神領地区で、調査時点で令和４年７月２９日に完成を予定し

ております。 

下部工２工区は工事請負額が６,７７６万円で、事業概要は橋長、幅員は１工区

と同様で、下部工区が１基、築堤護岸が１８７平方メートル。工事場所は益丸地内

で、調査時点で令和４年７月２９日完成を予定しております。 

現場で主桁を製作しているとのことだが、工期はどうかとの問いに対し、この橋

梁は現場で主桁の製作を行い、門型クレーンで引き出して橋台に掛ける工法を採用

しており、橋脚をなくす橋梁形式で道路の高さが現況より高くなり、取付道路の附

帯工事が増加するため、工期は長くなるとのことでありました。 

以上で、文教経済常任委員会における町内事務調査の報告を終わります。 

○議長（神﨑文男君） これで、「諸般の報告」を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 行政報告 

○議長（神﨑文男君） 日程第４「行政報告」を行います。これを許可します。 

○町長（東 靖弘君） 令和４年第３回議会定例会に当たり諸般の行政報告をいたしま

す。 

 はじめに、保健福祉課関係でございます。 

新型コロナウイルスに対するワクチン接種について、９月１日現在で御報告いた

します。 

まず、ワクチン接種を２回受けられた方の接種率でございます。全体では、約８

６％の方が２回目の接種を終えている状況でございます。内訳といたしまして、６

５歳以上の高齢者は約９２％の方が、６４歳以下の方については約８７％の方が２

回目の接種を終えております。３回目の接種率は、全体で約７２％でございます。

内訳といたしまして、６５歳以上の高齢者は約８８％の方が、６４歳以下の方につ

いては約６５％の方が３回目の接種を終えております。４回目の対象となる方は、

３回目接種完了から５か月経過した方の中で６０歳以上や医療従事者など、１８歳

以上で基礎疾患があるなどコロナにかかった場合に重症化リスクが高いと医師が認

める方でございます。４回目の接種率は、全体で約２９％でございます。内訳とい

たしまして、６５歳以上の高齢者は約５６％の方が、６４歳以下の方については約

９％の方が４回目の接種を終えております。また、５歳から１１歳の小児へのワク

チンを２回受けられた方の接種率は約２３％でございます。 
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現在、今年の秋以降のオミクロン株と従来株に対応したワクチン接種に向けて準

備を進めているところでございます。現段階で対象となる方は、１・２回目の接種

が完了したすべての方でございます。引き続き、医療機関をはじめ、関係者の御協

力をいただきながら、希望する町民の皆様への接種を進めてまいります。 

次に、総務課関係でございます。 

令和４年８月８日に、日本郵便株式会社との間で合意いたしました包括的連携に

関する協定について御報告いたします。これまでに、本町では町内４つの郵便局、

大崎、菱田、野方、持留と、災害発生時における大崎町と大崎町内郵便局の協力に

関する協定を締結しておりましたが、このたび、新たな分野における課題解決に向

け幅広く提携していくため、これまでの協定を包含する新たな包括的連携協定を締

結することで合意いたしました。 

本協定の目的は、大崎町と町内の郵便局がそれぞれ有する人的・物的資源を有効

活用し、町民の安心・安全及び利便性の向上を図るものでございます。今後は、住

民に も身近な行政として地域に密着したサービスを展開する町内の郵便局と連携

し、様々な地域課題の解決に向けて取り組んでまいります。 

以上で報告を終わります。 

○議長（神﨑文男君） これで、行政報告は終わりました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（損害賠償の額を定め

和解することについて） 

○議長（神﨑文男君） 日程第５、承認第５号「専決処分の承認を求めることについて

（損害賠償の額を定め和解することについて）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、令和４年４月１２日に発生した住民基本台帳事務における支援措置対象

者の個人情報流出事故について、地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号

の規定に基づき、損害賠償の額を定め和解し、同法第１７９条第１項の規定に基づ

き令和４年８月１７日をもって専決処分いたしましたので、同条第３項の規定によ

り報告し、議会の承認を求めるものでございます。 

よろしく審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○住民環境課長（松元昭二君） 御説明いたします。 

令和４年４月に、弁護士から住民基本台帳事務における支援措置対象者の固定資

産評価証明書の交付申請を受け、住所が記載された証明書を弁護士へ郵送したこと
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による支援措置対象者の個人情報流出事故が発生いたしました。これにより、当該

支援措置対象者の転居が必要となり、損害を生じさせたことから、地方自治法第９

６条第１項第１２号及び第１３号の規定に基づき損害賠償の額を定め、和解し、同

法第１７９条第１項の規定により、令和４年８月１７日をもって専決処分といたし

ました。 

相手方の住所及び氏名につきましては、大崎町個人情報保護条例９条の規定によ

り記載しておりません。 

損害賠償の額は、５３万８,６４０円であります。 

和解の内容につきましては、本件事故に関し、町と相手方は損害賠償金以外には

何ら債権債務がないことを確認しております。 

以上で説明を終わります。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

○８番（中山美幸君） まず、この件についてですね非常に私は危惧するところがござ

います。というのは、非常に、今、町長の説明もございましたが、町長は専決処分

の承認を求めることということをおっしゃいました。これは議決事項なんですね。

条例集を見ていただきますと、多分これは議決事項だと思うんです。承認を求める

んじゃなくて議決を求めるのが正しいのではないかなというふうに考えます。 

さらに、説明がございましたように、若干、全員協議会のほうで説明がございま

したけども、個人情報の取扱いのマニュアルを作成し、今後こういうことがなくな

るように努力をするというような答弁をいただきました。これは当然だと思います

が。そこでお伺いしますが、この個人情報取扱いのマニュアルの作成において、ど

ういったことを中心に作成されるつもりなのか。そして、今後、こういうことが、

住民課だけではなくてほかの担当課、担当職員の間、町の職員の間で起こらないよ

うな措置をどういうふうにしてやっていくのか、非常に、この個人情報並びにそう

いったものについてはですね厳しくなっておりますし、また、個人情報を盾にしな

がら情報を出さないということも逆にあるわけです。そういったところの不合理を

どういうふうにして解決していってマニュアルを作成するのか。まず、その点につ

いて町長の見解を求めます。 

○町長（東 靖弘君） ただいま、個人情報のマニュアルの作成について、どういった

ことを重点的に内容として進めていくのかということと、今後、発生しない対策と、

そういった御質問でありました。 

それから、議決案件ということでありました。今回、専決処分でお願いをいたし

ましたのは、先ほどもありましたけれども、情報が漏えいするということでＤＶ被

害者の方あるいはその家族において精神的に非常に不安定な状況が続いているとい
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うこともありまして、早急に対処する必要があるということで専決処分という形を

取らせていただいたところであります。 

マニュアル、あるいは今後発生しない対策といったところにつきましては、担当

課長のほうで答弁をさせていただきます。 

○住民環境課長（松元昭二君） マニュアルにつきましては、まずは早急に関係機関、

関係課の係と連絡を取りまして、現状で早急に同じような間違いがないようにとい

う対応をして、その後、マニュアルを今、作成をして周知をしているところでござ

います。 

さらに、マニュアルにつきましては、基本的に、 初の段階でしっかりとしたチ

ェック機能、決裁といったところの確認等が事務手続としてなされていないところ

もありましたので、そういったところを改めて、しっかりと住民基本台帳上の支援

措置対象者の、住民基本台帳システムでの制限措置を解除する、しないの取扱い、

そういったところの取決めをしていくところでございます。 

現在、昨日、関係課と協議を済ませているところでございます。さらにまた、意

見等ありますので、それをもとにマニュアルの精度をもうちょっと高める事務を、

今、行っているところでございます。 

以上です。 

○８番（中山美幸君） 町長、非常に申し訳ございませんけども、私が言ったのは、専

決という言葉はそれは専決で結構なんですよ。ところが、専決の承認を求めるとい

うことを町長はおっしゃったんですね。これは専決の議決を求めるなんです。それ

をちょっと誤解されているのかなというふうに思います。これが訴訟によって決定

したのか、和解ということ、本町の場合は今回は和解ということですね。和解とい

うことであれば、これは本町の議会の条例の中では、その部分については免除をし

ておりません、その件については免除をしていないんですよ。だから、これは議決

案件なんです。そういったところも含んでですねお伺いしているんですが、ちょっ

と勘違いされていた部分があるかなというふうに思います。非常にプライベートな

問題が絡んでますので難しい問題ではあるかというふうに理解しています。理解し

ていますが、今、担当課長の説明によりましてもそういったマニュアルは作成して

周知しているということなんですね。周知していながら、その内容についてはちゃ

んと答えていただいていません。どういうことを中心にやっていくんだと、住民課

だけのことをおっしゃっているんですね。ところが、これは大崎町全体、町の行政

の全体に関わる問題なんですよ、個人情報というのは。そういった情報が漏えいし

ていく、ましてや、それを今度は盾にとって情報を流さない。先ほどから申し上げ

ておりますように、そういったことがあってはならないわけです。そういったとこ
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ろをどういうふうにしてマニュアルに組み込んでいくのか。そして地方自治法第３

４条についての絡みはどういうふうに考えていらっしゃるのか、再度お答えくださ

い。 

○町長（東 靖弘君） 説明が足りていないところでありますけれども、必要な書類を

弁護士に郵送したということでありますが、法的に認められた請求でありますので、

郵送すること、あるいは広報することは間違いではなかっただろうと私自身は認識

しておりますけど、ただ、広報する際に、これにつきましてはＤＶの被害者であり

ますので、住所等については一切公表しないようにしてくださいといったことを弁

護士のほうにしっかりと伝えていないという、それは非常に大きな瑕疵かなと私自

身は思っているところでございます。 

それから、もう１点、マニュアルの件でありますが、いろいろ検討しているとい

うことでありますけれども、行政を担っていく中では、どこでどういう予想しなか

った、できなかった、対応できなかったことが発生するかわからないということが

あります。今回のこの件は 近では一番大きなことになりますけれども、危機管理

に関する、あるいは仕事を推進する上で関する職員の認識だと思っております。そ

れで、こういった案件をもとにして、法律、条例でこうなってくるということをし

っかりと認識していること、そしてまた、部下に対してもそれをちゃんと教えるこ

とができること、そしてまた、お互いの関係先の連携・機能がしっかりと働いてい

ること、まず、この初歩的なことが一番大切な出来事であります。今回はそれがで

きていなかったということで、非常に反省しているところであります。いろいろと

発生する状況を予測しながら、また調べながら、マニュアルについてはしっかりと

担当課等で編成していきたいと思っております。 

それから、議案の承認を求めるということになっております。地方自治法第１７

９条の専決処分という形で承認を求めるという形でやっているところで、これは議

決が必要であるというところであります、そういう認識であります。地方自治法第

３４条という御指摘がありましたけれども、地方自治法第１８０条は、議会の委任

による専決処分ということであります。普通地方公共団体の議会の権限に属する軽

易な事項で、その議決により特に指定したものは普通地方公共団体の長においてこ

れを専決処分することができるということで、この条文から見て、その議決により

特に指定したものはという、そこが記載されているわけであります。それと、第２

項において、前項の規定により専決処分をしたときは普通地方公共団体の長がこれ

を議会に報告しなければならない、ここが、今、中山議員からそこのところの指摘、

あるいは指導がなされているところであります。本町において専決処分の規定はあ

る程度大まかなものはつくられておりますけれども、予算の流用に関して額の専決
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処分の規定はありませんので、こういったことについて、もうちょっと第１８０条

については議員の皆さん方と協議する必要があるし、議会において、ある程度、こ

れぐらいまでは専決処分が可能だとかいう線引きとか、そういったことがなされて

くるとこの条文が生きてくるかなという認識をしております。 

○８番（中山美幸君） 町長、１８０条については、１３項の中で、法律上、その業務

に属する損害賠償の額を定める、これは議会の議決事項ということなんですね。承

認を求めるんじゃないんです、議決事項なんです。だから、先ほどから申し上げて

おりますように、私たちの議会ではそれは免除しておりません、まだ。そういうこ

とがございますので、これは承認を求めるんじゃなくて議決事項でございますので、

私はそういうふうに理解しておりますし、先ほどのマニュアルに返りますが、大方

理想的なマニュアルの策定ということが望まれるんじゃないかなというふうに考え

ておりますが、地方公務員法第３４条がどういうふうに含まれてくるかということ

なんですよ。これは地方公務員の方々の秘密の厳守なんですね、業務上知り得た内

容を漏らしてはならないという条例でございます。その中でも、業務上知り得た内

容、それもいろんなものが含まれておりまして、行政実例を見てみますと、途中か

ら読みますが、業務上知り得た秘密は、担当している仕事内容にかかわらず知り得

た秘密、知人の秘密等を含むということが書いてありますね。これについてはです

ね非常に大崎はぬるいと思います。私のことも情報を流されたことがあります。一

職員もしくは町長しか御存じのないことがですね流れていた。だから、私はこのこ

とについて強く申し上げているんです。私は非常にこのことについて迷惑を被りま

した。これは近々のことです。だから秘密を守る義務というところ、第３４条をマ

ニュアルにどういうふうに取り込んでいくかということなんですよ。そういったと

ころまで広く考えていただかないと、非常にまずいです、これは。先ほど言われま

したように、職員の方の規律の認識が非常に薄い。もうちょっとこれは考えていた

だかないと大変なことになります。今回のことだけで終わらないですよ、これ。ほ

かにもあります。そういったところをどういうふうに対処していくのか、先ほど担

当課長は、くどいようですが、作成されて周知をしていると。本当にそれがそれで

いいんですか。ぴしゃっとしたものがつくられることを私は要望します。しっかり

とやってください。そして、それを盾にとって情報を出さないということも逆に考

えられるわけです。そこをどのようにして考えていくかということもそのマニュア

ルの中でしっかりとうたうべきです。一回、私は本町の情報公開条例を使って情報

公開をしたことがありますが、そういったことをちゃんとしっかりと公表できるよ

うなそういった大崎町の行政であってほしいと思います。そういったことを要望し

ておきます。 
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○議長（神﨑文男君） ほかにありませんか。 

○１番（平田慎一君） ２件ほど御質問させていただきます。１件につきましては、今

同僚議員も言われております、ちょっと被る部分がございますが御了承ください。 

１件目につきまして、損害賠償額５３万８,６４０円につきまして、この金額の

積算根拠といいますか、使用目的、何に使われるのか、内容ですよね。弁護士費用

も入っていらっしゃるのか、中身の部分をお示しいただきたいというふうに思いま

す。 

それと、２つ目が再発防止なんですけども、同僚議員が大分言われておりました

が、先ほどの全協のときに、町長の答弁でマニュアルを作成するということでお聞

きしております、課長も答弁しておりますが。マニュアルだけでは足りないという

部分では私も認識しておりますが、そのほかにも再発防止についてマニュアルだけ

で済まそうと思っているのか、ほかにもちゃんと取組として考えていらっしゃるの

か。そこも含めて、２点お答えください。 

○町長（東 靖弘君） １点目の損害賠償額の内訳、使用目的はという御質問でござい

ましたので、そこにつきましては担当課長のほうで答弁をさせていただきます。 

それから、再発防止マニュアルということでありますが、単につくっただけでは

全く意味のないことであります。これにつきましては、繰り返し研修するというこ

とが必要であるなと思っています。今回発生したのは４月でありますので、ちょう

ど人事異動のときということでありました。そういったことから、十分な達しがで

きていなかったと、ここは反省すべきことでありますので、その時期だったから間

違ったということではなく、やはり１年を通して危機管理、あるいは情報漏えい、

秘守義務といったところは徹底的に職員には植え付けていくということが必要であ

りますので、もちろん私自身も含んでありますけれども、マニュアルに網羅するけ

れども通常の研修といったところを徹底していくべきだと。今回、特に相手方に非

常に迷惑をかけてしまっているので、そういったことを深く反省しながら対処して

いきたいと思います。 

１点目につきましては、担当課長の答弁とさせてください。 

○住民環境課長（松元昭二君） 損害賠償額の詳細の説明をさせていただきます。 

まず、入居費用が１６万３００円、エアコン等の備品に係るものが１６万５４０

円、引っ越し費用が６万７,８００円、慰謝料が１５万円、合計５３万８,６４０円

の額になっております。 

以上です。 

○１番（平田慎一君） わかりました。備品と損害賠償ということで、弁護士費用は含

まれてないという認識でおります。 
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また、２つ目の再発防止につきましては、今、町長の答弁がございましたように、

危機管理力ですよね、危機管理に対しては初動がやっぱり大切だというふうに思っ

ております。今回の分に対しては、専決の部分もありましたし、我々も情報を 初

の早い段階で知ってございませんので、どういう動きをされたのか存じ上げない部

分もございますが、それなりに速い動きをされたのかなというふうには思っており

ます。その部分を含めてですね初動の大切さというのは御認識いただいて、今後も

早い対応をされていかれるのが必要かなと。内容的な部分はこの議会の場でも詳し

い内容は多分避けたほうがいいと思いますので、あえて申しませんが、今後もそう

いう部分には注意して対応していただきたいというふうに思います。 

以上でございます。 

○議長（神﨑文男君） ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） それでは、質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております承認第５号は、会議規則第３９条

第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。承認第５号「専決処分の承認を求めることについて（損害賠償額

を定め和解することについて）」は議決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、承認第５号「専決処分の承認を求めることについて（損害賠償額を定め

和解することについて）」は議決することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 議案第２６号 令和４年度大崎町一般会計補正予算（第３号） 

○議長（神﨑文男君） 日程第６、議案第２６号「令和４年度大崎町一般会計補正予算
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（第３号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ２億３,９４９万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１０５億８,

１４３万１,０００円にするものでございます。歳出の主なものは、マイナンバー

カード交付事務に係る経費、新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費、農業用

原油・原材料価格高騰緊急対策事業交付金及び道路維持工事などでございます。歳

入は、国庫支出金、繰越金及び繰越金の増が主なものでございます。 

 よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（上橋孝幸君） それでは、御説明いたします。 

はじめに、歳出の主なものにつきまして御説明いたしますので、補正予算書の９

ページをお願いいたします。 

なお、人件費につきましては、人事異動等に伴う増減でございますので説明を省

略させていただきます。 

款２総務費、目６財産管理費、節１０需用費２,１１６万４,０００円は、庁舎等

の電力供給の契約先変更により電気料が値上がりしたため、光熱水費を３４０万９,

０００円補正するものと、修繕料１,７７５万５,０００円は、庁舎屋上の防水修繕

が主なものでございます。節１２委託料７０万４,０００円は、損害賠償請求業務

委託料でございます。本町では、庁舎など１３施設で、本年１月から１年間の電力

供給契約を新電力会社であるウエスト電力と締結しておりましたが、電力市場の価

格高騰を理由に、本年４月末で事業撤退し、電力供給が停止されたことから、本年

５月から新たに九州電力と供給契約を締結したところでございます。今回、ウエス

ト電力から九州電力に契約先を変更したことにより本町が生じる損害の見込額は、

約１,０００万円でございます。この損害賠償金を請求するに当たり、事前交渉及

び訴訟業務を弁護士へ委託するものでございます。 

１０ページをお願いいたします。節１３使用料及び賃借料６０９万４,０００円

は、城内共有墓地跡地の災害防止対策に係る機械借上料が主なものでございます。

これまで墓地跡地周辺にある飲食店に被害を及ぼさないよう樹木の伐採と一部の土

砂撤去を実施してまいりましたが、大雨が降るたびにシラスが周辺に流出し、支障

を来しておりますので、崖地斜面をモルタル吹付けで法面補修するものでございま

す。目１０企画費、節１８負担金，補助及び交付金１,９６９万２,０００円は、環

境配慮型定住住宅取得補助金と空き家リフォーム促進事業補助金を実績見込みによ

り補正するものでございます。 
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１１ページをお願いいたします。目１戸籍住民基本台帳費でございますが、こち

らはマイナンバーカードの普及推進対策に係る経費が主なものとなっております。

節１報酬１８９万３,０００円は、マイナンバーカードの交付事務に係る会計年度

任用職員の報酬でございます。節３職員手当等のうち、説明欄の上から２つ目の、

時間外勤務手当３９５万６,０００円は、マイナンバーカードの周知啓発と申請及

び交付事務に係る職員の時間外勤務手当でございますが、交付率の向上を目指し、

担当課職員はもとより、全庁的な取組として実施する計画でございます。節７報償

費２,２２８万３,０００円は、令和５年１月末時点においてマイナンバーカードの

交付申請が済んだ方を対象に、１人３,０００円の商品券を交付するための経費で

ございます。節１１役務費１９１万９,０００円は、マイナンバーカードや啓発用

チラシの郵送代でございます。 

１３ページをお願いいたします。款３民生費、項１社会福祉費、目２老人福祉費、

節１８負担金，補助及び交付金３５０万円は、新型コロナウイルス感染症対策とし

て介護施設が実施する施設整備を支援する地域介護基盤整備事業費補助金でござい

ます。 

１４ページをお願いいたします。款４衛生費、目１０新型コロナウイルス感染症

対策事業費は、主にオミクロン株対応の新型コロナウイルスワクチン接種に係る経

費でございます。節１報酬から節４共済費までは、ワクチン接種業務に携わる職員

等に係る人件費でございます。節７報償費１８９万円は、集団接種を実施する際に、

医師及び看護師へ支払う謝礼でございます。節１０需用費４９７万６,０００円は、

町内の社会福祉施設等に配付する医療用抗原検査キットを購入するための消耗品費

が主なものでございます。 

１５ページをお願いいたします。節１２委託料２,４６４万３,０００円の主なも

のは、伴うコールセンター予約業務委託料及びワクチン接種委託料でございます。 

１６ページをお願いいたします。款５農林水産業費、目１０農地費、節１４工事

請負費９８０万円は、野方地区活性化センターの玄関ポーチの改修工事費でござい

ます。目１１土地改良事業費、節１３使用料及び賃借料８５５万円は、農道等の維

持管理に係る機械借上料でございます。節１４工事請負費７００万円は、牧地区の

農道整備工事費でございます。 

１７ページをお願いいたします。目１４営農推進費、節１８負担金，補助及び交

付金１２９万９,０００円は、サツマイモ基腐病対策を実施する農業者に対し助成

を行う農地耕作条件改善事業補助金でございますが、実績見込みにより補正するも

のでございます。目１５新型コロナウイルス感染症対策事業費、節１８負担金，補

助及び交付金２,４００万円は、原油価格や農業用資材の高騰により影響を受ける
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認定農業者等に対し助成を行う農業用原油・原材料価格高騰緊急対策事業交付金で

ございます。項３水産業費、目２新型コロナウイルス感染症対策事業費、節１８負

担金，補助及び交付金３８０万円は、原油価格や物価高騰により影響を受ける漁業

者等に対し助成を行う水産業用原油・原材料価格高騰緊急対策事業交付金でござい

ます。 

１８ページをお願いいたします。款６商工費、目２商工業振興費、節１８負担金，

補助及び交付金１,６０８万６,０００円は、実績見込みにより、説明欄に記載して

ございます３つの補助金を補正するものでございます。 

１９ページをお願いいたします。款７土木費、項２道路橋りょう費、目１道路維

持費、節１０需用費１４８万５,０００円は、町道の舗装補修に係る修繕料でござ

います。節１３使用料及び賃借料５２５万円は、町道の維持管理に係る機械借上料

でございます。節１４工事請負費２,０００万円は、町道の舗装、側溝改修及びメ

ンテナンス等に要する工事請負費でございます。節１５原材料費１５０万円は、町

道の維持管理に要する舗装補修等の資材でございます。項３河川費、目１河川維持

費、節１３使用料及び賃借料２６０万円は、塩入川の護岸補修等に係る機械借上料

でございます。 

款９教育費、目２事務局費でございますが、次の２０ページをお願いいたしまし

て、節２０貸付金１７４万円の減は、奨学金貸与者の確定に伴う補正でございます。

目４学校給食センター管理費、節１０需用費４１３万３,０００円は、単価増に伴

い燃料費及び光熱水費を増額するものと、学校給食センター施設の営繕に係る修繕

料を増額するものでございます。目５新型コロナウイルス感染症対策事業費、節１

８負担金，補助及び交付金３６０万円は、原油価格や物価高騰により保護者負担を

増額することなく給食の質と量を保つために、給食食材費の値上がり分を助成する

学校給食物資高騰分補助金でございます。 

２１ページをお願いいたします。項２小学校費、目１学校管理費、節１０需用費

１,２１６万円は、各小学校の電気料金の値上げによる光熱水費と営繕に係る修繕

料を増額するものでございます。節１３使用料及び賃借料３８４万８,０００円は、

各小学校における樹木の伐採等に係る機械借上料でございます。項３中学校費、目

１学校管理費、節１０需用費４１０万円は、大崎中学校の電気料金の値上げによる

光熱水費の増でございます。 

２２ページをお願いいたします。項４社会教育費、目２公民館費、節１０需用費

２５５万４,０００円は、中央公民館の電気料金の値上げによる光熱水費の増が主

なものでございます。項５保健体育費、目２体育施設費、節１０需用費１１４万７,

０００円は、総合体育館の電気料金の値上げによる光熱水費の増でございます。 
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２３ページをお願いいたします。款１０災害復旧費、目１農林水産施設災害復旧

費、節１３使用料及び賃借料３００万円は、山林や河川堤防の復旧作業等に係る機

械借上料でございます。 

次の、目１公共土木施設災害復旧費、節１３使用料及び賃借料１,１９０万円は、

主に飯隈橋橋梁災害復旧工事に伴う迂回路の復旧作業に係る機械借上料でございま

す。 

以上で歳出を終わりまして、次に歳入について説明いたしますので、７ページを

お願いいたします。款１５国庫支出金、項１国庫負担金、目２衛生費国庫負担金２,

１０２万６,０００円は、新型コロナワクチン接種に係る負担金でございます。項

２国庫補助金、目１総務費国庫補助金４,４２３万４,０００円は、マイナンバーカ

ードの普及推進を図るための通知カード・個人番号カード関連事務交付金と原油価

格・物価高騰対応分として交付される新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金が主なものでございます。目３衛生費国庫補助金１,１８８万７,０００円は、

新型コロナワクチンの接種体制確保に係る補助金でございます。 

８ページをお願いいたします。款１９繰入金、目５ふるさと応援基金繰入金２,

８６０万円は、環境配慮型定住住宅取得補助金などの財源として予定しているもの

でございます。 

款２０繰越金、目１繰越金１億２,４００万円は、前年度繰越金でございます。 

款２１諸収入、目１雑入は４７４万１,０００円でございます。主なものは、本

年５月に発生しました西迫町営住宅の火災における建物災害共済金３９９万６,０

００円でございます。 

以上で説明を終わりますが、２４ページ以降に給与費明細書を添付してございま

すので、御参照ください。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。何かありませんか。 

○８番（中山美幸君） まず、歳出の１０ページの一番上のほう、節１３使用料及び賃

借料の機械借上料６０９万４,０００円、このことについては以前、私、若干議論

したような気もするんですが、なぜ、一気にシラスを撤去しなかったのか。やはり

こういった災害が出てくる可能性があるということは指摘したはずなんですね。そ

ういったことを考えると、やはり一気にやってしまっていたほうが災害が防げたん

じゃないのかなというふうに思います。また、今後、吹き付けをされて、さらに災

害が出たら、これは人災ですよ。災害が起きることを予想されていてこの予算を組

まれたわけですから、もし、この予算を使われて再度災害が起きたら、これは人災

です。私はそういうふうに理解します。そこのところはどういうふうに考えていら
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っしゃるのかお示しをいただきたいということ。 

それから、農業費のところですが、１７ページ、基腐病に関する１２９万９,０

００円増額されておりますが、以前使われた予算の中でどのような結果が出ている

のか。結果が出ていなければですね結果が出るような方策を打っていかないと、農

家の方々は非常に苦労されているんじゃないかなと私は理解しているんですけれど

も。そういった対策をどのように考えているのか。本当に助成金だけで済ますつも

りなのか。そこはどういうふうに考えていらっしゃるかということを答弁をお願い

します。 

それから、２１ページ、教育費のところですが、機械借上料で３８４万８,００

０円、隣の町で事故があった件を受けながら樹木の伐採等々をやられるんじゃない

かなと、その予算かなというふうに理解しているんですが。中学校においては、今

後冬になってきますと校庭の砂が農協施設にふり込んでくるといいましょうか、風

に舞い上げられて飛んできて非常に迷惑を被っている事案があるようです。このこ

とについては、以前、散水栓を付けていただいて対処をしているようにしているん

ですが、本当に散水栓の数だけで足りているのか。もうちょっとこれも検証する必

要があるというふうに思いますが、その３点についてお答えをいただきたいと思い

ます。 

○町長（東 靖弘君） ただいま、城内の墓地跡の崖地の補修のことで担当課長のほう

から説明がありました。それに対しての御質問でございましたので、そういった状

況につきまして、担当課長のほうから答弁をさせていただきます。 

２問目が、基腐病でございました。どのような対策を取ってきたのかということ

でございます。私の知る範囲の中では、基腐病対策につきましてはウイルスフリー

苗を作っていくこと、イモの蒸熱処理とか関係機関でそういうことを、曽於地区で

いうとＪＡそおを中心にして蒸熱処理をやってきたと。それらの苗を配布してきて

いる。あるいは、その他の機関においてもウイルスフリー苗が非常に普及販売され

て植えられているということを認識しております。現段階で基腐病が発生している

という状況ではないように受け止めております。幾分かあるんでしょうけれども、

昨年、一昨年と大々的に被害が出てきたような状況ではなくなってきていると。今

年は好天にも恵まれているということもお聞きしておりますが、土壌消毒といった

苗に対する対策とかいろんな支援措置がありまして農業者の皆さん方の対策も取ら

れてきたのではなかろうかと理解をしております。 

また、町においても実証ほ等をつくって基腐病に対する対策を講じていこうとい

うことでやってまいりましたので、現段階で発生しているという状況ではないと思

っております。 
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それから、教育委員会に対する質問につきましては、教育長のほうの答弁とさせ

ていただきます。 

○総務課長（上橋孝幸君） まず、１点目の、城内共有墓地跡地の災害防止対策工事の

関係で御説明させていただきます。 

御存じのとおり、城内共有墓地跡地の整備工事につきましては、令和２年から事

業を開始させていただいております。当初、今、中山議員さんがおっしゃったよう

に、我々も当初は移転工事が全部完了してから、ある一定程度、全体を低く削って

安全性を図るという当初の計画では持っておりました。ところが、城内共有墓地跡

地、それから周辺に民有地がございます、そうした場合に後々そちらの民有地の用

地買収といいましょうか、その辺、それから、低くした後をどういう利用方法をす

るのかというのがまだ定まっていない状況でございますので、今年、令和４年度の

当初予算の御審議のときに説明させていただきましたけれども、そのときも、城内

共有墓地跡地、それから周辺土地を含めた土地利用計画を策定した後に本格的な造

成工事を実施しますということで説明をさせていただきました。 

それから、６月議会の補正予算のときに、また議員さんから御提案をいただいた

ところでございます。その御提案の内容というのが、墓地周辺全体を削れば、今、

中山議員さんがおっしゃったように、土砂災害リスクというのは軽減されるという

こと、それからシラスを売却すれば工事費も抑えられるのではないかと、その辺を

検討したほうがいいんじゃないかという御提案をいただいたところでございます。

その後、本町の建設課であったり、それから業者の方々に意見をお伺いしたところ

でございました。確かにおっしゃるとおり、墓地周辺全体を削れば災害リスクとい

うのは軽減されますけれども、削った後の二次災害というのを防止するためにはシ

ラス土壌の切り止めをモルタルなどで補強したり、それから排水対策をしっかりや

らないといけないということで、大規模な工事が必要になるだろう、それと時間も

相当かかるのではないかというところもありましたので、その辺を総合的に考慮し

て、今、シラスがむき出しになっている部分をモルタル吹付けする工法を今回御提

案させていただいたところでございます。 

以上です。 

○教育長（穗園正幸君） 今、議員から質問のありました使用料及び賃借料の機械借上

料の件で、中学校の校庭の砂のほうは散水栓は足りているのかにつきましては、担

当課長のほうで答弁いたします。 

○教委管理課長（岡留和幸君） それでは、お答えいたします。 

まず、はじめに、樹木の件ですが、確かに使用料及び賃借料の機械借上料のほう

にも予算をお願いしているところです。８月に、曽於市のほうで大きな事故が起こ
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りました。それを受けて、我々のほうも学校と情報連携を行いまして早急に対応し

ないといけない、子どもたちの安全のために早急に対策をしないといけないという

こともありましたので、既定予算のほうではもう予算がなかったこともありました。

それにつきまして財政担当課とも検討しまして、予備費のほうをお願いしまして、

緊急対策ということで各学校の危険な樹木については既に専門業者である造園業者

に、点検も含めましてお願いをしたところでございます。ただ、今後また危険が予

想される樹木等がある可能性もありますので、それについてはこの予算の中でお願

いをしているところでございます。 

それから、大崎中学校の件でございますが、これまでも風による砂が舞い上がっ

て施設あるいは民家のほうに御迷惑をかけている状況はわかっております。周りに

樹木等も少し植えてありますが、なかなか対応が足りない部分もございますので、

散水栓の状況、あるいは散水する機器の状況をしっかりと学校と検討しながら、ま

た、それにつきましては協議して、予算をお願いするものであれば、また今後予算

を検討していただきながら対策を対応していきたいと考えております。 

以上でございます。 

○８番（中山美幸君） シラス対策といいますか、機械借り上げについてですね利用計

画の作成が云々ということを課長のほうで答弁されましたけれども、それはもう既

にできているのか。どういった計画を考えているのか。そうしないとですね、本当

にさっき言ったように人災ですよね、もう。先日は職員の方が大きな黒いパイプの

中に入っている土砂をのかしたりして非常に努力されているのは見ているんですよ、

大変だなと、あの暑い中でそれを除去したり、側溝の中を掃除をしたり、ましてや

道路のほうにも流れている部分もありますよね、土のうが積んでありますけども、

まだ流れている部分。そういったことを考えるとですね早急にこれは対策を講じな

いと、本当に人災が起きますよ。私はそれを危惧していますので、対応方を早めに

進めていただきたいというふうに思います。 

それから、基腐病の営農推進費の中で、あちこちの畑、有害鳥獣でちょこちょこ

回ってみますと出てますよ。やはり、かなりそれが出そうな雰囲気の畑も結構、私

は見ています。で、お伺いしたんですよ、どういうことになっているのかなと。た

だ、助成金を出して、やってくださいよだけでは非常に農家の方々は今後どうして

いくのか迷っていらっしゃる部分もあるような気がします。そこら辺も、もうちょ

っと担当課並びに関係所で協議をしていただいて、多分全部なくなるということは

ないでしょうけども、なるべく少なくしていく方法ということを模索していただき

たいなと。助成金を出しているからいいですよじゃなくて、本当にどういうふうに

したらいいかと、本気で担当課あたり考えていただきたいなというふうに私は思い
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ます。 

それから、教育費の中の樹木の伐採については、警察等が調査をされているのも

私は見ています。早急に対応していただいたことも評価をいたします。もう、すぐ

やっていただいていた部分もありましたので、それもちゃんと見ていますが、中学

校のグランドの部分、以前にもこれは問題になりまして、砂の飛散、今からはこれ

はなおさらなんですね、風向きが変わります。北風じゃなくて、今度は西風になり

ます。そうしたときに非常に飛んでしまう。あの辺の住民の方々、農協の施設、そ

ういったところに砂が飛散していく。スプリンクラーの設置もしてあるようですけ

れども、それでは私は数が足りないのかなというふうに思います。非常に職員の

方々も一生懸命されているのは見ているんですけれども、それだけでは足りません。

やはりちゃんとした設備をしていただいて、その中で職員が解決策、水まきなどを

していくというような方法を取らないとですねなかなか解決できないのじゃないか

なというふうに思います。これもしっかりと検討をしていただいて、地域住民から

苦情が出ないような措置、学校関係に苦情が出るというのが非常に悲しいことです

よ。大崎町の未来を背負っていく子どもたちの教育環境に苦情が出てくるというの

は、私は管理者としてはどうなのかなと。学校の 高責任者の校長の管理体制も私

は問います。本当に管理能力があるのかなというふうなことも考えます。そこら辺

も十分注意をしながらですね検討していただきたいなというふうに考えています。

よろしくお願いします、というのは言ったらいけませんので要望申し上げておきま

す。 

○議長（神﨑文男君） ほかにありませんか。 

○１番（平田慎一君） １点だけですね、またこれも被る部分ではございますが、１０

ページの１３番使用料及び賃借料の部分で、根本的な部分で機械借上料ですね６,

０９４万円。飲食店の横の崖地なんですが、今は営業をされていない土地ですよね、

今までも予算が結構かかっていると思うんですが、１つだけ聞きたい部分がござい

まして、崖地は基本的に建設基準法で新築の建物は建てられないという法律がある

と思うんですが、何でできているのかなというのが前から不思議だったんですが、

議員になる前から不思議だったんですが、その辺の許認可も含めてですね、本町は

どのような対応をされて許可を下ろしたのかですね、あえて聞かせていただいてよ

ろしいですか。この１件のためにお金を使ったのか。今後また使う予定があるのか

ですね、お聞きします。 

○町長（東 靖弘君） 建築基準法の問題が出てまいりました。現在、建っているとこ

ろは補修をして、後の方が事業をされて、現在は閉まっているわけでありますけれ

ども、ずっと昔からあそこに建物があったんです、川越商店さんがおられましたの
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で。議員さんもよく御存じかと思いますけれども、法律がいつ施行されたかわかり

ませんけれども、本当にはるか昔からあそこで商売をされていた、その当時から、

裏はああいった状況だったんです。その上のところに城内共有地という墓地があり

まして、墓地は城内共有地ですけど、崖のところは町有地だったものですから、そ

れで町が責任を取らざるを得ない。町が崖地になっている部分が崩れてきたら、上

の墓地も崩れ落ちてくると。そうしてくると町の責任ということが問われてくると。

こちらは弁護士にも相談をした上で移転あるいはシラスを除去していくという対策

を取ったわけであります。 

現在は建築基準法の中で崖下についてはそれぞれ基準がありますので、そこらに

ついては担当課長の答弁とさせていただきますけれども、ずっとそこで持続的に商

業を営まれていて、それで一旦閉められて、その後を現在のお店をやられる方が買

われて改修をされて事業を再開されて、そしてまた、今閉めているという状況であ

ります。下のほうの建物に被害を及ぼさないということは、我々としてはそういう

対策を講じなければならないということで考えておりましたのでやったところです

が、あと、基準法に基づくことは担当課長の答弁とさせていただきます。 

○建設課長（時見和久君） 今現在あります建物については改修となるものですから、

その分については許可が出るというところです。新設の場合は許可が出ないという

ことになります。 

許可については県のほうが許可になりますので、その分で改修とかそういう関係

で許可が出たと認識しております。 

○１番（平田慎一君） あれが増改築ということで、ほぼほぼ新築、見た感じには見え

るんですが、敷石だけ変えれば多分増改築というふうに見なされるのかなというふ

うな認識でおりますけれども。やはり崖地という危ない地域でありますので、ちょ

っとその辺は造るときには一言はやっぱり言うべきなのかなと。どうしても危ない

地域にありますよね。私も大崎小学校にいるときから文房具屋さんでいつも見てい

るところではありましたけども、やはりそういう場所、崖地に対してはですね、も

ともと危ないところではあるという認識はやっぱり地主さん自体もわかっていらっ

しゃると思うので、増改築に対しては考えてやっぱり町としても意見をしていく部

分が必要なのかなと。でなければ、やっぱりこれだけの予算を毎回、毎回出すとい

うのも町長も頭が痛いと思います。みなさんだと思うんですけれども、そこはです

ね今後の考え方としても十分認識して対応していっていただきたいなというふうに

思います。それは意見として言っておきます。 

以上でございます。 

○町長（東 靖弘君） 御意見ありがとうございます。 
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やはり災害が発生するという大変大きな不安がありましたので、所有者と移転に

ついて協議も進めました。しかしながら、なかなか同意いただけなかったというと

ころがありますので、申し添えておきます。 

○議長（神﨑文男君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第２６号は、会議規則第３９条第１項の規定

により、総務厚生常任委員会に付託いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 議案第２７号 令和４年度大崎町水道事業会計補正予算（第１号） 

○議長（神﨑文男君） 日程第７、議案第２７号「令和４年度大崎町水道事業会計補正

予算（第１号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。本案は、収益的収入及び支出並びに資本的

収入の補正となり、収益的収入の予定額を２億１,８０１万２,０００円に、収益的

支出の予定額を１億９,６０５万１,０００円とし、資本的収入の予定額を９,４３

４万６,０００円とするものでございます。 

補正内容としましては、収益的収入及び支出につきましては、定期異動に伴う収

入及び支出の減となっております。 

資本的支出につきましては、上水道と簡易水道を一元化、上水道とするための変

更認可申請書作成業務委託料となっております。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○水道課長（本松健一郎君） それでは、私のほうから補足説明をさせていただきます。 

今回の補正につきましては、町長のほうからございましたとおり、４月の定期異

動に伴います給与等の補正と、上水道及び簡易水道の統合に係る猶予期間期限に当

たる時期になっておりまして、今現在、大崎町では、野方地区、水ノ谷地区の簡易

水道が２箇所で、残りは全部上水道ということになっております。この水道事業の

経営一本化に伴う事業変更認可申請書の作成業務委託料が、今回の補正の主なもの

でございます。 

補正予算の１ページをお願いいたします。第２条の収益的収入及び支出の補正で

ございます。収入の款１水道事業収益を２９万円減額いたしまして２億１,８０１

万２,０００円とするものでございます。 
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次に、支出の款１水道事業費用を２２万７,０００円減額いたしまして、１億９,

６０５万１,０００円とするものでございます。歳入歳出につきましては、職員の

児童手当等に係る調整でございます。 

２ページをお願いいたします。第３条は資本的支出の補正でございます。支出の

款１資本的支出を８００万円増額いたしまして９,４３４万６,０００円とするもの

でございます。水道事業経営の一元化に伴う変更認可申請書作成業務委託料が、こ

の要因でございます。今回の補正予算につきましては、参考資料１１ページと１２

ページにおいても詳細に説明をしておりますので御参照していただきたいと思いま

す。 

また、４ページ以降にキャッシュフロー計算書、給与費明細書及び予定貸借対照

表等が添付してございますので、併せて御参照くださいますようお願いいたします。 

これで説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

○８番（中山美幸君） これは多分、文教委員会に付託になるだろうと思います。１点

だけお伺いします。 

今、２件の簡易水道を上水道に変更ということなんですが、以前の簡易水道の負

担金といいましょうか、返済金がございましたよね。この部分についてはどういう

ふうな措置になるのか。上水道になった場合の負担金の部分について、若干お知ら

せください。 

○水道課長（本松健一郎君） 今御質問のございました、簡易水道時代の起債の件でご

ざいます。一応この起債につきましては、一般会計から水道事業の特別会計に補助

金という形で、引き続き導入していただく形でおります。 

以上でございます。 

○９番（上原正一君） ただいま説明の中で、野方地区簡易水道２箇所という説明があ

りましたけど、岩弘、宮園のあそこも簡易水道じゃないんですか。 

○水道課長（本松健一郎君） 今、私どもの水道課で簡易水道ということで許可を厚生

労働省のほうに届けを出しておりますのが野方地区と水ノ谷地区、２箇所の簡易水

道ということで、あとは上水道ということで手続を取っておりますので、その状態

が届けから漏れているのかどうかということは、今回また設計書をつくって変更許

可認定書を提出をいたしますので、また、そのときに確認をさせていただきたいと

思います。 

○議長（神﨑文男君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 



 

－ 28 － 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第２７号は、会議規則第３９条第１項の規定

により、文教経済常任委員会に付託いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 議案第２８号 令和４年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算 

（第１号） 

○議長（神﨑文男君） 日程第８、議案第２８号「令和４年度大崎町公共下水道事業特

別会計補正予算（第１号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。本案は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ６５９万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２億４４４万２,０

００円にするものでございます。 

歳出は、維持管理費の大崎クリーンセンター内の汚泥脱水等設備の修繕費が主な

ものでございます。 

歳入は、令和３年度繰越金確定金による繰越金の増額でございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○水道課長（本松健一郎君） 引き続き、私のほうから公共下水道事業特別会計補正予

算（第１号）につきまして説明をさせていただきます。 

今回の補正につきましては、町長のほうからございましたとおり、職員の人事異

動によるものと大崎クリーンセンター等の修繕費に伴う補正が主なものでございま

す。 

それでは、補正予算書１ページをお願いいたします。中ほどの第１条でございま

すが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６５９万８,０００円を増額し、

それぞれ２億４４４万２,０００円とするものでございます。 

事項別明細書の歳出のほうで説明をいたしますので、７ページをお願いいたしま

す。款１公共下水道事業費、項１公共下水道事業費、目１下水道総務費２０万９,

０００円の増額は、人事異動に伴います職員給与等の増額によるものでございます。

目２維持管理費の６３８万９,０００円の増額は、大崎クリーンセンター内の大型

設備、スクリーンユニットという設備になりますが、修繕費が主なものでございま

す。このスクリーンユニットにつきましては、処理施設のほうで破砕汚泥の脱水等

に欠かせない設備でございまして、大きさでいえば大型のタンクローリーぐらいの

大きさのものが、外の池が、今２箇所稼働しております。池のほうにつなぐ途中に

置いてあります設備が、これに当たります。これにつきましては、供用開始をしま
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してもう２０年ほどたつ施設になりますので、それに伴う修繕ということで考えて

おります。 

次に、歳入を御説明いたしますので、６ページをお願いいたします。款４繰越金、

項１繰越金、目１繰越金６５９万８,０００円の増は、前年度決算の繰越しの確定

によるものでございます。 

以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第２８号は、会議規則第３９条第１項の規定

により、文教経済常任委員会に付託いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 議案第２９号 大崎町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

○議長（神﨑文男君） 日程第９、議案第２９号「大崎町印鑑の登録及び証明に関する

条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、個人番号カードを利用し、コンビニエンスストア等の多機能端末器を介

した印鑑登録証明書の交付を可能とするため、この条例案を提出するものです。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○住民環境課長（松元昭二君） それでは説明いたします。 

今回の改正は、１０月から始まるコンビニ交付サービスに伴い、印鑑登録をして

いる登録者が個人番号カードを利用することにより、多機能端末器で印鑑登録証明

書の交付を受けることができる規定が盛り込まれたことによるものであります。 

それでは、新旧対照表で御説明させていただきますので、新旧対照表をお開きく

ださい。 

左の表の改正案になります。第１１条第２項の次に、新しく第３項を加えるもの

であります。 

続きまして、施行期日について御説明いたしますので、条例案をお願いいたしま

す。附則としまして、この条例は令和４年１０月１日から施行するものであります。 
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以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第２９号は、会議規則第３９

条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第２９号「大崎町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を

改正する条例の制定について」は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第２９号「大崎町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 議案第３０号 大崎町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

○議長（神﨑文男君） 日程第１０、議案第３０号「大崎町職員の育児休業等に関する

条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、令和３年８月に人事院が報告した、妊娠、出産、育児等と仕事の両立支

援のために講じる措置に基づき、職員が育児休業を取得する際、未施行の措置とし

て残っていた取得要件の緩和等を行うため、大崎町職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正する条例を制定するものでございます。 
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よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（上橋孝幸君） それでは、御説明いたします。 

本案は、令和３年の人事院勧告及び地方公務員の育児休業等に関する法律の改正

に基づき、大崎町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するものでございま

す。 

改正の内容は、人事院勧告及び法改正のうち、未施行の措置として残っていた育

児休業の取得要件の緩和等を行うもので、職員が育児休業を取得する際、より柔軟

に取得できるようにするものでございます。 

それでは、主な改正点につきまして、本日配付させていただきました説明資料に

基づき説明させていただきますので、説明資料の１枚目をお願いいたします。 

ここでは、非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和についてお示ししております。

現行では、子の出生後５７日間以内に育児休業をする場合の非常勤職員の任期の要

件が、１歳６か月に達する日までに引き続き採用され、または更新の見込みがある

場合に取得できることになっております。改正後では、任期が、子の出生日から起

算して５７日間の末日から６か月を経過する日までに引き続き採用され、または更

新の見込みがある場合に緩和されます。これによりまして、従来の任期の規定から

約１０か月短縮されることになりますので、育児休業をより取得しやすい環境にな

ります。 

次に、資料２枚目をお願いいたします。こちらは、非常勤職員の育児休業の取得

の柔軟化についてお示ししております。図の右側のところで、子どもが１歳から１

歳半、１歳半から２歳までの部分でございます。こちらは、子どもが保育所に入所

できないなどの場合の育児休業の取得の例でございます。現行では育児休業の開始

時点が１歳または１歳半の時点に限定されているため、夫婦が育児休業を途中で交

代することができないようになっております。改正後は、育児休業の開始時点が限

定されなくなりますので、柔軟に取得することで夫婦が育児休業を途中で交代でき

るようになります。また、図の左側のところで、法改正の部分になりますが、現行

では、非常職員である父は、子が出生してから５７日以内、または５７日を超え１

歳までの期間、育児休業の取得回数はそれぞれ１回までと制限されておりましたが、

図でお示しのとおり、改正後は、子が出生してから５７日以内または５７日を超え、

１歳までの期間、それぞれ２回まで育児休業を取得できるように緩和されておりま

す。 

次に、常勤職員の育児休業の取得回数制限の緩和について御説明いたしますので、

資料の３枚目を御覧ください。現行では、常勤職員が再度の育児休業をする場合は、
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育児休業等計画書による申出を行い、申出から３か月の経過期間が必要となってお

ります。改正後は、法改正により育児休業が原則２回まで取得できることによって、

再度の育児休業の取得に係る申出及び経過期間が不要となりますことから、条例の

規定を削除しております。 

また、現行では、再度の育児休業を取得する場合は、会計年度任用職員等の非常

勤職員に限定されておりましたが、改正後は、非常勤職員と同様に、任期付職員に

も拡大されることから、所要の改正を行っております。 

以上が、条例改正の概要でございます。 

なお、改正後の条例は、令和４年１０月１日から施行することとしております。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第３０号は、会議規則第３９

条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第３０号「大崎町職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について」は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

したがって、議案第３０号「大崎町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 議案第３１号 ２災８３５号田中橋橋梁災害復旧工事請負変更契約の締

結について 
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○議長（神﨑文男君） 日程第１１、議案第３１号「２災８３５号田中橋橋梁災害復旧

工事請負変更契約の締結について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、２災８３５号田中橋橋梁災害復旧工事請負変更契約の締結につきまして、

工事内容の一部変更に伴い契約金額を増額する必要が生じたため、変更契約を締結

したいので、地方自治法第９６条第１項第５号並びに議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決をお願いする

ものでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（上橋孝幸君） それでは、御説明いたします。 

まず、議案の説明に入ります前に、変更契約の経緯について御説明いたします。 

現在施工中であります２災８３５号田中橋橋梁災害復旧工事につきましては、当

初、標準工法である大型土のう締切で護岸を締め切る計画でありましたが、安全面

から掘削が困難な状況となり、施工の安全性を確保するため鋼矢板締切に変更する

ものでございます。 

なお、変更契約の相手方であります徳澤建設株式会社には、本議会の議決を得た

後に本契約を締結することを説明し、仮契約を令和４年９月２日に締結したところ

でございます。 

以上が、経緯でございます。 

それでは、議案書に沿って御説明いたします。契約の目的は、２災８３５号田中

橋橋梁災害復旧工事でございます。変更契約の内容は、護岸施工時の標準工法であ

る大型土のう締切から鋼矢板締切に変更することが主なもので、詳細は議案書に記

載のとおりでございます。変更契約の金額は、変更前の金額に５６０万９,０００

円を増額した８,５９０万９,０００円でございます。契約の相手方は、変更はござ

いません。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

○８番（中山美幸君） ５００万円余りの金額が変更になるんですね。これは、当初計

画された計画書の見積りといいましょうか、工事の執行状況を実施計画に基づいた

ときにこういったことが発生するということは予測できなかったのかな。こういっ

たことまで考えて計画書をつくったんじゃないんですか。途中で、危ないから土の

うから矢板に代えますよと、これは若干おかしいんじゃないですか。当初、工事を
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始めるときにしっかりとそういったところまで地盤等の調査もされているはずです

よね。水量等もされているんじゃないですか。そういったところはどういうふうに

お考えですか。これは、３件とも同じような案件が上がっているんですよ、３議案

とも。そして同じように５００万円ぐらいですよ。そこをどういうふうに考えてい

らっしゃるんですか。 

○町長（東 靖弘君） ただいまの御質問につきましては、担当課長の答弁とさせてい

ただきます。 

○建設課長（時見和久君） 大型土のうから鋼矢板に代えたということの変更、３件と

もなんですけれども。この工事施工につきましては、当初、災害が起きた場合に災

害査定を受けて、その場合に計画につきましては経済性というのを考慮して締切は

大型土のうとするということで決まりが、 初あります。その場合で災害査定を受

けて、国の査定でそれを認めてもらうと。その場合、条件がありまして、工事を発

注した後に、その現場の土質とか、掘削した場合に地下水がある、湧水が出てきて

崩れやすいという状況になった場合は鋼矢板とか、ほかにも工法はございますけど

も、この中で一番安い、経済的な工法が鋼矢板というところで、今回、３件とも同

じ条件であったために鋼矢板へ変更したところでございます。 

○８番（中山美幸君） そうしますと、これは国・県の補助事業、補助金についてはこ

れは認めてくれるということかな。この５６０万円、４４０万円、５２０万円です

よね大方、この分、全額について国・県が認めてくれるのか。なぜ、じゃあ当初計

画のときにそれがわからなかったのか。専門業者ですよ。図面をつくられるときに

土質の調査までされているんじゃないですか。そこまでしなくて、こういう工事の

設計書をつくられたのか、私は非常にそこが疑問なんですけど。そこのところにつ

いても詳しく説明をお願いします。 

○建設課長（時見和久君） まず、変更額が国庫補助対象になるのかということですけ

れども、これについては国のほうと変更契約の中身について協議を行っております。

これにつきましては、軽微な変更ということで全額補助対応となるというところで

ございます。 

それから、先ほどの、 初からボーリングもしております。ボーリングについて

は若干位置は違うと、堤防のところは掘ってはいるんですけれども、その横であり

ます。しかしながら、災害査定においての設計については、大型土のうを基本とす

るというところで規定がございますので、どうしても 初から鋼矢板でいくという

ことでは申請が上げられないと。査定の場合で鋼矢板で上げた場合には大型土のう

に変更になることが予想されることから、当初は大型土のうで設計でいくしかない

というようなところでございます。後で変更で対応すると、工事発注後にですね。
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後ろからの湧水とかなければ、そのまま大型土のうでの施工ができる河川とかもご

ざいます。その関係で、 初のほうで大型土のうということにしたところでござい

ます。 

○８番（中山美幸君） 非常にまだ疑義が残ります。当初の計画では補助事業対象が大

型土のう出ないといけないということを見越す。途中で軽微な変更であれば認めら

れるということであれば、それを見越して計画したのかなということも考えられる

わけですよ。ボーリングもしておいて、そういった状況が出てきた状態のときにど

うするかということの対処策を、後で補正すればいいやというような考え方を持っ

てきたんじゃないんですか。疑ったら、そこまで疑ってしまいますよ。本当に 初

からしっかりとした計画を持ってですね、そういった交渉というのは当たっていた

だきたいなというふうに要望申し上げておきます。 

○議長（神﨑文男君） ほかにございませんか 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第３１号は、会議規則第３９

条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第３１号「２災８３５号田中橋橋梁災害復旧工事請負変更契

約の締結について」は可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

したがって、議案第３１号「２災８３５号田中橋橋梁災害復旧工事請負変更契約

の締結について」は可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 議案第３２号 ２災８３６号飯隈橋橋梁災害復旧工事（下部工１工区）
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請負変更契約の締結について 

○議長（神﨑文男君） 日程第１２、議案第３２号「２災８３６号飯隈橋橋梁災害復旧

工事（下部工１工区）請負変更契約の締結について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、２災８３６号飯隈橋橋梁災害復旧工事（下部工１工区）請負変更契約の

締結につきまして、工事内容の一部変更に伴い契約金額を増額する必要が生じたた

め、変更契約を締結したいので、地方自治法第９６条第１項第５号並びに議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会

の議決をお願いするものでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（上橋孝幸君） それでは、御説明いたします。 

まず、議案の説明に入ります前に、変更契約の経緯について御説明いたします。 

現在施工中であります２災８３６号飯隈橋橋梁災害復旧工事（下部工１工区）に

つきましては、当初、標準工法である大型土のう締切で護岸を締め切る計画であり

ましたが、安全面から掘削が困難な状況となり、施工の安全性を確保するため鋼矢

板締切に変更するものでございます。 

なお、変更契約の相手方であります久徳建設株式会社には、本議会の議決を得た

後に本契約を締結することを説明し、仮契約を令和４年９月２日に締結したところ

でございます。 

以上が、経緯でございます。 

それでは、議案書に沿って御説明いたします。契約の目的は、２災８３６号飯隈

橋橋梁災害復旧工事（下部工１工区）でございます。変更契約の内容は、護岸施工

時の標準工法である大型土のう締切から鋼矢板締切に変更することが主なもので、

詳細は議案書に記載のとおりでございます。変更契約の金額は、変更前の金額に４

３８万６,０００円を増額した７,０９３万６,０００円でございます。契約の相手

方は、変更はございません。 

以上で説明を終わります。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第３２号は、会議規則第３９
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条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第３２号「２災８３６号飯隈橋橋梁災害復旧工事（下部工１

工区）請負変更契約の締結について」は可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

したがって、議案第３２号「２災８３６号飯隈橋橋梁災害復旧工事（下部工１工

区）請負変更契約の締結について」は可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 議案第３３号 ２災８３６号飯隈橋橋梁災害復旧工事（下部工２工区）

請負変更契約の締結について 

○議長（神﨑文男君） 日程第１３、議案第３３号「２災８３６号飯隈橋橋梁災害復旧

工事（下部工２工区）請負変更契約の締結について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、２災８３６号飯隈橋橋梁災害復旧工事（下部工２工区）請負変更契約の

締結につきまして、工事内容の一部変更に伴い契約金額を増額する必要が生じたた

め、変更契約を締結したいので、地方自治法第９６条第１項第５号並びに議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会

の議決をお願いするものでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（上橋孝幸君） それでは、御説明いたします。 

まず、議案の説明に入ります前に、変更契約の経緯について御説明いたします。 

現在施工中であります２災８３６号飯隈橋橋梁災害復旧工事（下部工２工区）に

つきましては、当初、標準工法である大型土のう締切で護岸を締め切る計画であり
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ましたが、安全面から掘削が困難な状況となり、施工の安全性を確保するため鋼矢

板締切に変更するものでございます。 

なお、変更契約の相手方であります山下建設株式会社には、本議会の議決を得た

後に本契約を締結することを説明し、仮契約を令和４年９月２日に締結したところ

でございます。 

以上が、経緯でございます。 

それでは、議案書に沿って御説明いたします。契約の目的は、２災８３６号飯隈

橋橋梁災害復旧工事（下部工２工区）でございます。変更契約の内容は、護岸施工

時の標準工法である大型土のう締切から鋼矢板締切に変更することが主なもので、

詳細は議案書に記載のとおりでございます。変更契約の金額は、変更前の金額に５

１７万円を増額した７,２９３万円でございます。契約の相手方は、変更はござい

ません。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（神﨑文男君） １２時となりましたが、引き続き会議を行います。 

これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第３３号は、会議規則第３９

条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第３３号「２災８３６号飯隈橋橋梁災害復旧工事（下部工２

工区）請負変更契約の締結について」は可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

したがって、議案第３３号「２災８３６号飯隈橋橋梁災害復旧工事（下部工２工
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区）請負変更契約の締結について」は可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） 以上をもって、本日の日程の全部を終了いたしましたので、本

日はこれをもって散会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後０時０２分 
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令和４年第３回大崎町議会定例会会議録（第２号） 

 

令和４年９月２６日 

午前１０時００分開会 

於 会 議 議 場 

１．議事日程 

日程第１ 会議録署名議員の指名（４番，５番） 

日程第２ 一般質問 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１２名） 

１番 平 田 慎 一 ７番 吉 原 信 雄 

２番 富 重 幸 博 ８番 中 山 美 幸 

３番 稲 留 光 晴 ９番 上 原 正 一 

４番 諸 木 悦 朗 １０番 小 野 光 夫 

５番 宮 本 昭 一 １１番 児 玉 孝 德 

６番 中 倉 広 文 １２番 神 﨑 文 男 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席した者の職・氏名 

町 長 東   靖 弘 農林振興課長 上 野 明 仁 

副 町 長 千 歳 史 郎 耕 地 課 長 竹 本 忠 行 

教 育 長 穗 園 正 幸 建 設 課 長 時 見 和 久 

会 計管理者 西 髙 和 義 農委事務局長 相 星 永 悟 

総 務 課 長 上 橋 孝 幸 水 道 課 長 本 松 健一郎 

企画調整課長 中 野 伸 一 教委管理課長 岡 留 和 幸 

住民環境課長 松 元 昭 二 社会教育課長 鎌 田 洋 一 

保健福祉課長 谷 迫 利 弘 税 務 課 長 川 越 龍 一 

 

５．職務のため出席した事務局職員の職・氏名 

事 務 局 長 宮 本 修 一 

次長兼調査係長 福 永 浩 二 

議 事 係 長 上 床 就 路 

庶 務係主幹 西   ゆかり 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） これより、本日の会を開き、直ちに会議いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（神﨑文男君） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、４番、諸木悦朗君、及び

５番、宮本昭一君を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 一般質問 

○議長（神﨑文男君） 日程第２「一般質問」を行います。 

一般質問は、通告順により許可いたします。まず、２番、富重幸博君の質問を許

可いたします。 

○２番（富重幸博君） おはようございます。 

まず、今回の質問に関連がございますので、さきの台風１４号で被災された皆様

方にお見舞い申し上げ、質問に入ります。 

昨今の異常気象は、世界の多くで林野火災や大干ばつ、反面、大洪水など様々な

災害につながり、世界的な食料や水資源等の危機を引き起こしております。このよ

うなことから、２０１５年国連サミットにおいて、加盟１９３か国による２０１６

年から２０３０年までの１５年間で達成すべき持続可能な発展目標として、１７項

目を掲げたＳＤＧｓが採択されたところであります。 

一方、我が町においては、２０２１年から２０２９年までを目標とした第３次大

崎町総合計画を進めている 中であります。この計画においても、ＳＤＧｓと同様

に、様々な持続可能な発展目標が示されたところでありますが、人口問題１つ取っ

ても、目標達成には厳しいものがあります。計画に定めた目標達成まで、あと７年

となりますが、この後の質問については、持続可能なまちづくりという観点から、

通告に基づいて質問を進めてまいりますが、まず、町長として、現状と今後の方向

性について、どのように認識しておられるかお尋ねし、１回目の質問といたします。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

御質問の、第３次大崎町総合計画は、御承知のとおり、昨年６月議会におきまし

て御審議いただき、御可決いただいたものでございます。 

計画期間を、国連で採択されました持続可能な開発目標、いわゆるＳＤＧｓの目

標年次である２０３０年に合わせて２０２９年度までとしております。御質問にも

ございました、持続可能な大崎町を実現していくための指針として総合計画を策定
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いたしましたが、人口減少への対応及び豊かな自然環境の計画を計画策定の趣旨と

しております。そして、２０３０年の大崎町の姿を、まち・ひと・しごと、世界の

未来をつくる循環のまちとして掲げ、各種施策を展開しております。 

現状といたしましては、やはり人口減少を大きな課題として認識しております。

人口ビジョンにおいては２０６０年の人口約１万人確保としておりますが、自然減

に歯止めがかからず、異常に高い目標となっております。そういう状況の中、現在、

整備中の野方地区宅地分譲や 大３１０万円を補助する環境配慮型定住住宅取得補

助金の創設など、定住促進に向けた新たな取組を始めており、今後も推進してまい

りたいと考えております。 

また、在留外国人の存在も大きくなっております。８月現在、本町に約３６０名

程度の外国人が居住されており、人口比率が約３％で、また２０代から４０代の方

が多く、地域経済への影響も年々大きくなってきております。人口対策を講じる際

には、日本人とともに外国人にも本町を選んでいただく施策が必要であろうと考え

ております。 

そのため、居住環境等の受入体制の整備と合わせて、一人の住民として接する多

文化共生の取組にも努めてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○２番（富重幸博君） ただいま、外国人居住者の問題、それから多文化共生を示して

いただきました。 

さて、令和４年度自治公民館長研修会資料によりますと、年齢別人口構成を見た

場合、５歳区分の中で７０歳から７４歳人口が も多くて、男女で１,２３５人と

なっており、一方、ゼロから４歳児は３６２人となっております。近年の少子高齢

化を反映したものとはいえ、ゼロから４歳児は、７０から７４歳の高齢者の２９.

３％、およそ３分の１ということになります。このことは、近い将来、我が町の担

い手が、あらゆる産業面において現在よりも３倍、少なくとも２倍以上の生産性を

上げる必要があること、役場においても、現在の職員実人数は１３７人でございま

すが、この半数近くで事務事業をこなしていかなければならないような、さらなる

効率性が求められていくことが想定されます。 

これが何を意味するかというと、直近の移住定住施策はもちろんのこと、スピー

ド感を持って様々な産業面での構造改革やＤＸ、デジタルトランスフォーメーショ

ン、いわゆるデジタル化の一層の促進が必要になってくることを意味しております

が、このようなことについてはどのように認識しておられますか。 

○町長（東 靖弘君） まず、人口問題については、非常に地域の資源ということで人

が地域をつくっていくという考え方のもとで、政策の中では一番手に掲げてきてお
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ります。 

御質問にありましたように、人口減少が非常に進んでいる。そしてまた、担い手

の問題にしても非常に厳しい状況にあるという御指摘であります。昨今、新型コロ

ナウイルスの影響で出生率が非常に低くなってきているということもいわれており

ましたけれども、我が町で考えてみると、それだけではなくて、やはり、産み育て

る若い世代が非常に少ないということが大きく起因しているのではないかと考えて

おるところであります。 

そういったことから、現在、外国人の技能実習生の方々がたくさん入ってこられ

て、先ほど多文化共生というお話もいたしましたけれども、地域産業の担い手につ

いて活躍していただいているというのが現状であります。本町が総合計画あるいは

総合戦略に策定いたしました人口政策におきましても、現時点は、まあまあ推移と

ほぼ似たような状況でありますけれども、やはり２０３０年、２０４０年、２０５

０年、２０６０年となっていくと、 後のほうは急激に人口が落ちていくというこ

とで、持続可能なまちという観点から考えると非常に厳しい状況が想像されており

ますので、やはり、こういった将来的な展望を開いたときに人口政策、転入政策は

何が何でもやっていかなければならない、そして、まちの活力を維持していなけれ

ばならないと考えております。 

以上でございます。 

○２番（富重幸博君） ただいま、町長から持続可能、それから活力の維持、そういう

ことで答弁いただいたところでございます。 

それでは、具体的に、その中でも、質問の通告の２番目にございますが、持続可

能性ということで一番懸念されております農業分野、とりわけ水田基盤整備問題を

取り上げていきたいと思います。 

鹿児島県大隅地域振興局で出しております機関誌おおすみですね、２０２０年版

なんですが、これに、御覧いただければおわかりかと思いますが、グラフが出てお

ります。水田整備率で見ますと、大隅管内では６９.１％で、うち、曽於地域が６

８.５％でありますが、とりわけ我が町においては、３１.７％と極めて低い状況で

あります。 

これまで本町における整備水準については、要整備面積、水田についですが、９

１０ヘクタールに対して８０％の７２８ヘクタールを目標として、現在の整備済面

積、先ほど申し上げました３１.７％、これでいきますと２８９ヘクタールですね、

これを控除した残りの６２１ヘクタールを新たな整備目標としているところであり

ます。 

そこで、まず、機構関連事業、益丸地区の事業推進状況について、事業採択年度、
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受益面積、事業完了予定年度等を含めてお尋ねいたします。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

益丸地区につきましては、機構関連事業の採択を令和２年度に受けており、受益

面積は約５０ヘクタールとなっております。現在、地権者を対象に、今後の耕作状

況や農地の集積意向についてアンケート調査を実施しており、その結果をもとに換

地委員会にて換地の準備を進めているところでございます。 

事業完了年度につきましては、換地の同意取得後の着工となることから、現時点

では令和６年度の着工、令和１０年度頃の事業完了を予定しております。 

以上でございます。 

○２番（富重幸博君） 益丸地区におきましても、圃場整備は三、四年はかかったりす

るわけですが、土地改良事業の中でも一番同意の取得が困難な事業でございます。

表示を見ましても、完了報告までは１０年ぐらいかかったりしますが、益丸地区に

おける事業推進上の 大の課題、これはどういうものがあったでしょうか。 

○町長（東 靖弘君） ただいまの御質問につきましては、担当課長の答弁とさせてく

ださい。 

○耕地課長（竹本忠行君） お答えいたします。 

当初、地元からの要望もあり、揚水をパイプラインでの計画しておりましたが、

益丸水利組合の頭首工から圃場までの延長が２キロ以上ありまして、水圧が弱いこ

とや加圧ポンプに係る電気料金の支払い等の問題から断念いたしました。 

また、機構関連事業は、工事費の受益者負担がない分、実施要件が複雑でわかり

にくく、受益者の皆様に理解していただくことが苦労したところでございます。説

明会も数回開催いたしましたが、地元の推進委員の方々に熱心に説明に回っていた

だくなど、多大な御協力により事業の採択につながったと感じております。 

以上でございます。 

○２番（富重幸博君） 今、農家負担もございますが、後の維持管理では機構事業では

地元負担はないわけですけれども。 

それでは、次に、益丸地区を除く有村地区、谷迫地区及び神領地区の３地区にお

ける現在の取組状況について説明を求めます。なお、説明に当たっては、地区面積

及び現在の取組段階を含めて説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

有村下地区につきましては、今年度に事業採択を受け、現在、鹿児島県が基本設

計や従前調査を行っているところであります。受益面積は約１２ヘクタールとなっ

ております。 

谷迫地区につきましては、これまでに５回の推進委員会を開催し、地元の理解を
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深めるために、先月８月に全体説明会を実施したところです。受益面積は２４ヘク

タールとなっております。神領地区につきましては、これまでに３回の推進委員会

の開催し、地権者の調査等を実施しております。受益面積は約５０ヘクタールとな

っております。 

以上でございます。 

○２番（富重幸博君） ただいま、神領地区までの益丸を除く地区について説明を求め

たところですが、それらの残りの地区ですね、３地区の採択スケジュール、工事期

間の見通しについてはいかがでしょうか。 

○町長（東 靖弘君） 有村下地区につきましては、今年度１０月に換地委員会を設立

予定で、令和６年度の着工、令和１０年度頃の事業完了を予定しております。 

谷迫地区につきましては、令和６年度の事業採択を目指し、採択要件である農地

中間管理権の設定や施工同意の取得を進めてまいります。 

神領地区につきましては、令和８年度の事業採択を目指し、地権者から事業への

再開始の有無を確認するとともに、仮同意の取得を進め、地元説明会を行ってまい

ります。 

以上でございます。 

○２番（富重幸博君） ただいまお示しいただいた全体で見ましても、 後にですね神

領地区が終わるのは、今から１２年後の令和１６年度末ということでございます。

その時点で、この４地区を合わせた全体の整備率は４６.７％となるようです。大

きな農業生産法人を除いて、小規模の農家においては高齢化が相当な勢いで進んで

いることから、事業実施期間をできるだけ圧縮して進めていく必要があると思いま

すが、どのようにお考えですか。 

○町長（東 靖弘君） 益丸地区と有村下地区につきましては、どちらも令和６年度の

着工予定となっておりまして、財政負担が大きくなることが予想されますが、財政

担当課と関係課との連携を図りながら、できるだけ事業実施期間を圧縮して進めて

まいりたいと思います。 

○２番（富重幸博君） それから、近隣自治体で見ますと曽於市の整備率は７８.９％

ですね、先ほどの機関誌おおすみでいきますと。志布志市は７８.８％、東串良町

は６１.５％となっております。どうしても本町は水田整備を急ぐ必要があるわけ

ですが、いまだ、全く計画にも上がっていない地区として、担当課としてどのよう

に把握しているか。地区名及び面積を、益丸地区でもお示しください。 

○町長（東 靖弘君） ただいまの御質問は、担当課長の答弁とさせていただきます。 

○耕地課長（竹本忠行君） お答えいたします。 

御質問にあります、現在計画に上がっていない地区ということでございますが、
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土地改良区では持留川土地改良区、水利組合につきましては、横瀬、菱田、高井田、

仮宿、横瀬新田水害予防組合の５地区であり、未整備の全体面積は４８５ヘクター

ルとなっております。 

以上でございます。 

○２番（富重幸博君） ただいま御説明いただきましたように、これは野方の中山間地

を加味していないわけですが、こちらもやる必要が当然あるわけですね。４００ヘ

クタールを超える面積がまだ全然推進をしていないという状況であります。 

高齢化が急速に進む中で、これらの未整備地区の現状について、現時点で町長と

してどのように認識されており、これらの未推進地域の要望に応えていこうと考え

ておられるかお示しください。 

○町長（東 靖弘君） 未整備地区の事業化につきましては、財政状況等の兼ね合いや

地区の実情や要望を確認して進めてまいります。 

また、従来の受益者負担のある圃場整備は理解を得るのは難しいと思われるため、

今後、機構関連事業を中心に積極的に取り組んでいきたいと考えております。 

○２番（富重幸博君） 積極的に取り組んでいきたいということでお示しいただいたと

ころであります。 

それでは、次に、３番目ですが、私としましては機構関連の農地整備事業による

水田整備については、このままいったとしても、２０年後に至っても目標達成が厳

しいのではないかと心配しております。私も、過去にですね岡別府地区農村総合整

備事業による水田整備に関わったことがございますが、この農村総合整備でも、ど

うやったらどうかなと思うんですが、これについて、さきの農村総合整備事業の総

括として、総事業費や補助率なんかについて説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） ただいまの御質問につきましては、担当課長の答弁とさせてく

ださい。 

○耕地課長（竹本忠行君） 農村総合整備事業につきましては、平成１８年度に事業採

択され、平成３０年度に事業完了しております。総事業費は１４億４,８２１万円

となっており、補助率につきましては、圃場整備、排水路整備、農道整備等の農業

生産基盤整備につきましては８０％、集落道路や集落排水等の農村生活環境整備に

つきましては７５％となっております。 

以上でございます。 

○２番（富重幸博君） 今、説明をいただきました。標準事業費は、農村総合整備事業

１０億円なんですが、完了までに非常に長期にわたることから、事業費の増高など

で１４億５,０００万円近くになったということです。そのような説明だと思いま

すが。 
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現在推進中の地区、それ以外です、先ほどの未整備地区、これについて農村総合

整備事業を導入すれば、多様な事業種目、道路、水路それから圃場整備、農地造成、

いろんなのができますね。是非ですね、それを取り組んでいただきたいと考えるわ

けですが、町長としてどのようにお考えでしょうか 

○町長（東 靖弘君） 農業農村総合整備事業は、農業用排水施設整備、農道整備、圃

場整備など様々な整備が可能な事業となっております。これらの整備について、実

施要件が総事業費１０億円以上となっていることから、これまでの整備要冒頭を整

理し、他事業との比較や地区の実情や要望を確認しながら事業導入について検討し

てまいりたいと考えております。 

○２番（富重幸博君） 町内の建設事業者が健全な形で生き残って、また大崎町のいろ

んな土木建設業としてですね貢献いただくということは大変大事なことだと思いま

す。将来、もし、今でも土木を辞めてもう水道一本にとか、そういう業者さんもい

らっしゃいますが、将来、人口が減っていく中で、大崎町が 大でハッチを掛けた

ときに、大崎町以外の業者さんがその仕事を取る、そういう事態も想定されます。

そういうことで、是非、健全な形での業者の育成ですかね、そういうことで農村総

合整備事業、まだいろいろございますけれども、取り組んでいただきますよう要望

しておきます。 

耕地課においてはですね、過去に簡易な水田整備ということでもいろいろ検討し

た経緯がございます。今、水田の整備をしっかり、本当、スピード感を持ってやら

ないと、国の進める輸出を含めた米粉なんかで次世代の農業戦略やスマート農業に

対して、十分な、基礎的な競争力分野で対応できない水田が相当残ることになりま

す。ですから、機構関連以外の事業として、まだ経営体育成、農地整備事業とかい

ろいろあるわけですので、これら未計画部分の整備に対する町長のスピードアップ

という形での、農村総合整備事業導入以外にもどういうふうにお考えなのかお示し

ください。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

先ほどの答弁と重複するところもございますが、圃場整備につきましては、財政

状況との兼ね合いや地区の実情や要望を確認しながら進めていきたいと考えており

ます。 

いろいろ御質問をいただいております。食糧の自給率とか将来的な食糧の確保と

か、今、食料安全保障で盛んに協議されておりますけれども、将来を考えたときに、

水田の農地としての重要性を認識しながら、やはり圃場整備、基盤整備は必要だと

認識しておりますので、あらゆる角度から検討しながら進めていきたいと考えてお

ります。 
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○２番（富重幸博君） あらゆる可能性を考えながらということでお示しいただいたと

ころであります。 

補助率については様々ですが、どうしてもですね野方中山間地もひっくるめた整

備を進めていく必要があると思います。 

次に入っていきます。５番目ですね。地下水位制御システム（フォアス）の実証

事業についてですが、泥炭地における地下水位制御システム（フォアス）について、

実証事業の経過と現状についてお尋ねします。 

持留川水系の一部地区については、広範な泥炭層が分布しております。そういう

ことで、地元の耕作者も大変困難な状況に直面しておられます。泥炭地における土

壌の改良及び排水対策として、フォアスの実証圃を設け、県の畑かんセンターの御

協力をいただきながら取り組んでいることと思います。 

そこで、これまでの経過について説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） ただいまの御質問につきましては、担当課長の答弁とさせてく

ださい。 

○耕地課長（竹本忠行君） 地下水位制御システム（フォアス）は、圃場の地下水位を

自在に調整することを可能とし、排水性向上と用水管理の省力化を実現した新たな

灌漑方法でございます。 

圃場整備の推進に際しましては、実証圃場を２箇所、約０.４ヘクタールを設置

いたしまして、フォアス未設置の圃場と水稲やソバの収量の比較を行っております。

平成３０年度に設置いたしました実証圃場では、水稲の収量も多く、２期作のソバ

につきましては、１０アール当たり収量が１０倍以上になるなど、よい結果となっ

ておりますが、令和元年度に新たに設置いたしました実証圃場では、もともと地下

水が多く、作付けができない圃場だったため、地下の湧水を完全に排水できず湿田

状態となっている場所も見られ、未設置の圃場より水稲の数量が少ない結果となり

ました。 

また、機構関連事業の要件であります収益性の向上を図るため、水稲の後、２期

作で高収益作物であるレタスやタマネギの作付けを行ったところ、一定の収量があ

り、作付けが可能であることが実証されたところでございます。 

以上でございます。 

○２番（富重幸博君） 年によってですね、やはりいろんな条件、それから泥炭地でも

排水性の問題というのが、フォアスを設置してもということが説明があったところ

ですが、おおむね効果を上げている部分が見受けられます。 

さて、この泥炭地の代表的な地区としては国道２２０以北の持留川右岸左岸、こ

この一部が上げられます。これらの地区ではですね農地中間管理機構による農地の
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貸し借りについても、一部支障が出ていると聞いております。 

そこで、現在、実証地の成果をもとに、さきに上げました事業のいずれかを導入

して泥炭地の不安を解消するような事業を実施していただきたいと思いますが、町

長としてのお考えをお示しください。 

○町長（東 靖弘君） 益丸地区をはじめとする圃場整備を計画している地区につきま

しては、フォアスによる排水性の向上を図り、泥炭地が解消できるように整備する

という予定でございます。 

○２番（富重幸博君） 今、益丸地区に触れていただきましたが、持留川右岸左岸の仮

宿下とかそういう水利組合関係でのことに、私は今、関心を持ってお聞きしたわけ

ですが。過去にもですね岡別府地区の農村総合整備事業で圃場整備をしました。こ

こでも、持留川の両サイドの山の下ですね、湧水地が五、六箇所点在し、一部水田

については耕作もままならない、そういう状態でした。事業の実施に当たっては、

いろんな工事の手直しまで行ったということがあるようです。 

そこで、さきの地下水位制御システム（フォアス）に関連して、実証圃による成

果を踏まえて、泥炭地克服の証しとしてですね、町長の時代に一定面積でのモデル

団地的な圃場整備に踏み切っていただきたいと思うわけですが、岡別府でもできた

ことは、この泥炭地でもフォアスを活用してできるんじゃないかと思います。今ま

で、大崎町始まって以来、泥炭地の農業というのは非常に苦しい状況にあったわけ

ですが、モデル団地的に、面積はちょっと何ヘクタールかなと考えたりはするわけ

ですが、町長のお考えを、モデル団地設置の考えをお示しください。 

○町長（東 靖弘君） 現在、圃場整備を進めている地区につきましては、水田整備と

フォアスの導入についてはセットとして考えております。 

御質問の、フォアスを導入した一定面積のモデル団地的な圃場整備については、

費用対効果を考慮し、慎重に見極めながら検討していきたいと考えております。 

○２番（富重幸博君） 後もって、また財源の問題とか触れてまいりますが。費用対効

果というのは常に出てくるわけですけれども、通常の費用対効果じゃ測れないのが

泥炭地ということになります。 

そういうことで、大崎町の持続可能性ということで水田整備率がかなり低いこと

から取り上げたわけでございますので、我が町の農業再生、そういう面からですね、

是非、前向きに取り組んでいただきたいなというふうに思います。 

我が町の平均年齢を男性で見ますと、今年の３月３１日で５５.１歳であります

が、先ほど触れました人口ピラミッドでいきますと、現在ですね７０歳から７４歳

までの方々は、圃場整備が他地区をする頃にはもう８５歳から８９歳に到達する計

算になります。持続可能なまちづくりという観点から考えた場合に、その時点で水



 

－ 53 － 

田整備をしませんか、もう８５から９０歳にかかった人がですよ「もう、よかが」

という話は、もう目に見えています。 

そういうことで、是非、いろんな可能性を取り込みながらやっていただければな

と思います。人口問題というのはですね本当に冷静に考えてみると、大変な影響を

我が町に与えていくんです。これで水田整備に関する質問を終わり、次の安心・安

全な住民生活環境の整備についての質問に入ります。 

６番目ですが、昨今の首長選挙、市長選挙において、県内の候補者の方々は、Ｓ

ＤＧｓの基本理念に基づく、誰一人取り残さない政治、こういうのを掲げておられ

ました。東町長も、公約の中に盛り込んでおられましたが、私もそのような政治姿

勢は大変大事なことだと思います。しかしながら、そんな観点に立ってみても、実

態としては、特に町民生活の安心・安全の観点から見た場合、まだまだ十分な形で

はないと感じております。 

昨今の異常気象や災害の状況を見ても、これらの解決には終わりがない。災害は

予想を常に超えますので、そういうところから町長として公約に示された「誰一人

取り残さない政治」の在り方について、どのような認識をお持ちかお示しください。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

昨年１２月の町長選挙において、公約として幾つかの項目を掲げさせていただき

ました。その１つに、ＳＤＧｓについても述べております。２０１５年に国連にお

いて採択されたＳＤＧｓでは、１７の目標が設定され、誰一人取り残さないという

原則が定められております。町政を担う者として、すべての施策は町民の皆様のた

めに執行されるべきであるとの考えから、ＳＤＧｓを公約に掲げさせていただきま

した。 

これまでも、また、これからも、この基本的な考え方は変わらずに町政に努めて

まいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○２番（富重幸博君） 誰一人取り残さない政治の町長の信念をお示しいただきました。 

さて、曽於市、志布志市、大崎町においては、国及び県管理の各種事業の中から、

それぞれの市町が喫緊の課題と考える土木行政に関する要望書を、県のほうに曽於

地区土木協会で取りまとめて出しておられます。大崎町で要望されている項目につ

いて説明を求めます。内容的にこれで十分というお考えか、見直しを含めて検討し

ていることがあれば、町長の所見をお示しください。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

令和３年度では、道路関係で国道４４８号の歩道整備、県道大崎輝北線仮宿地区

の歩道整備促進及び県道黒石串良線の整備促進を要望し、河川、砂防、急傾斜関係
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では、持留川及び田原川の寄り州除去、菱田川及び持留川の治水対策、西迫地区急

傾斜の整備促進の６項目を要望しております。 

今年度は、上記に加えまして、道路関係で県道黒石串良線の町道持留中沖線グリ

ーンロードから東串良町境までの整備、河川、砂防、急傾斜関係では、砂防で志水

の小川の整備、急傾斜で上横内地区、大園横内地区、仮宿にあります大園１地区、

堀米１地区の９項目の整備を要望する予定でございます。 

以上でございます。 

○２番（富重幸博君） ただいま説明をいただいたところでありますが、安心・安全な

住民生活に直結する事業として、道路や水路、橋梁を含む河川等の全面的な整備見

直しを行っていく必要があるのではないかと思います。 

例を挙げますと、菱田川についても寄り州の除去をですねしっかり土木事業に関

する要望書の中に盛り込んでいただきたいと思います。また、菱田川については、

令和２年１２月議会で治水対策として幾つかの提案をしておりますが、これまでに

も、令和元年７月の梅雨前線による豪雨で、堤防が決壊寸前までいきました。また、

流域に立地する誘致企業もございます。このようなことから、天園集落から古川橋

に至る防災道路と古川橋の改修、逆流防止用樋門の整備などを進めないと、どこが

決壊になったとしてもですね土のう等や器具機材の緊急配備も難しくなってまいり

ます。加えて、誘致企業であります大崎町鰻加工組合の排水路から菱田川の接点部

分の樋門も機能が不足しておりますので、この改修も取り上げていただきたいと思

いますが、どのようにお考えでしょうか。 

○町長（東 靖弘君） 菱田川の寄り州除去につきましては、河口部分は大崎町であり

ますが、大部分が志布志市であるため、志布志市と連携を取りながら県に寄り州除

去等の要望をしていきたいと考えております。 

また、天園集落から古川橋の農道や樋門、橋等につきましては、今後、県や地域

と協議を行いながら検討していきたいと思います。 

大隅地域振興局と、毎年、こういった事業に対しての懇談会をやっております。

そういった中で、天園集落から古川橋というところにつきましても、また協議する

という必要性があるのかなと考えておりますので、そういうふうに検討してまいり

たいと思っております。 

また、富重議員から質問もありまして、菱田川の寄り州、あるいは周辺の整備と

いう面につきましても、先般、森山先生にも見ていただいて、そして、また流域治

水という観点から、寄り州除去につきましても大崎町部分を進めていただいたりし

ますので、やはり、要望しながら、協議しながら、そういった改善に向けての取組

を進めていきたいと思います。 
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○２番（富重幸博君） 大変前向きな答弁をいただきました。これに関連しますが、菱

田川だけではなく、規模の大きな河川の治水対策については、流域水系の関係自治

体も多いことから、大隅地域流域治水協議会が組織されたと聞いております。大変

いいことです。この機会に、経緯を含めて、組織内容について説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 本協議会は、近年の気候変動による水害の激甚化・頻発化に備

え、大隅地域において、あらゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させるた

め、治水対策、いわゆる流域治水を計画的に推進するための協議、情報共有を目的

としています。 

今後、国や県への現在の実情等を説明し、事業採択要件の緩和や制度改正の要望

等について陳情を行っていきたいと考えております。 

○２番（富重幸博君） ただいま説明いただきました協議会の検討内容については、し

かるべき手続を経て、確実にですね土木協会の要望に盛り込んでいただけると考え

ますが、確認の意味で町長の答弁を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 非常に危機を感じること、将来的に改善していかなければなら

ないこととか、常に現場で検討しながらでありますけれども、やはり、そういう要

望事項の中で、そこで必要性があると判断したら、そういうふうに進めてまいりま

す。 

○２番（富重幸博君） ただいま、土木関連事業で質問いたしましたが、住民要望の中

から、国・県等への広域的な関係があれば、耕地課、農林振興課関係も同様の手法

で取り組んでいただきますよう要望しておきます。 

次に、令和３年６月に、自宅裏の山林の斜面が崩落したお宅があります。地区は

永吉になりますが、個人情報の関係で詳しくは触れませんが、この崩落地について

は町長もよく御存じであります。崩落の際、当時、農林振興課とともに現場を見た

ところ、砂防事業や治山事業の要件を満たしていないことがわかりました。なお、

当該地は、現に著しい山林の崩落が認められるものの、町防災計画への記載や総合

防災マップへの表記追加、及び急傾斜地警戒区域などの指定のない場所であります。

県単治山砂防急傾斜地崩壊対策の場合も、人家等の採択要件に係らない部分があり

ます。 

このような場合に、やっぱり制度改正とかですねそういうのを踏まえた要望も大

事かと思いますが、この点についてどのようにお考えですか。 

○町長（東 靖弘君） 防災・減災国土強靱化５か年加速計画がありまして、国として

も災害復旧を進めていくこと、それから、やはり事前防災が必要ではないかという

ことをいわれております。 

御質問にありました地域の現場にも行きました。その基準にも当てはまっていな
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いために取り上げられていないというところであります。昨今の災害を考えると、

予想できないような災害が発生してくるという状況もあります。そういった事前防

災という観点から、どういう対応ができるのか、こういったことについては要望も

し続けてまいりますけれども、また担当課とも、どういう対応ができるのか十分協

議をしてまいりたいと思います。 

○２番（富重幸博君） 本町においてはですね、ほとんどシラス台地の上に住宅地が形

成されております。そのような形で、山林の境界、水田、山林、住宅の境界で常に

崩落のおそれがございます。持留地区おいても、そういうような崩落事故が起こっ

たところでございます。 

既存の制度改正の要望とともにですねふるさと応援基金などの活用を通じて救済

する手だてを講じられないか。誰一人取り残さない政治の具体的な実行が、何より

望まれるところでありますが、どのようにお考えですか。 

○町長（東 靖弘君） 先ほど国土強靱化のことに触れたところだったんですけれども、

御質問は、ふるさと応援基金などの活用を通じてという御質問であります。 

町の単独事業でどういう対応ができるのかというところにつきましては、検討を

させていただきたいと思います。 

○２番（富重幸博君） 誰一人取り残さない政治を実現するためにも、これは崩落地の

写真ですね、こういう形ですね。ですから、やっぱり何とかですね救済する手だて

を講じていただきたいと要望をしておきます。 

基金の活用については、ほかのところではこういう形で執行しているところもご

ざいます。これについては、 後に要望で触れたいと思います。 

それから、７番目に入ります。町内 大のサービス機関でございます役場の行政

組織は、いろんな要望が寄せられると、それぞれ担当課で一生懸命、町長の指示の

もとに対応しておられることと思います。議員の立場でもいろんな要望をお受けす

るわけですが、一向に取り組んだ成果があらわれてこない案件もございます。 

そこで、時間の関係で、今回、建設課、耕地課に絞ってお尋ねします。これまで

の過去３か年の要望について、それぞれ書面記録、電話とか口頭分も含めて何件相

談を受け、うち何件処理し、未処理が幾らあるか、説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

建設課では、３年間で１３８件の相談を受け、９６件を処理し、未処理が４２件

であります。 

耕地課は、２６３件の相談を受け、１８５件処理し、未処理が７８件となってお

ります。 

以上でございます。 
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○２番（富重幸博君） 未処理案件について、今答弁をいただきましたけれども、住民

の皆さんからの要望で、やっぱり未処理が残っている、それについてはいろんな事

情もあるかと思いますが、今後の対応について、どのようにお考えですか。 

○町長（東 靖弘君） 危険性とか、あるいは緊急性のあるものから優先して対応して

いきたいと考えております。 

○２番（富重幸博君） 次に、スピード感を持った予算化が何より大事かと思いますが、

速やかに予算要求をしているかという点について、これは各課になるのかな、いか

がですか。 

○町長（東 靖弘君） 各課におきまして、現状を精査し、必要なものについては、補

正も含めて予算要求をしている状況であります。予算計上額は、建設課で１,１９

４万９,０００円、耕地課で２,１５０万１,０００円でございます。 

○２番（富重幸博君） 当初予算の段階でですね、例えば機械借り上げなんかについて、

工事請負も大なのはそうなりますが、どの程度の予算枠ですね、マイナスシーリン

グじゃないけれども、予算枠が与えられているか、確保しているか、その点につい

て伺います。 

○町長（東 靖弘君） 議員さんもいろいろ要望をされておりますので、その都度、対

応させていただいていることで担当課長から聞いているところであります。 

集落道の改良という面につきましても、必要な原材料の支給ということで、そう

いったところを中心に予算を増額していくべきじゃないかということで、昨年から

の予算等につきましても、そういった形で要求をし、そしてまた、予算を付けてい

るという状況でございます。 

○２番（富重幸博君） 予算の手当についてなんですけれども、本当に十分にしていた

だきたい。町民の皆さん方は、本当に困り果てて、私ども議会議員に言ったり、直

接言ったりとかいろんな形で要望が上がってくるわけです。真摯に向きあっていた

だきたいということで、町長のほうでまた、そのような指導をしていただければと

思います。 

先ほど来、人口問題を言いますが、国の人口問題研究所では６,８７０人に近づ

いていく我が町は、やっぱり持続可能なことを考えてということで施策はなされて

も、残念ながらですね高速交通体系で町外で買い物をされる方が増えたりとか、鹿

屋市、都城市の巨大な商業圏、そこの吸収力はすごいものがあります。そういうも

の負けないためにも、是非、そういう指導をしていただきたいと思います。 

やはり、先ほど、人口問題も空回りしないようにですね、本当にいろんな、道路、

水路を含む、将来の人たちが負担にあえがないように、町長も、将来はやはり水利

組合の区役に出られるときがあるかもしれない。でも、そのときにメンテナンスフ
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リーができていれば、非常に助かるんです、今からの子どもたちは。そういう意味

で、機械借り上げ、原材料支給、工事請負、これに本当に予算づけをしていただき

たいなというふうに私は考えます。 

それと、今、我が町のふるさと応援基金は、前年度末、令和３年度末で４０億８,

０００万円、今現在は、またちょっと上がっていますよね、３月末ですから。そう

いうのからいった場合に、やはり、応援基金を使う時期、今でしょうと私は思うわ

けです。それは、ふるさと応援基金条例第７条で、いろんな環境政策とか観光スポ

ーツ政策とか、未来を担う子どもとか、いろいろ抽象的な表現があります。しかし、

これからですね、南海地震じゃないけど、ものすごく大きな地震に直面する場合も

あります。そういう意味で、柔軟なこの基金の活用ができるように、今の第７条の

見直しも行っていただきたいと、これは要望しておきます。 

併せて、これは農林振興課のところにあったやつです、町長、御覧ください。ア

グリプラス新産地とか、これを見たら、短期投資をされて新規就農できる優良団地

ということで佐賀県です、自前でハウスを用意したときと比べて４分の１程度の費

用でできるような支援がされております。それから、候補地農業センター、新規就

農者は５年間、農機レンタルが無料、１泊２日でも、何度でも利用ＯＫ、そういう

ふうなことで田植機やトラクター、乗用モアーまで様々な農機を無料でいかれる。

新規就農者が優先的に入居できる、未来の担い手住宅、こういう施策が講じられて

いる。 

たっぷりふるさと応援基金があるんです。これは庁舎を将来つくるからというこ

とで、ただ、そのまま。基金は常に目的基金であるべきです。庁舎をつくるんであ

れば、もっと人口が減ったときにコンパクトな人口に合わせた庁舎の設計をする、

そのめどが立ったときに庁舎建設基金にふるさと応援基金の中から持っていく。そ

れから、ダイナミックな農政、こういう支援策を今のうちにこの７条の見直しをし

て、基金を有効活用できなきゃ駄目だという、私の考えでいけば「今でしょう」と

いう、よくお笑いでありますが、その時期だと思います。これは要望しておきます。 

これで、私の質問を終わります。 

○議長（神﨑文男君） ここで、暫時休憩いたします。再開を１１時０５分から再開い

たします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５５分 

再開 午前１１時０４分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） 休憩前に引き続き再開いたします。 



 

－ 59 － 

次に、３番、稲留光晴君の質問を許可いたします。 

○３番（稲留光晴君） みなさん、こんにちは。日本共産党の稲留でございます。通告

書に基づき質問をいたします。 

まず、初めに、インボイス対策についてでございます。これは、以前、議会のほ

うに請願書を提出いたしましたが、不採択となってしまいました。私自身はこのイ

ンボイス方式の消費税課税には反対でして、地方自治体も、この１年間で二百数十

の議会が政府に反対の決議を上げております。実施の延期、または中止を求めてい

きたいと考えております。 

年間の売上げが１,０００万円以下の業者は、消費税の納税が免除をされており

ます。消費税法第９条では、事業者のうち、その課税期間に関わる基準期間におけ

る課税売上高が１,０００万円以下である者については、消費税を納める義務を免

除するとあり、法律で定められているところです。しかし、このインボイス制度は、

１,０００万円以下の売上げの人にも消費税を払えといっているわけでございます。 

それでは、１番目の、消費税が課税されない免税事業者の件数と、また、どんな

業種かをお尋ねして、 初の質問といたします。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

消費税免税事業者は９３１件で、業種としましては畜産を含む農業、飲食業、建

築業や運送業など多岐にわたっております。 

以上でございます。 

○３番（稲留光晴君） 今、町長から、免税事業者の件数９３１件とお答えいただきま

したが、どの業種かということに関しては多岐にわたっているという答弁でござい

ました。件数的に、この本町でも何業種ぐらいあるか、数値が出ておりますでしょ

うか。 

○町長（東 靖弘君） ただいま、農業、飲食業、建築業や運送業と多岐にわたってお

りますということで、正確な数字を求められておりますので担当課長のほうで答弁

をさせていただきます。 

○税務課長（川越龍一君） 今、手元に資料がございませんので把握はできておりませ

ん。 

○３番（稲留光晴君） 多岐にわたっている、私は業種かということでお尋ねしたので、

今、質問したのは関連する質問ではないかなと考えておりまして、質問をさせてい

ただいたわけでございますので。 

本町のほうでいろんなコロナ関係の補助金等をですねお出しになる業種という中

で免税事業者というのは大体わかるんじゃないかなと考えているんですけどね、そ

の辺ではいかがですか、概略でいいんですが。 
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○税務課長（川越龍一君） もう一度お願いします。申し訳ございません。 

○３番（稲留光晴君） 免税事業者の件数が多岐にわたるということで町長がおっしゃ

いましたけど、私が知っているだけでも、例えばですよ一人親方の大工さん、フリ

ーターの方、後で質問しますけど、畜産農家、野菜農家、いろいろ業種がございま

すよね。多岐にわたるという町長のそれで、もう終わりにいたします。 

次に入りたいと思いますけども。今、報告をいただきましたが、町内の事業者が

インボイス制度に対してどうするんだと、どうするか、来年３月までの登録を済ま

せるのか、１０月からの実施に対応が迫れてくるんですね。ですから、本町として

どのような事態が予想されるというふうにお考えでございましょうか。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

消費税の本則課税の事業者が消費税の仕入れ控除を行うためには適格請求書、い

わゆるインボイスが必要となります。しかしながら、インボイスの発行は消費税の

課税事業者に限られておりますので、お尋ねの免税事業者が取引の相手である場合、

消費税の仕入れは控除できません。結果といたしまして、取引を断られるケースや、

消費税分の値下げを要求してくる自体が想定されると認識しております。 

詳細につきましては、税務課長に説明をさせます。 

○税務課長（川越龍一君） お答えします。 

消費税の課税事業者の申告方法につきましては、御存じのとおり、本則課税と簡

易課税に分けられます。取引先が簡易課税を選択している場合や免税事業者であっ

た場合はインボイスの発行は不要でございますので、取引に影響はございませんが、

取引先が課税事業者で本則課税を選択している場合は、先ほど町長が答弁されたよ

うな事態が予想されると思っております。 

したがいまして、現在免税事業者である事業者は取引先との条件の確認が必要で

あることや、逆に取引先から相談を受ける場合もあると予想しております。 

令和５年１０月１日にインボイス制度が施行され、それに合わせてインボイスの

発行を行うには、令和５年３月３１日までに税務署に課税事業者である旨の登録を

行う必要があるわけですが、施行後６年間は経過措置もあるようでございます。そ

の間に、各々の経営形態や取引先の状況も考慮し、課税業者となるかどうかの判断

が必要であると考えております。 

仮に、それを踏まえ、免税事業者がインボイスを発行するため課税事業者になる

ことを選択した場合は、１,０００万円以下の課税売上げであっても、消費税の申

告と納税のほかにインボイスの発行、記帳、帳簿の保存が義務づけられていますの

で慎重な対応が必要になるものと考えております。 

以上です。 
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○３番（稲留光晴君） 今、税務課長のほうから答弁をいただきましたが、今までにな

い事業者の方、１,０００万円以下でも消費税を払わなければいけないと、インボ

イス制度が始まりますとですねそういった取引先が課税業者であった場合。ですか

ら、本当に私が思うには、混乱が起きるんじゃないかというふうに思っております。

それとあと、おっしゃいましたが、猶予期間が５年から３年、３年、７年目から全

く猶予期間がなくなるというふうにおりますけれども、こういった予想がされてお

りまして、平成３０年度にこの法律が閣議決定をされて、今年でもう４年目になる

わけですけれども、もう、この間、いろんな業種の方から凍結、注視、延期という

ような要望が出ているわけですから、こういった要望を検討して、国がどういうふ

うな措置を取っていくかということが考えられますけどもね。また、後になって、

そういった方には補助金を出す、そういったことに対して住民の方から、また申請

をしてもらうと。本当に、今までにないこういうコロナ禍の中でですね物価高、こ

ういった状況の中で、まさに、うちの基幹産業である農業、畜産をされている業種

には本当に負担が増える。ますます持続可能な施策といいますか、私は逆行してい

るというふうに考えております。 

それでは、３番目の、特例が受けられない事業者への対応策を考えているかとい

うふうな質問でございますが、特例があるからいいということも考えられるのは、

農協に品物を売っていると、直接売っている方は特例があるわけですね、米とかそ

ういったものを売って、農協のほうが個人の方に販売したりされているのは特例が

あるんですが。私が一番困ったのはですね、ここに書いておりますが、畜産農家は

子牛をせり市に出す場合は、当然、当初は特例があるもんだというふうに考えてお

りましたが、これは特例がないということを聞きました。これはなおさら大変なこ

とだということでございます。 

畜産農家、野菜農家もそうです。野菜農家でも、農協に出している方は特例があ

りますが、それ以外の大規模なスーパーさんとかコープさんとか、そういったとこ

ろは特例がないわけですから。あと、ここに書いておりますシルバー人材センター

ですね。対応策について、この畜産農家について対応策というものをどういうふう

に考えていらっしゃるかを御答弁願いたいと思います。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

議員のおっしゃるとおり、インボイスには幾つかの特例がございます。農協特例、

卸売市場特例、媒介者特例がその特例ですが、農家が農協や卸売市場を通じて販売

する場合は、農協や卸売市場が農家の代わりにインボイスを発行しますので、農協

特例、卸売市場特例により免税業者でも取引には影響はございません。 

この２つの特例は、売手と買手が一対一でひも付きかない取引になるため設けら
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れていると認識しております。しかしながら、和牛の子牛を販売する場合、売手と

買手を一対一でひも付けることが可能なため、特例が適用されません。また、野菜

など直売所に販売委託をした場合は、直売所を通して一般消費者や事業者へ販売さ

れますが、仮にＪＡの直売所であっても、無条件委託方式、共同計算方式ではない

上、卸売市場を通していないので農協特例も卸売市場特例も使えません。 

しかし、直売所で飲食店等の課税事業者が材料を買う場合、売手の農家が直接個

別にインボイスを発行することが困難であるため、農家に代わって直売所がインボ

イスを発行することができます。これが媒介者特例ですが、この特例は、農家と直

売所が共に課税事業者でなければ適用されないため、免税事業者には適用されませ

ん。また、シルバー人材センターにつきましても、会員に支払う分配金については、

一対一でひも付けることが可能なため、特例が適用されません。 

これら、現時点で特例を受けられない場合について、町として特別な対策を講じ

ることは考えておりませんが、インボイス制度の概要の説明や予想される事態につ

きましての説明は可能と考えております。また、今年３月の国会の財務金融委員会

の中でも、関係各所からのインボイス関係の意見書については財務省でも把握して

おり、各意見書もしっかりと受け止めながら、免税事業者をはじめとした事業者の

取引環境の整備に関係省庁とも連携して取り組んでまいりたいとの財務省の答弁で

もあるようでございます。国会で審議され、議決された政策が、現在も細部につい

て継続的に検討されており、今後、国によりどのような対策が講じられるかは不透

明な中で、あらかじめ町が対策を考えることは適切でないと考えております。 

以上でございます。 

○３番（稲留光晴君） 今、町長が、国の前に町が対策を先にするべきじゃないと、そ

ういう意味合いで、今答弁をされておりました。 

シルバー人材センターにですね、私は事務局長にちょっとお会いをいたしまして

お話を聞いてきました。シルバー人材センターにもですね特例をつくっていただい

て、インボイスを不要にしてほしいというふうな話はされておりました。また、先

ほど町長の答弁がありましたが、シルバー人材センターの中でですね配分金の中に

消費税が含まれていますけども、インボイス制度が始まると配分金が消費税の仕入

れ税額控除の対象にならないために、センターの消費税の納税額が一気に増えると

いうふうになるわけですね。 

ですから、そうなりますとシルバー人材センターの会員さんは 低賃金を払わな

きゃいけないということもあり、やはり、 終的にはシルバー人材センターをお願

いして仕事をしてもらう方の負担というふうになるのかなと。今、シルバー人材セ

ンターの長は東町長でございますのでね、ちょっとそのあたりをお聞かせをいただ
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ければと思いますが。 

○町長（東 靖弘君） いろいろと答弁させていただいておりますけれども、ただ今、

説明いたしました中で、財務省等においてもかなりのいろんな方々の意見書を把握

しているということでございます。法律を定めて、来年の１０月１日から実施する

という形で国としては進めてきているわけでありますので、シルバー人材センター

も法律等に基づいて設置しているところでありますから、これについて云々という

ことは申し上げることはできませんが、今回のインボイス制度の導入については、

畜産農家等をはじめ、多くの方々が不利になるということで意見書を上げられたり

ということも承知しております。 

そういった中で、国自体も、制度をスタートさせながら、また不備な点において

は改正していくという、どちらかというと、この制度を導入して、制度も軽減税率

を導入して様々な対策が講じられてきたわけでありますので、こういった法律を走

らせて、その上で改正が必要なものについては今後改正をしていくというふうに進

んでいくのではないかなと認識しております。 

○３番（稲留光晴君） どうしても国がしないと本町はというふうなお話をされますが、

それは町長のおっしゃることはよくわかります。やはり、前もってどういうことを

住民の方に、当然負担が増える、始まった当初、負担が増えるというふうに思うん

ですよね、住民の皆さんのことを考えれば。子牛を販売されている方、今下落をず

っとしている。これがまた、何年か前みたいに子牛の価格が上昇して景気がよくな

る、それもはっきりしない中で、こういったことを、もう来年からですよ、やろう

としているわけですよね、こういった現状の中で。だから、そこ辺はやはり、本音

と言ったらおかしいですが、住民の負担軽減、コロナ禍で、物価高で、国がそれに

応じて補助金を全自治体に配って、また町が住民の方に補助金を出すというふうな

ことでやっていますが、本当にその場限りのことになるんじゃないかと。町長は建

前的なお話をされましたが、それもよくわかるんですが、やはり、後々、住民の今

までやってきていないことの事務処理ですね、そういったことに対して町としても

援助策を考えてほしいなと私は思うんですよね。できてからじゃばたばたすると。

そうかといって、住民の方がこれを周知を全然されていないんです。もう４年前に

始まりましたが、普通の農家の方、１０人のうち何人でしょう、何パーセントでし

ょうね、インボイス制度に関して中身がおわかりになっていらっしゃるところ。始

まってからではちょっと、事前に町がそういうことを広報と指導、指導、援助です

かね、できないのかなというのを私はちょっとお聞かせ願いたいと。本音でという

のはちょっとあれですけども、住民負担軽減のためにどういう援助ができるのかと

いうこともやはり考えていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 
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○町長（東 靖弘君） 今回、諸物価が上がったり、資材、肥料あるいは資料とかいろ

んなものが上がって、営農していくことや生活していくことが困難とかそういった

ことが今出てきたわけでありますけれども。インボイス制度については、多分、ま

た別な問題で、ある程度の段階から制度として制定をされてきております。消費税

が１０％に上がったときに８％に据え置くという軽減税率が導入されてきておりま

すので、そういったところからいろんな不具合といいましょうか、いろんな調整す

ることがあって、こういった形で進んできているんだというふうに自分自身は理解

をしております。 

したがいまして、住民の方々に十分説明しているかというと、そうではないと思

いますが。インボイス制度につきましては、また、取引については農協関係が非常

に多いわけですので、そういったところもいろいろと説明をしていただくことにな

るのではないかと思っております。また、十分制度を周知していないということか

ら支援ということでありますけれども、これまで、先ほど申し上げました国におき

ましても予備費を取り崩しながらいろんな対策については対応してきているわけで

あります。このインボイス制度につきまして、また必要があれば国も考えていくで

しょうけれども、今のインボイス制度の進め方の中では５か年間のそういった期間

いうものも設けられております。そこの中で法律の改正も出てくるだろうし、住民

の皆さん方の意見、不信というものも上がってきたときに改正をされていくと思っ

ておりますので、インボイスを導入することによって畜産農家等が不利になるとか

いろんな記事も読んでいるところでありますけれども、国としてはそういう方向で

進めていく、されてから、その後の対応ということになるのではないかなと思いま

す。 

○３番（稲留光晴君） 住民の方が困ってどうしようもないと、そういう声が多くなっ

て、ようやく国が腰を上げて補助金等を出すと。そういっても、基腐等ありました

けども、今回も出ておりますが。物価高騰、農家に対してそういったこともありま

すが、本当にそれだけ消費税の分、補填ができるのかというのがちょっとわからな

い状況も当然あります。ですから、そこ辺では対応策といってもちょっと、本等、

考えなきゃいけないと思うんですよね、私たちはね。そういうふうに思います。 

それではですね、個々の消費税額は示せないかということについての質問です。

今、報告がありました免税事業者９３１件ですね、現在、消費税が課税されていな

い事業者は、インボイスが始まりますと課税業者になってインボイスを発行するか、

あるいは廃業するか、悩むというふうに思います。そして、 大の関心問題は、イ

ンボイスで消費税が課税された場合、毎年消費税を納めなければいけないわけです。

一帯、自分は幾らぐらい消費税を納めることになるのかということをやはりお知り
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になりたいのではないかと考えます。これまで消費税を課税されていないわけです

から、自分の経営の消費税分を計算したこともない。これまでの、つまり今年３月

の申告で、本町税務課等もですね行政は売上げも経費も町当局はわかっているわけ

ですから、これまでの申告内容から、このことについて消費税が、自分は今後、こ

れまでの売上げと経費でどのくらいの消費税を払っていくんだろうと。こういうこ

とに対して、私は正確でなくてもいいから、そういう問合せがあったときには、本

町としても当局としてもですね大まかな数字でいいと思います、本則の場合でこの

程度、簡易だったらこのくらいですよと、支払うことになるんじゃないでしょうか

というような指導といいますか、援助等は必要だと私は考えておりますが、いかが

ですか。 

○町長（東 靖弘君） 納めるべき消費税額を算出する場合、本則課税、簡易課税、い

ずれにしても売上げに係る税率ごとの消費税額の把握や、本則課税の場合は仕入れ

などの経費に係る消費税から不課税、非課税分の控除が必要があるなど、個々の取

引を確認する必要がありますので、簡易な算出はできかねます。税務課職員は、消

費税申告について、現在まで大隅税務署による研修も受けたことはなく、毎年行っ

ております確定申告期間前の研修も、所得税についてのみであり、消費税について

は税務署に案内するよう指導されている状況であります。 

このような状況の中で、現在、免税事業者が課税事業者になるか否かの個々の経

営判断に関わるような材料のため、仮に税務課職員が計算をし、計算を誤り、結果、

課税事業者を選択した場合でも、一定期間はその取消しを行うことはできません。

このようなことから、消費税に関することは概要の説明は可能でございますが、

個々の経営判断となるような事項につきましては、誤った情報の提供は事業者に迷

惑をおかけすることになることや、場合によっては損害賠償にも発展しかねません

ので、税務署の指導どおり、税務署への案内を行っていきたいと考えております。 

○３番（稲留光晴君） 今、町長がおっしゃいました、長年、税務課等では所得税の計

算、町民税の計算だけだということでございます。 

経営の判断といいますか、どのくらいになるのかなと、税務署には当然正確な消

費税を計算して申告書を出さなきゃいないわけですよ。でも、大体どひこばっかい

なっどかいと聞かれた場合にです、簡易の場合はみなし率で計算できますよね、あ

とは本課税は経費に関わりますから。どひこばっかいなっどかいと聞かれたら、こ

ひこばっかいでじゃねっどかいと、詳しいことは税務署に出して聞きやんせと、そ

ういうことぐらいで私はいいと思うんですが、町長、いかがですか。 

○町長（東 靖弘君） それはできません。経営者の方々も自分の経営なんですね。で

すから、どれぐらいの税金を払っていくとか、消費税がどれくらいかかってくるこ
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ととか、そういったことは自ら勉強して学ぶという姿勢が必要なんですね。ですか

ら、これぐらいじゃらせんかとか、これぐらいじゃらせんかと大まかに答えたとき

に、本当に担当者は苦しめられる結果になるということも考えていかなければなり

ませんし、消費税のインボイス制度の導入についていろいろ御意見をいただいてい

るんですが、国の方針、国策の中でやってきていて、それを進める過程において不

平等なところがあれば改善していくということが国の方針だと思いますので、この

件について、これはもう進められていくんだと、法律に基づいて国策でやっていく

んだということを御理解いただきたいことと、やはり税務署に確認しても、税務署

にすべて相談してください、税務署に行ってくださいという形で職員も説明を受け

ておりますので、これについて概略幾らだとかそういったことを算出することはま

ずできませんので、そこについては御理解ください。 

○３番（稲留光晴君） 了解をいたしました。町長のおっしゃることは、町として当然

かなと、私の質問もちょっと個人的な見解も入りました。 

鹿児島市議会でですね、私は「中止請願に対する各団体の見解」というのをいた

だきました。インボイス制度が実施されれば、事業者に判断材料を提供しながら不

利を被らないように徹底して支援していきたいという回答が、鹿児島市商工会から

の見解を示しております。また、インボイス制度は確かに法律上、決まったことで

すが、１０％消費税の導入が二度も延期されたように、法改正の際、事業者の準備

状況を踏まえて法制上の措置を講じることも決められています。したがって、コロ

ナ禍のもと、多くの事業者、とりわけ小規模事業者が先行き見通せない中、インボ

イス制度の実施を中止、延期、凍結することは、いずれも法的には可能であると考

えますというふうな文書がありましたので、御紹介をさせていただきました。 

それでは、大きな２番目の、国保税の３方式への進捗状況は同課についてお尋ね

をいたします。 

来年令和５年度から、本町も国保税算定４方式から３方式へ移行となります。資

産割をなくして所得割、均等割、平等割での各料率で国保税額は決まってまいりま

す。現在の試算状況はどうかについてお尋ねをします。昨年の６月で町長のほうに

お尋ねをしました。令和３年度国民健康保険税の本課付処理を６月１日に実施いた

しまして、現年度調定額２億９,０１６万５,０００円のうち、資産割医療費分税率

が２９.４０％で３,２２７万８,０００円になり、全体調定率の１１.５％に当たり

ます。それで、３方式でシミュレーションを昨年していただきました。資産割８.

６％、均等割２万７００円、平等割１万９,３００円で、現行の税率より年間１万

４,０００円引上げとなり、１期当たり１,８００円の負担増となるというふうに答

弁をいただいておりますが、現在でこの状況はどうなのかを、試算状況をお尋ねい
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たしたいと思います。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

現在、保健福祉課で、令和５年度に必要な国民健康保険事業納付金を試算してい

るところでありますので、税務課では、仮に今年度の課税状況により３方式での試

算を行っているところでございます。 

昨年の６月議会でも３方式のシミュレーションについて御質問いただいており、

そのときに、令和３年度課税ベースで医療費分の資産割額３２７万８,０００円を

所得割に合算しますと、現行の７.３％から８.６％まで引き上げなければ、令和３

年度の調定額にならないとの答弁をいたしました。 

今年度、同じように令和４年度課税ベースで試算をしておりますが、令和４年度

の資産割額が２,７８６万８,０００円であり、昨年度に比べて４４１万円の減額と

なっております。この要因としては、７５歳に到達し後期高齢者医療保険に移行さ

れた方の資産割の減や、社会保険の子どもへの資産の相続による減などが考えられ

ますが、いずれにしても、この分は税率を上げないとなりません。これらを考慮す

ると、現在の試算では所得割を９.６％程度まで引き上げないと今年度の調定額に

は届かないようです。 

このようなことから、３方式でのシミュレーションを所得割９.６％で、均等割

２万７００円及び平等割１万９,３００円は現行のままで行いました。被保険者を

６５歳未満の二人世帯で総所得金額が１５０万円と仮定し、２割軽減を考慮し、現

行と比較しますと、もともと資産割がある世帯では年税額で２,５００円程度の減

額、１期当たり３００円程度の減額となるようでございます。 

逆に、もともと資産割がない世帯では、年税額で２万４,６００円程度の増額、

１期当たり３,０００円程度の増額になるようでございます。 

繰り返しになりますが、あくまでも試算でございます。今後、令和５年度に必要

な全体の納付金が算出され、必要な税額が算出され次第、改めて試算して、１１月

頃に開催される予定の国保運営協議会で検討していただくことになると思います。

したがいまして、おおむね１２月から１月の頃にはお示しできるものと考えており

ます。 

以上でございます。 

○３番（稲留光晴君） 了解いたしました。資産を持っていらっしゃる場合、持ってい

らっしゃらない場合での差ということで了解をいたしました。 

１２月か１月にはっきりするということで、再度、一般質問等は１２月にまた、

させていただこうかなと考えておりますけども、国保運営委員会等がございました

りしてですね、また資料等もいただきたいというふうに考えております。 
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それでは、３番目の、コロナ感染での在宅療養中の支援措置はあるかについてで

す。 

今現在、鹿児島県の新規感染者数は出ておりますが、各自治体の感染者数は大隅

地区とかそういった地域でですね、本町が何人いらっしゃったかというのはわかり

ません。今までの在宅療養中の支援措置について、感染者数のですね何パーセント

ぐらい支援措置をされたのか。あと、この中身の支援の内容についてお示しをいた

だきたいと思います。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

現在、感染者が自宅療養する場合につきましては、保健所の疫学調査の中で親

戚・近隣に支援者がいなく、申出があった方のみ、県の事業で１週間分の食料品な

どセットを配達しております。 

以上でございます。 

○３番（稲留光晴君） 何パーセント、在宅療養中、感染者の中で何人在宅療養をされ

て、支援措置を受けられたかわかりますでしょうか。 

○町長（東 靖弘君） 詳細は課長のほうに答弁をしていただきますが、大崎町内で感

染した状況であって食料等の支援につきましては、すべて保健所のほうから連絡を

されていて、自治体の我々には全くそういった通知もないというところであります

ので、恐らく私たちとしては把握していないという状況です。担当課長のほうで答

弁させてもらいます。 

○保健福祉課長（谷迫利弘君） お答えいたします。 

今、町長が言われたように、本町の感染者数はわかるんですけど、誰がという個

人情報は全く把握しておりません。先般、県に支援物資の支援状況を確認したとこ

ろ、８月２２日以降と把握ができるようですので、今年の８月２２日以降９月１２

日までの間、４７件の支援物資等の支援をしております。 

感染者数になりますと、分母になる分ですけれども、確か全数把握が９月２０日

をもって終了しまして、その後、市町村ごとの感染者数がわかりませんので、９月

２０日現在では、本町１,９９７名の感染者が出ております。これを４７割る１,９

９７をしますと０.２３％程度になります。 

以上でございます。 

○３番（稲留光晴君） 了解いたしました。 

それでは、４番目の、飼料高騰支援策の本町説明会の内容を示せというふうに質

問しております。農家数、申請件数、補助金額算定基準等と書いてありますが、農

林振興課のほうで２８日からですか、２９日からですか説明会の予定ですけども、

県の資料をいただいていらっしゃいますか。説明会の内容というとおかしいですが、
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御答弁を願えないでしょうか。 

○農林振興課長（上野明仁君） 先週１６日に県のほうから説明会がありましたので、

担当のほうで説明を受けております。その内容についてちょっと説明したいと思い

ます。 

まずもって、肥料価格高騰対策事業につきましては、肥料価格の高騰による農業

経営の影響緩和のため、化学肥料の低減に向けて取り組む農業者の方々の肥料費を

支援するものとなっております。支援の対象となる肥料につきましては、令和４年

６月から令和５年５月に注文購入した肥料、つまり今年の秋肥と来年の春肥として

使用する肥料が対象となります。 

支援の内容につきましては、化学肥料低減の取組を２つ以上行った上で、前年度

から増加した肥料費について、その７割を国が支援金として交付するものでありま

す。 

本町の説明会につきましては、今週の２９・３０日の二日間を、大崎町中央公民

館で、１０月３日に野方農村環境センターにおいて開催する計画でございます。 

対象となる農家数については、現在のところ正確な数字は把握できておりません

が、２０２０農林業センサスの農産物の販売になった経営体の数で申し上げますと、

５７２経営体ということになっております。 

以上です。 

○３番（稲留光晴君） 対象になるのは、令和４年度から来年の５月までという期間の

肥料の金額ということなんですか。経営の経費削減を２割した人に対して、高騰分

の７割を補助するとなっているんですが。前より肥料なんかも３割以上値上がりを

していると思うんですよ、肥料高騰ですからね。それで、経費削減という、金額的

には経費削減をされているようになっているんですかね、金額は上がっているわけ

ですから。ちょっとそこをお尋ねしたいんです。経費を削減せよということは、結

局、肥料を使わずに済んだよと、買う金額が安くなったということなんでしょうけ

ど。 

○農林振興課長（上野明仁君） 先ほども申し上げましたけども、化学肥料の２割低減

に向けて取組メニューを２つ以上行えば支援の対象になるということでございます。 

取り組むべきメニューが１５ぐらい、県のほうから示されておりますが、その中

から、例えば土壌診断による堆肥の設定だったりとか、堆肥を利用するとかという

取組を行っている者について支援がされるということになっています。 

詳しくは、また２９・３０日のほうで説明会を行いますので、そこでまたわから

ない点があったりしたらお聞きしていただければと思いますのでよろしくお願いし

ます。 
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○３番（稲留光晴君） 先ほど答弁がありましたとおり、説明会が終わられて、その後、

皆さん申請に来られて金額がはっきりするでしょうから、また、そのときは是非、

資料等をいただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

それでは、 後の５番目の町長に対して質問ですが、本来は一般質問は先週２１

日であれば、明日の国葬の話とかというのを聞けたんでしょうから、参加要請につ

いては、明日、明後日まで議会がございますので、当然、それを空けて国葬という

わけではございませんが、この国葬の日にちが決まった時点で町長への要請という

ものはございましたでしょうか。 

○町長（東 靖弘君） 通知はございません。 

○３番（稲留光晴君） 了解をいたしました。 

これで、私の質問を終わります。 

○議長（神﨑文男君） ここで、暫時休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５２分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

小野議員から、体調が悪いので午後の部の欠席届が出されましたので許可しまし

た。 

ただいま、保健福祉課長から、午前中の会議における発言について訂正したいと

の申出がありました。これを許可することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

保健福祉課長からの発言訂正の申出を許可することに決定いたしました。 

○保健福祉課長（谷迫利弘君） 午前中の稲留議員の質問に対して、私の答弁内容に訂

正がございましたので申し上げます。 

本町における支援物資の支給率についての答えで０.２３％と答えておりますが、

正しくは２.３％でございます。訂正しておわびいたします。大変失礼いたしまし

た。 

以上でございます。 

○議長（神﨑文男君） 次に、４番、諸木悦朗君の質問を許可いたします。 

○４番（諸木悦朗君） 私は大崎町の基幹産業である農業の持続可能性についてを質問

したいと思っております。 

大崎町の農地の現状と傾向について、大崎町の基幹産業である農業については、
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中南部から北部にかけた台地に広がる畑地を活用した露地野菜を中心とした畑作や、

中南部に広がる水田地域を活用した稲作、さらには、畑地、水田の両方を活用した

飼料作物を活用した、肉用牛を中心とした畜産産業が盛んであり、全国でも有数の

食料生産地となっています。私自身も農業を営む中で、水利組合をはじめとする

様々な農家の方々が参加する会合に出席し、農家の方々を交えて、大崎町の農業の

現状や今後に向けた課題について話をさせていただいております。 

今回の一般質問には、農家の方々が抱えている将来不安の解消や、今後の町農業

施設の方向づけに関して、改めて町長との間で本町の農業の現状と課題を共有させ

ていただくとともに、本町の農業が持続可能であるために必要な施策に関する町長

の考えをお聞きしたいと思っております。 

まず、本町の農業の現状について、本町の農地の面積と近年の傾向についてお伺

いいたします。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

大崎町の農地の現状につきましては、田が約９２２ヘクタール、畑地が約３,０

８１ヘクタールとなっております。 

近年の傾向といたしましては、１０年前の平成２３年度と比較しますと、田が約

８７ヘクタールの減少、畑地が約２６０ヘクタール減少しており、田、畑地ともに

減少傾向にあります。 

また、農地全体の面積といたしましては約３５６ヘクタール減少しておりますが、

この間の耕作放棄地につきましては約６２ヘクタールの増加となっております。 

以上でございます。 

○４番（諸木悦朗君） ただいま、農地の面積と近年の傾向について、農地面積は年々

減少傾向にある、一方で耕作放棄地は増加傾向にあるとのことですが、私としては、

その要因に農家の高齢化と後継者不足によるものが大きいと考えております。 

それを踏まえてですね２つ目の質問として、本町農家の現状と、町長はその要因

をどのように捉えておられるか、見解をお伺いいたします。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

本町の農業の現状として、農地面積が減少し、耕作放棄地が増加しているという

要因については、田、畑地それぞれに様々な理由があるかと思っております。共通

の要因といたしましては、御質問の中にもございましたとおり、農家の高齢化と後

継者不足も大きな要因であり、加えて、農地自体が現代の大型機械を用いた農業に

適しているか否かということも要因になるかと思っております。 

水田につきましては、圃場整備率が低く、作業しづらい条件不利な圃場が耕作放

棄地につながりやすいといった農地自体の要因に加え、米の価格の動向や転作制度
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に影響を受けやすく、長期的な経営計画が立てにくいということも要因ではないか

と考えております。 

畑地につきましても、水田と同様に、条件不利地において耕作者が見つからない

ために耕作放棄地につながりやすい要因が１つ、また、昨今の気象条件による生産

数量の減及び価格下落によるものなどが要因であると考えております。 

以上でございます。 

○４番（諸木悦朗君） ただいま町長から、水田について圃場整備率が低く、作業しづ

らい条件不利な圃場が耕作放棄地につながりやすいといった答弁、並びに、農地自

体が大型機械を用いた農業に適しているか否かということも要因になるとお答えい

ただきました。 

今、大崎町の農業、先ほども同僚議員が質問をされているんですが、多々ダブる

ところもあるとは思いますけど、嫌がらずお答えいただけたらと思っております。

今、現在、田んぼの価格もそうなんですが、価格の下落によるものが一番の原因だ

と自分としては考えているんですが、７月下旬から８月、稲取りが始まりますが、

農家さんから聞いた話では、コシヒカリは一応６,０００円、１俵が。その次はナ

ツホノカ、イクヒカリ、もう５,５００円を切っているという意見を聞いたり、農

家からそういう情報もいただいております。それについて、町長、どう考えますか。 

○町長（東 靖弘君） 米の価格についてどう考えるかという御質問でございます。 

早期水稲の取り入れが始まって、ＪＡとしては概算金を決定いたしますが、あく

までも供給と需要のバランスを考えて概算払い金額が決定するということを思って

おりますとともに、同時に、本件において、あるいは我が国において在庫米がどれ

くらいあるかというところが基準になっていると理解をしております。ただ、 近

読んだ新聞の中で、鹿児島県の早期地帯においての概算金は低くなっているという

状況でありました。その要因としても、在庫米が起因しているというようなことで

ありました。 

できるだけ米作農家が適正な価格を得て、経営が維持できるということが一番で

ありますが、価格等については、昨今のそういった需要の状況がやはり尾を引いて

きているという理解をしております。本町におきましても、３０キロ当たりの概算

金払いが幾らで、対前年度より１等米で１,０００円、２等米で５００円下げとか

いうことが示されておりますので、ここはＪＡのほうで考えていくことであります

ので、ただ、本当に良質な１等米をたくさん生産できるということが一番良好なこ

とではないかなと思います。 

○４番（諸木悦朗君） ただいま、町長も価格のことをおっしゃっていましたが、過去、

関西におったときですね米関係の仕事もやっていたときに、日本の不況指数は北海
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道が不況になったらいっぺんに不況になるということを米関係の方から聞いており

ました。今現在、北海道の米が、温度が上がって北海道のやつも大分取れているん

ですが、北海道の米は日本政府は外国に、東南アジアとかそういうところへ輸出す

るというかボランティアで米なんかを出しているのが今の日本政府です。 

町長も要因に対する見解のところでおっしゃいましたけど、今後ですね本町の農

業を維持していくためにどのような施策が必要なのか、どう考えておられるかお伺

いします。 

○町長（東 靖弘君） 北海道の米というお話がありました。今、北海道は米の産地に

なっておりまして、日本のブランド米に指定がされているという状況であります。

常に良質な米づくりに尽力されてきたということが言えるのかなと思いますが、鹿

児島から北海道まで米が作れるような状況になっております。輸出のことについて

はわかりませんでしたが、作付状況では我が国ではそういったことがなされている

ということを申し添えておきたいと思います。 

農地の維持に向けた町施策の方向性についてという御質問でございます。基幹産

業である農業、そして農地の維持に向けてどのような対策が必要かとの御質問です

が、対策の１つには、農地中間管理事業による農地の集約化が挙げられると考えて

おります。就業人口が減少し続ける中で一人一人の担い手が効率よく作業し、労働

生産性を向上させることは、農地の維持だけに留まらず、農家所得の向上につなが

ることから、今後も引き続き、農地の集約化を推進してまいりたいと考えておりま

す。 

さらに、特に水田における作付体系として、主食用米以外の作物、特に転作制度

の影響を受けにくい作付体系の確立に向けた方向性を示すことが必要であると考え

ております。 

本町の水田においては、主食用米に代わる作物として飼料作物、ＷＣＳ用稲の作

付けが盛んですが、政府においても、緑の食料システム戦略において国産飼料の自

給率向上を掲げております。このことを踏まえ、水田作付けに関する協議の場であ

る農業再生協議会の活動を通じ、方向性を示していきたいと考えております。 

畑につきましても、水田と同様な部分がありますが、まずは農業就農者を増やす

ために、新規就農者を増やすための対策や農地中間管理権を活用した農地の集約・

集積を図り、効率のよい農業条件を整えることで既存の農業者の規模拡大を図って

いくことが必要であると考えております。 

以上でございます。 

○４番（諸木悦朗君） ただいま、水田のことについてお伺いをしているところであり

ますが、先ほど同僚議員も農地の中間管理事業による集約化について質問していた
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んですが、今現在、益丸水利組合に独立しておりまして、その換地委員として行動

している状態なんですが、まだ、今、やり出して１年ちょっとですか、それでも役

員が十五、六名いてるんですが、一向に進まないというか、どうしても印鑑漏れと

か等々出てきまして、この前も何件か印鑑をもらってくれということで話があった

んですが。その顔ぶれを見るとですね自分が一番 年少、昨日でちょうど６５歳に

なりましたけど、あとは７５から７０前後、その役員で今やっている状態なんです

が。ちょうどその場で自分がぱっと口を滑らせたんですけど、「あと１０年して、

この構造改善終わるかもしれんけど、そのときは半分もおらんよな」と、先輩方に

対してですね、それを自分が言ってしまったもんだからみんな怪訝な顔をされてお

ったんですが。 

どこの水利組合、土地改良区、一緒の状況になったと思います。自分らも新田水

利組合で組合長をやらせてもらっていますけど、担い手農家の若手、６０から５０

代、３名、４名いてるぐらいですね。あとは、ただ単に自分のところの田んぼだか

ら仕方なしに出てきていると、区役という作業があるんですけど、これもうちの会

計ともしゃべってるんですけど、役員をもうちょっと若返らせるために何とか手を

打たんなと。隣の土地改良区からそういう人間を入れんことには、この土地を守る

人間がいないだろうなというのを多々話している状態です。今、大崎町の水田関係

も航空防除の会もありますし、稲の会もありますけど、自分らより若い人間を一人、

二人見るぐらいで役員やっている方ですね、もうそういう状態に、切羽詰まった大

崎町の農業って来ているのかなと思うんです。 

１つはやっぱり、七十四、五ぐらいの人が農業したいんだけどトラクターが高い。

今から１,０００万円とかそういうトラクター、中古でいいと農業機械屋に行って

も、そうそういい状態のトラクターはない、やっぱり２００万、３００万。クーラ

ー付とかいうトラクターは 低が五、六百万の値段のやつが大概ですね、中古であ

っても。 

それを踏まえてですね、これから農地と担い手について、３番目の育成について、

町長に質問しますけど、面積が狭いなどの条件が畑地以外は活用が見込まれるもの

と思っているんですが、しかしながら、水田については日本全体の人口減少、食生

活の多様化により米の消費量が減少する傾向にあります。自分らが中学、高校、大

学という時代には、まずは米で満腹にした時代でした。今の子どもは好き嫌いも親

に言って、これは食べたくない、これは食べたくない、昔はおかずのことなんか、

副食のことなんか言える時代じゃなかったんです。今の女性なんかでもスタイルを

気にするのか、米食ではスタイルが悪くなる、１日１食は米食を減らすというのが

日本全国、そういう風習が今現在あるみたいです。環境は今から厳しい状況のある
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と思うんです。そのような中で、町長が水田を今後も維持し、さらに水田を経営す

る担い手をどのように確保していこうとしているのか、お考えなのかお伺いいたし

ます。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

水田の担い手確保については、先ほどの答弁でもありましたとおり、米の価格や

転作制度の方向性により、なかなか長期的な見通しが立たない中、短期的な解決は

難しいと感じております。 

しかしながら、それらに左右されない作付体系や収支見通しが立つような方向性

を示し、加えて農地の集約化と圃場整備を推進し、労働生産性を向上させることが、

ひいては新たな担い手の確保につながると考えておりますことから、国の転作制度

も見据えながら新たな作付体系を示すなど、水田農業の将来性を感じられるような

環境づくりを進めてまいりたいと考えております。 

以上です。 

○４番（諸木悦朗君） ただいま、水田維持について考えをお伺いしたところですが、

稲作農業の現状として経営は厳しく、長期的な経営の見通しが立てづらい状況にあ

り、農業機械の更新などに踏み切れない状況にあります。 

町長は、令和４年の施政方針の中で、持続可能な営農形態を確立するため、核と

なる農業公社設立に向けて関係機関と連携を図りながら準備を進めていくと述べら

れておりますが、本町の持続可能な農業経営に向け、農業公社が果たす役割として

どのような役割を担うと考えているのかについてお伺いします。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

私は、令和４年の施政方針において、持続可能な営農形態の核となる農業公社の

設立に向けて準備することを表明し、現在、担当課を事務局として関係機関の方々

との協議を重ねながら設立に向けた準備を進めております。 

この公社が、持続可能な農業経営に向けてどのような役割を果たすかということ

についてですが、水田農業については、これまで機械センターが担ってきた農作業

受託事業について、改めて現在、そして将来の作付形態に沿った受託作業の追加や

見直しを行うとともに、必要な農業機械の導入、オペレーターの確保により農家の

機械導入の際の資金面での負担軽減を図るとともに、委託による農作業負担の軽減、

さらに新たな作付体系の確立による販路の確保などにより、所得の向上と新たな担

い手の確保を実現し、持続可能性を高めてまいりたいと考えております。 

以上です。 

○４番（諸木悦朗君） ただいま、公社の持続可能な農業経営について、町長の考えを

お聞きいたしました。 
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長々と言っても答えが、今から進んでいく事業形態ですので、常々自分らはマイ

ナス思考だと言われているんですが、それについて長々とマイナス思考の考えを述

べさせてもらっても前進はしませんので、それの方向に向かって、自分らとか同僚

議員もまだいらっしゃいますけど、農業公社設立に向けて役員も選ばれているみた

いですので、そっちのほうはそれで仕事をしていきたいと思っておりますから、ま

たよろしくお願いします。 

次に、２番目の準用河川ですね。通称天神川、天神川といっても長さが短い準用

河川なんですが、大丸グラウンドと楠田水産の間を通っている川というか小川があ

るんですが、ちょうど１０何年前ですか、自分らが水利組合の役員をやっていると

きに、準用河川としての整備事業よりも排水対策事業のほうが仕事が早くはかどる

ということで部分、部分で工事をやってきた経緯があるんですが、今ちょうど新平

酒造のところから４４８を超えて山村排水路と合流して、そこまで工事が進んでい

る状態です。それから、工法は河口口まで農地が４００何十メートルです、橋から

向こうは、まだ、その準用河川としての名称で河川が残っているんですが、この前

の台風だけに及ばず、波浪注意報が出た場合のうちの浜の河川というのは、水量が

菱田川みたいに多くありません。田原川、持留川も水量の勢いはないので、三本松

の交差点から見た場合、海のほうが高く見えるんです。持留川のほうも、去年、く

にの松原のほうへ河口口が左のほうへ、どうしても波で砂が集まって左へ、左へ、

帰ってきた頃は右へ、右への河川でした。今は天神川のほうは大和水産のほうへ、

右側のほうへ行くんですけど、養鰻業者がいているかげんで右側はこんこんと排水

対策でそっちへ流れているんですが、どうして田んぼがない時期、水量がないです

から河口口が埋まる可能性が大なんです。この前、台風の後、見に行ったら、やっ

ぱり橋の欄干から３０センチ下まで水が溜まっていました。今から３年前、排水対

策事業で、その橋より４００メートルぐらい上のところまでは工事が終わっている

んですが、そこから土側溝で河口口まで行っている状態なんですが、ここ３年ぐら

い何の手も打っていないし、今後どうなるのかなというあれで、自分が今度質問さ

せてもらうようになったんですが。今後、天神川の改修工事について、排水路対策

事業として事業をやっていくのか、それともどうなのか、今後の見通しをお聞かせ

ください。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

まず、事業経過につきましては、土側溝であった天神川の路肩崩壊が進み耕作に

支障を来していたことから、平成２５年度に地元土地改良区及び水利組合からの河

川改修の要望があり、安心・安全な耕作条件の確保と農地集積を図るため整備計画

をしたものであります。 
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進捗状況としましては、平成２７年度に国道４４８号から下流へ６４２メートル

の測量設計業務を実施し、令和３年度末までに計画路線の工事はすべて完了してお

ります。 

今後の見通しについてでございますが、整備済区間から天神川橋までの未整備区

間約４８０メートルに隣接する農地につきましては、平成２５年度から砂利採取の

計画認可申請がなされ、現在においても砂利採取が行われている状況であります。

このような中、土地改良事業等による整備を行うには、現況として農地でなければ

ならないため、今後の状況を確認しながら関係機関と協議し、検討してまいりたい

と考えております。 

以上です。 

○４番（諸木悦朗君） 今、橋より上のほうの状態の説明と今後の見通しについて説明

いただきました。 

じゃあですよ、橋から下流が砂で止まっている状態なんですが、今後、そっちの

ほうは今まで同様、建設課に依頼しても大丈夫なんですか。 

○町長（東 靖弘君） 堆積している砂の河口での撤去は従来どおり行います。 

○４番（諸木悦朗君） はい、わかりました。 

昔ですね、くにの松原海岸線、町長と昔しゃべったことがあったと思うんですけ

ど、離岸流とともに砂がなくなる、岸から１００メートルないし５０メートルのと

ころに波消しブロックの島をつくって波が直接来ないようにしたほうがいいんじゃ

ないですかと町長に相談したことがあります。町長も、それがいいと思っているん

だけど、県に問い合わせたら県が駄目だという状況で今のままになっているんです

が、町長、波消しブロックとか古江の浜田の海水浴場みたいに、ああいうのは建て

られないのか県に問い合わせてもらえないですか。 

○町長（東 靖弘君） 海岸地帯は台風のときに非常に砂が飛び散って、ハイグチの農

地や人家、また住んでおられる方々が大変影響を受けられるというところでありま

して松の植樹がなされてきているという状況であります。 

これまで、海のところに消波ブロックを置いて、あるいは人口リーフを置いてと

いうことで何回か森山先生等に相談をしたことがありました。実際、菱田海岸にお

いて押切海岸のほうが人工リーフが設置されていて、非常に砂の消失が少なくなっ

ているという実態もありましたので、菱田から横瀬までのそこにおいて人工リーフ

もしくは消波ブロックを置いてということでそういう相談も実際行ってきておりま

すが、現実には、なかなか事業費がかかること、そしてまた漁業者の皆さん方との

協議も必要なのかなと思っておりますが、なかなか、そこについては実現が難しい

と捉えてきております。災害があって、そして、そこの１箇所だけポイントとして
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そういった形で整備していくということが、今、菱田海岸では防潮堤あるいは消波

ブロックを置いてやられておりますので、ああいう形で、災害が発生したらそうい

った方向で整備をしていくのが適切だと思いますけど、今の状態で消波ブロックを

置いてということでは、多分、県や国との協議では難しいだろうなと、今の質問を

もって答弁させていただいたところでございました。 

○４番（諸木悦朗君） 消波ブロック、今出しているんですが、この前の台風で、過去、

海岸線にジャカコンをつくって河川が右のほうへ、はまがきができておったほうに

行かないようにしておったジャカコン、波消しブロックですね、今まで砂に埋もれ

ておったやつが、この前の台風ですべて姿を現しています。海岸線に行って見てき

てください、きれいに出てきています。その代わりですね、波浪注意報もあれだけ

の大きさで出ていましたから、あの竹林を超えて、海岸線の道路があるんですが、

軽石の数がすごいです。もうちょっとで田んぼに落ちるような状態になっています

から、今後また、そっちのほうを、建設課でもいいです、耕地課でもいいです、執

行部のほうでまた検討をされて見ていただいたらという御意見をさせてもらって、

自分の質問を終わります。 

○議長（神﨑文男君） ここで、暫時休憩します。再開は１時５０分から再開いたしま

す。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時４２分 

再開 午後１時５０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） 休憩前に引き続き、再開いたします。 

次に、７番、吉原信雄君の質問を許可いたします。 

○７番（吉原信雄君） 児童・生徒の学校教育環境について。児童・生徒の安全・安心

教育環境の整備については、これまでにも町長、教育長とも鋭意努力されてきてい

ることと思います。これまで児童・生徒の遊具施設や学校トイレなど水洗化工事に

ついて、近年、各家庭における生活環境の改善に伴い洋式化が進んだことと、誠に

喜ばしいことであります。 

この学校教育環境の整備という面では、教職員の過剰勤務に伴い、地域社会のボ

ランティア活動などした取組など優良事例は紹介されたりしていますが、これにつ

いて、今回、通告に示すように中学校部活動に係る地域移行の取組及び学校現場に

おける冷水機設置をメインテーマにして進めてまいります。 

そこで、本題に入る前に、児童・生徒の学校教育環境という視点で町長、教育長

の認識をお尋ねし、１回目の質問といたします。 
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○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

学校教育環境については、学習環境、施設環境、家庭環境、地域環境など学校教

育を取り巻く環境は様々であります。私のほうからは、施設、ハード的な点から学

校教育環境についての答弁とさせていただきます。 

まず、児童・生徒の快適な環境政策として、学校施設におきましては安心・安全

な学校生活が送れるよう対策に努めているところでございます。例えば、各学校に

おいて老朽化が進んでいる校舎の大規模改造や屋内運動場等の改修などを進めると

ともに、教室等の空調設備の設置やトイレの洋式化、バリアフリー環境の整備、遊

具・学校グランドの整備のほか、安全な登下校のための通学路の整備や防犯カメラ

の設置、中学校へ遠方からの通学に要するスクールバスの配置といったことなど整

備を行ってまいりました。 

今後も、児童・生徒の学校生活に必要な対策を、教育委員会や学校、保護者、地

域と連携しながら、児童・生徒の充実した学校生活が図れるよう努めてまいりたい

と考えております。 

以上でございます。 

○教育長（穗園正幸君） それでは、私からは、学校における学習環境についてお答え

いたします。 

今日の学習環境の向上の大きな取組といたしましては、学習効果を高めるため、

国のＧＩＧＡスクール構想であるＩＣＴ環境の充実が図られたところであります。

それに伴いまして、児童・生徒、教職員にそれぞれ１台ずつタブレット端末が貸与

されまして、ＩＣＴの有効活用がなされております。また、コロナ禍における健康

管理や室内での感染対策を図るとともに、教材備品の計画的な整備や効果的な活用

促進に努めているところでございます。 

そのほか、学校教育の中では、資源ごみを活用したリサイクルのまち大崎の取組

を学校生活で実践することや、環境教育を通しましてごみの分別に対する子どもた

ちの環境意識の向上や、ＳＤＧｓの意義や目的といったものに早くから関わること

で地球環境への問題意識が芽生えていくと考えております。また、コミュニティス

クールや地域学校協働活動の取組を通しまして、地域とともにある学校環境づくり

を図っております。 

中学校におきましては、学力アップセミナーや地域の人材を活用したキャリア教

育の機会など、教育環境の充実が図られているところでございます。 

以上でございます。 

○７番（吉原信雄君） 次に、教職員の勤務事実について。ただいま、学校教育環境に

ついて、町長並びに教育長からお示しいただいたところであります。教育長は、こ
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れまで各学校の勤務や教育行政の現場で豊富な経験をお持ちでありますので、特に

教育現場において、地方においては少子高齢化の傾向もあるものの、学校の先生方

の過剰勤務という面でどのような認識をお持ちかお示しください。 

○教育長（穗園正幸君） 学校の教師の勤務状況の中で、子どもたちのためであればど

んな長時間勤務もよしとする働き方、いわゆる過重勤務をしながら、教師がもし疲

弊していくのであれば、それは子どものためにはならないと認識しております。 

本町の教師の勤務実態といたしましては、教育委員会で今年６月に、県費職員に

対する調査を行ったところ、大崎町立学校管理規則第６１条の２項に定めている、

いわゆる残業時間の上限である月４５時間を超えている教員の割合は約３割でござ

います。 

対策といたしましては、出退勤の時間の把握をはじめ、各学校へ業務分担の適正

化や会議等の工夫などの指導を行っております。また、いわゆる残業時間のみで判

断せずに、月４５時間以上であっても必要に応じて職員の健康及び福祉の確保の観

点から、個別にフォローできる体制づくりを行うよう指導しております。 

働き方改革の目的は子どもと向き合う時間の確保でありまして、先生方の働きが

いの醸成であると考えております。先生方の生き生きした姿が、子どもに何よりの

重要な教材であると認識しております。こういった環境を整えられるよう、今後も

努力してまいりたいと思います。 

以上でございます。 

○７番（吉原信雄君） 次に、２番目に入りたいと思います。中学校部活動に係る地域

移行の取組について、国においては公立中学校の部活動を地域団体や民間事業者に

委ねる地域移行で、文科省の関係であるスポーツ庁、文化庁は、関係者の連絡調整

などを行うコーディネーターを自治体に配置して体制を決めたという記事を、今年

８月２２日の南日本新聞で見ました。中身については一部触れますと、指導者確保

のために人材バンク施設の後押しや経済的に困窮する家庭の生徒への財政的な支援

も実施するということで、国においては２０２３年度概算要求に８０億円を盛り込

む方針であるということであります。 

そこで、この事業に対する内容の説明を併せて、教育長としての具体的な取組に

対する基本的な認識をお尋ねいたします。 

○教育長（穗園正幸君） お答えいたします。 

まずもって、部活動は生徒がやりたいスポーツや文化活動ができるというよさが

あります。これまでどおり、生徒のスポーツ・文化活動に親しむ機会を確保いたし

まして、自主的・主体的な参加による活動を通じ、責任感・連帯感を涵養し、自主

性を育成することが大切だと考えております。 
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学校における部活動を取り巻く主な環境の変化といたしましては、少子化に伴う

部員数の減少や教師の業務負担を軽減するための働き方改革を踏まえて部活動改革

の推進があります。そのため、国におきましては、運動部活動の地域移行に関する

検討会議及び文化部活動の地域移行に関する検討会議が設置されまして、その会議

において、それぞれ本年６月６日と８月９日に 終的な提言が出されまして、主に

公立中学校を対象として、運動部活動及び文化部活動を地域へ移行する方向性が打

ち出されました。 

その提言の具体的な内容は、まず、休日の部活動から段階的に地域移行していく

ことを基本といたしまして、令和５年度の開始から令和７年度末をめどに実施する

という内容になっております。 

しかしながら、部活動の地域移行を進めるにあたりましては、地域における新た

なスポーツ環境や文化芸術環境の在り方とその構築を進めるための課題が山積して

おります。例えば、議員もおっしゃいましたが、地域における指導者の確保であり

ますとか、受け皿となるスポーツ・文化芸術団体の整備、あるいは大会の在り方、

会費や保険の在り方、保護者の金銭的な負担、あるいは学習指導要領や高校入試な

ど関連する制度の在り方など、様々な課題を解決していく必要があると考えており

ます。 

以上でございます。 

○７番（吉原信雄君） 次に、関連でですね推進体制づくりのスケジュールについて。

学校単位での部活動が困難になる中、国有識者会合による自治体地域移行への取組

については、２３年から２５年の３か年間で改革集中期間として、公立中学校にお

ける休日の部活動を地域移行にする改革が提言されているわけですが、実際の移行

業務となる所管する教育委員会管理課での業務は複雑多忙するのではないかと心配

しておりますが、これらの体制づくりやスケジュールについて、現段階でどのよう

に見通しをお持ちかお示しください。 

○教育長（穗園正幸君） お答えいたします。 

今後の推進の体制づくりやスケジュールについてでございますが、先般、夏休み

中の８月２９日に、大崎中学校と教育委員会で部活動の現状と課題等を確認いたし

ました。今後、１０月中に地域移行への課題等を確認する予定でございます。 

教育委員会では、国・県、近隣市町の動向や県内のモデルである薩摩川内市や与

論町の取組を参考にしながら、来年度、中学校や教育委員会をはじめ、スポーツ・

文化団体等の関係機関団体等の代表者からなる検討委員会を立ち上げまして、大崎

町ならではの部活動の地域移行を進めてまいりたいと考えております。 

なお、業務に当たりましては、管理課のみならず、社会教育課も合わせ、教育委
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員会一体となって取り組んでまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○７番（吉原信雄君） また関連で、体制づくりや指導者の確保対策を取り組んでいる

かについて。地域移行を円滑に進めるために、県及び市町村においては、協議会や

施設の総括コーディネーターの配置、部活の受け皿となる総合型地域スポーツクラ

ブや民間事業者等と学校をつなぐコーディネーターを地域ごとに置き、連絡や調整

を担ってもらうことを想定しているようです。 

これらに対する体制づくりや指導者の確保の対策の現状についてお示しください。 

○教育長（穗園正幸君） お答えいたします。 

体制づくりにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、来年度、検討委員会

を立ち上げまして、指導者の確保対策等も含めて、先ほど申し上げました課題等が

山積しておりますので、今後協議してまいりたいと考えております。 

なお、総括コーディネーターの配置など、具体的なスケジュールにつきましては、

現段階では国や県から示されておりませんので、わかり次第検討してまいりたいと

思っております。 

以上でございます。 

○７番（吉原信雄君） それでは、教育長に要望しておきたいと思います。 

部活動の地域移動をめぐっては、今後、具体的な推進計画を策定し、様々な課題

を検証しつつ、将来的には平時の活動も学校から切り離す検討を進めることとされ

ております。将来、我が国を担う児童・生徒の健全育成に当たっては、教える教職

員の過重な負担がかからないようにすることは大事であります。是非、教育環境改

善の取組が本町において十分効果を発揮できますよう、町長及び教育長におかれま

しても全力で取り組んでいただきたいと要望しておきます。 

次に、問題の３番目でございます。学校現場の冷水機の設置はできないか。さて、

私は、平成３０年第４回定例会の一般質問において、今回の冷水機設置について取

り上げたことがあります。その時点では、学校における空調機器の設置状況を踏ま

えて、当分見合わせたいとの回答でございました。それから、オリンピックと一緒

で４年が経過しようとしています。 

今日、児童をめぐる環境は大きく変わってきたと私は思います。第一に、新型コ

ロナの発生と想像を超える国内外での感染状況であります。ウイルスとの戦いはま

だまだ収束を迎えないことから、全く予断を許さない環境づくりが続くと思われま

す。 

一方、通学児童を見ると、毎日持参しなければならない水筒、教育制度の改革に

より学用品として支給されたタブレットの持ち運びの負担は、かなりなものと見受
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けられます。担当課に聞いたところ、ケース付タブレットの重さは約１.１キロで、

これに体操着やポットなどの重量を加えると２キロを超える重さになります。特に

新入学生児童をはじめ、低学年の児童にとっては大きな負担になることはいうまで

もありません。また、通学路になっている道路についても、歩道の整備が十分でき

なかったりする状況も見受けられます。社会高齢化が進んでいる今日、高齢者だけ

でなく体調の優れない運転者による不注意事故など全国でも度々報告されている中、

これらに遭遇した児童がとっさに身をかわす対応など、大変難しくなってきており

ます。 

このようなことから、できるだけ身軽ないで立ちで学習環境の整備は大事なこと

と思いますが、教育長としてどのような考えかをお示しください。 

○教育長（穗園正幸君） お答えいたします。 

冷水機の設置につきましては、先ほど議員もおっしゃいましたが、以前も議員か

ら質問をいただいた経緯がございます。設置におきましては、保健衛生的な管理や

設置に係る費用、機器の定期的な維持管理を踏まえまして、空調設備設置で環境改

善が図られた今後の状況を見極めまして考えていくといった答弁がされております。 

その後、新型コロナウイルス感染症の拡大によりまして生活環境や生活様式が一

変したことで、新型コロナウイルスへの感染対策である三密回避、換気、手指消毒、

マスク着用等が実施されてきている状況でございます。 

学校生活におきましては、こうした環境対策に向けた取組の１つとして、１年を

通して児童・生徒は家庭から水筒を持参し、感染予防と熱中症予防に努めていると

ころでございます。 

御質問の、冷水機の設置につきましては、冷たい水の補給や水筒への補給ができ

るなどといったメリットもありますが、接触感染とか、あるいは飛沫感染、口腔内

感染、また設置台数によっては密接・密集も考えられることから、今後も室内の空

調管理による対策と並行いたしまして、感染対策に適した水筒持参による水分補給

を続けてまいりたいと考えております。 

しかしながら、地球温暖化による気温の上昇あるいは熱中症の多発なども懸念さ

れることから、今後も、環境状況など見極めながら検討してまいりたいと考えてお

ります。 

以上でございます。 

○７番（吉原信雄君） 関連で、またお願いします。 

今、冷水機設置の時期ではないか。つい 近、マスコミ報道でありましたが、保

育園の送迎用マイクロバスの中に置き去りにされた園児の痛ましい死亡事故が発生

しております。近年、地球温暖化の影響は誠に大きいものがあります。保護者から



 

－ 84 － 

お預かりした児童を安全で安心できる教育環境下で見守っていくことは、教育行政

のみならず設置者として地方自治体の責任も大きいものがあります。 

このようなことから、近隣自治体を見てみると、曽於市においては平成３０年８

月開催された子ども議会の中で取り上げられた意見をもとに、同年度中に冷水機の

設置を完了しております。住むまちは違えども、子ども目線で見た場合は、我が町

の子どもたちも同様の思いを持っていると思います。 

昨今、温暖化の中にあって運動量も多く、発達段階の子どもたちにとって必要な

水分補給のための冷水機設置は、是非必要だと思いますが、この点について町長の

考えをお示しください。 

○町長（東 靖弘君） 学校現場における冷水機の設置ということでありますが、学校

現場における状況は先ほど教育長のほうから答弁されたとおりであります。 

地球環境の変化による温暖化、新型コロナウイルス感染症の拡大が学校生活まで

も大きく変えたことは間違いないことであります。そういうことからも、子どもた

ちのより良い学校生活を守っていくということは特に必要なことだと考えておりま

す。 

教育長も申しましたように、環境状況などを見極めながら学校とも協議しながら

検討してまいりたいと思います。 

○７番（吉原信雄君） また要望でございます。ただいま前向きな形で答弁いただいた

ところであります。なお、設置場所については学校側と十分協議をしていただいた

と思いますが、必要に応じて図書館、体育館等の利用形態について検討を行い設置

されますよう要望していきます。 

次に、４番目。新たな教育標語の設置について。大崎町教育委員会の教育長とし

て１０年の任期を終えて、この３月に藤井教育長が退任され、新しく穗園教育長が

就任されたところであります。前教育長は、大崎町教育行政の基本理念として「お

おらか、さわやか、きわやかな大崎町の教育」を掲げ、各種教育行政に務められ、

大きな成果を上げられたことは周知のとおりであります。各学校においても、これ

を基本理念として学校長の指導と様々な特色のある教育の実践に努められてこられ

たと思います 

さて、ここで提案ですが、後任の教育長として、穗園教育長も教育畑で学校や教

育機関での長年の勤務経験をお持ちのことと思いますが、教育の基本は「知育」

「徳育」「体育」であります。体育関係の指導者の一部には、まず体からという順

番を入れ替えて指導に当たる方もいらっしゃいます。本町においては、前教育長の

在任期間、さきの基本理念によって教育行政が進められたことと思います。 

さて、教育長においては、就任以来６か月を向けて、新しい教育行政の推進とし
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て、その理念を取りまとめて、早ければ令和５年４月１日からの新年度で示してい

く必要があると思いますが、教育長としてどのように認識されておられるかお示し

ください。 

○教育長（穗園正幸君） お答えいたします。 

現在使用しております「おおらか、さわやか、きわやかな大崎の教育」につきま

しては、議員も申し上げられましたが「知育」「徳育」「体育」の観点から、令和

２年度から令和６年度までの大崎町教育大綱及び第３次大崎町教育振興基本計画の

基本目標であります「人間性豊かでたくましく生きる、かがやく人づくり」の中で、

合い言葉として位置づけられております。 

したがいまして、令和６年度まではこの合い言葉は継続してまいりたいと考えて

おります。その後、令和７年度からの教育大綱及び第４次大崎町教育振興基本計画

の策定に当たりましては、令和６年度中に、総合教育会議や教育委員会定例会等で

の協議を経て、新たな教育標語である合い言葉も含めまして、新しい基本目標及び

今後５年間で取り組む施策などを検討してまいりたいと考えております。 

なお、議員のおっしゃる、新しい大崎町教育行政の推進指針としましてその理念

を取りまとめて新年度で示していくことは大変意義があるかと考えておりますので、

新年度の大崎の教育グランドデザインの中にそのことを示してまいりたいと考えて

おります。 

以上でございます。 

○７番（吉原信雄君） 要望といたしまして、早急な検討を行っていただきたいと思い

ます。教育の基本は、先ほども申し上げましたように、知・徳・体であります。町

の教育行政の基本理念を新たに制定することは非常に大事なことであります。前の

理念を刷新することは、新たなＳＤＧｓの考え方や環境問題の新たな時代の到来を

織り込み、簡潔で人に感銘を与えるような簡潔な差が必要であります。教育長のこ

れまでの教育行政に関わった人柄がにじみ出るようなものであってほしいと思いま

す。 

そこで、児童・生徒に大きな感動を与えると信じますので、是非、新しい標語に

ついてはそのような考えで全力で取り組んでいただきたいと要望して、この質問を

終わります。 

次に、大崎町消防団詰所の現状について。大崎町には、現在６つの消防分団があ

ります。地理的な要件により、うち持留分団及び野方分担については、それぞれ２

つの詰所があります。この分団詰所には、さきの６月議会で同僚議員が災害等危険

度の問題から中央分団の移転に関する質問を行っております。この時点では、今後

の災害本部となる役場本庁舎の在り方と合わせて、当該中央分団の在り方を検討し
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ていきたいとの答弁でありました。 

そこで、大崎町における消防分団詰所全体について、様々な建築年時を踏まえて

今後の在り方についてどのように認識しているか、町長としてのお考えをお示しく

ださい。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

消防団の詰所は、一般的に消防車両や資機材の収納場所であり、災害時には参集

場所や活動の拠点として重要な役割を担っております。また、平常時は消防団員の

教育訓練の場や各会議等を実施している状況でございます。 

各分団詰所の在り方についての御質問でございますが、現段階では建て替えや改

修などの具体的な計画はございませんが、菱田分団詰所を除き、老朽化しているこ

とは承知しておりますので、今後、建て替えまたは改修に係る優先順位や財政状況

など相対的に勘案して検討していかなければならないと考えております。 

以上でございます。 

○７番（吉原信雄君） 次に、女性団員の加入状況について。今回、私の質問の趣旨は、

分団詰所のトイレ水洗化に関するものであります。 

昨今、消防団員確保の観点から女性団員の加入促進も目標の１つになっておりま

す。実際のところ、全分団にわたって女性の加入がなされた状況などはないかと思

いますが、実態はいかがでしょうか。 

○町長（東 靖弘君） 現在、女性団員につきましては、大丸分団に４名、菱田分団に

３名が在籍しており、主に広報活動や整備点検などに従事していただいている状況

でございます。 

○７番（吉原信雄君） 分団詰所トイレの水洗化についてですね、各分団におけるトイ

レの設置状況について、中央分団については公共下水道関連で水洗化されており、

菱田分団については新築に伴い合併浄化槽による水洗化が完了しております。 

しかしながら、これらの２つの分団を除くと、残りの分団については依然として

くみ取り式の従来型に甘んじております。実際の利用状況を聞いてみると、同僚議

員のいる大丸分団の女性については、近くの小学校のトイレを使っているとのこと

でありました。しかしながら、火災はいうにおよばず大きな災害など、詰所で夜間

緊急ミーティングを行ったりするなど、大変な不便を強いられていることになりま

す。 

そこで、例としてあげますと、まず女性団員の確保ができた分団から随意トイレ

の水洗化のための改修工事を実施できたらと思いますが、町長のお考えをお示しく

ださい。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 



 

－ 87 － 

現在、中央分団、菱田分団の詰所トイレにつきましては水洗化されておりますが、

大丸、中沖、持留、野方分団の詰所トイレについてはくみ取り式のトイレでござい

ます。水洗化への改修につきましては、浄化槽の設置費用や設置後の維持管理費、

浄化槽の設置スペース、また詰所の利用頻度など、費用対効果を考慮する必要があ

ると思います。 

一方、詰所の老朽化も進んでおりますので、建て替えや改修をする場合にトイレ

の水洗化も合わせて整備する方向で考えております。 

しかしながら、団員の衛生面への配慮や女性団員が活動しやすい環境整備の必要

性は十分理解しておりますので、現段階では簡易水洗トイレの設置について検討し

たいと考えておりますが、まずは消防団幹部会で十分協議の上、進めてまいりたい

と思います。 

以上です。 

○７番（吉原信雄君） また、要望に入ります。随時水洗化の実施を図られてですね。

先ほど建築年時から見た今後の詰所改修の見通しなどお伺いしました。全体的な整

備計画はない中でありますが、女性団員の確保ができたところから優先的に水洗化

工事をしていただきますよう要望を申し上げ、私の全質問を終わります。 

○議長（神﨑文男君） ここで、暫時休憩しますが、次の再開を１４時３０分から再開

いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時２４分 

再開 午後２時３０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

   次に、６番、中倉広文君の質問を許可いたします。 

○６番（中倉広文君） 私は、今回、旧大丸保育園の今後の活用について、ほか４件の

項目について質問をいたします。 

まず、旧大丸保育園の今後の活用についてお聞きいたします。 

永年にわたり地域の子どもたちの健やかな成長を見守ってきた旧大丸保育園の敷

地及び施設は、保育園の経営が民間へ移管された後も引き続き活用されておりまし

たが、経年による施設の劣化など様々な要因により、移管先の事業者により別箇所

に新たな保育園が建設され、現在でもその新たな施設で子どもたちが楽しく過ごす

様子を、保育園の園庭やＳＮＳなどを通じて確認しているところです。 

これまで、楽しく過ごす子どもたちの声に一定のにぎわいを醸し出していた旧大

丸保育園も使用されなくなり、現在、本町で管理されているところですが、地域住
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民の話題によく出てくるのが、保育園跡地はどうするのかという声です。今後の活

用について様々な不安や思いを、事あるごとに聞いているところであります。 

以前、遊休公有地の管理と活用について質問をしたところですが、当該施設及び

敷地の今後の在り方について、これまでどのような協議がなされてきたか、まず、

お聞きします。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

旧大丸保育所は、昭和４８年４月に、大丸コミュニティセンターと併設で開所さ

れ、４９年が経過しております。平成２６年４月から保育所運営を民間に移管し、

大丸保育園として利用されてまいりました。 

令和３年６月に、施設の老朽化、施設の安全性を考慮し、大丸保育園が新築・移

転され、旧大丸保育所施設は令和３年７月２９日に普通財産として返還されており

ます。 

旧大丸保育園の今後の活用について、どのような協議がなされているかとの御質

問でありますが、リサイクル環境学習拠点施設、横瀬古墳と一体化した文化財の展

示資料室としての活用方法の検討をしてまいりましたが、耐震性不足、地盤沈下等

の理由により施設の安全性の確保が困難であることから、有効利用が図られていな

いという状況にあります。 

以上でございます。 

○６番（中倉広文君） いろいろ協議がなされたということでお聞きしました。前回の

質問でも取り上げましたが、利活用されていない公有財産の在り方について、しっ

かり今後も協議していただきたいところです。 

あの土地は、そこに住まわれる住民の皆さんが長年見慣れた場所であり、そして

落ち着く場所でもあり、地域には地域の思いがこもっているところであります。そ

ういった方々とも、例えば公民分館とかそういった方々とも十分に対話を重ねなが

ら、住民の皆さんの不安を早く解消するためにもより良い活用策を見いだしていた

だきたいと思います。 

次に、敷地及び施設の安全管理についてお聞きします。 

先般、当該施設内の樹木等が隣接農道に影響を与えていることから、担当課に改

善を求め、指摘の箇所については若干対応された経緯がありますが、今後の利活用

の協議と並行して、現存している当施設及び敷地の徹底した安全管理も行っていた

だきたい、そのように考えます。先日、曽於管内の小学校で大変痛ましい事故が発

生をいたしました。ふだん余り気にも留めない見慣れた環境だからこそ、こうした

危険察知が見過ごされているということは日常的に結構あることかもしれません。 

当施設においても、敷地内の樹木の生長によって敷地を囲むブロック塀が、現在
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傾いてきており、今にも倒壊しそうになっています。また、こういった大木などが

隣接農道や水田にいまだに影響を与えていることを考えると、早急に対応すべきだ

と考えます。 

このことについて、担当課では確認はなされていると思いますが、こういった施

設の安全管理、また敷地内の雑草などの管理も含め、町長の考えをお聞きします。 

○町長（東 靖弘君） まず、敷地の管理でございますが、除草など軽微な作業につき

ましては、職員で対応している状況でありますが、高木などの樹木につきましては

十分な管理ができていない状況でございます。 

今後、倒木等により地域住民に被害を及ぼさないよう、危険性のある樹木につい

ては伐採するなど適切な対応を講じてまいりたいと考えております。 

次に、施設の管理でございますが、施設自体の安全性が確保できない状況にあり

ますので、施設をはじめ、周辺の附帯施設であるフェンスやブロック塀等も含め、

解体する方向で検討してまいりたいと考えております。 

実は、御質問を受けまして、大丸保育所、また近辺の水田等も視察してまいりま

した。御指摘がありますようにブロックのところに高い木が何本か生えておりまし

て、また農道にも非常に支障を及ぼしている、背後地の農道に通行するのに支障を

及ぼしているという状況も確認されました。また、亀裂も生じ傾斜しているという

状況もあります。先ほど述べました耐震性や、ある程度詳しい人に見てももらって

おりますが、非常に危険性があるという状況もありますので、我々として、敷地内

の整地も当然のことながら、やはり建物等についても解体除去という形で検討をし

たほうがいいのではないかという結論に至っておりますので、そういう話をさせて

いただいたところでございます。 

以上でございます。 

○６番（中倉広文君） 是非とも早急な対応をしていただきますように要望いたします。 

次に、ＳＤＧｓの取組についてお聞きします。 

先日、昨年４月より活動をされているＳＤＧｓ推進協議会との交流会、中央公民

館で開催されまして、その中でサーキュラーヴィレッジ構想についての説明会とか

協議会メンバーからはそれぞれの自己紹介を兼ねてＳＤＧｓに係る事業内容の報告

を受けました。 

本町が実施しているＳＤＧｓへの取組はとても先駆的な事業ではあるとは思いま

すが、実際、本町住民がどの程度理解されているのか甚だ疑問なところです。住民

の主体的な取組あっての本事業であると考えます。このＳＤＧｓの事業内容、目指

すべき方向性、それぞれの立場の役割、なすべきことを住民にも示し、さらに理解

と協力を得ることが重要であります。 
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以前にも同僚議員からこの件について質問があったと思いますが、本町の責務と

して、ＳＤＧｓの取組の現状と今後の方向性についてしっかりとわかりやすく住民

に示すべきではありませんか。考えをお聞きします。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

御承知のとおり、国内外で高い評価を受けております本町のリサイクルを起点と

して、「リサイクルのまちから未来をつくるまちへ」というスローガンのもと、民

間企業４社とともに一般社団法人大崎町ＳＤＧｓ推進協議会を、令和３年４月に設

立いたしました。第３次大崎町総合計画に掲げました２０３０年の大崎町の姿をイ

メージ化したものをサーキュラーヴィレッジ大崎町として題して図示しており、こ

の実現に向けて企業連携等を進めております。 

現在は、使用済み紙オムツのリサイクルの実証、テレビやラジオといったメディ

アの活用によるＳＤＧｓの推進、学校現場と連携しての教材開発、また国立環境研

究所をはじめとする組織の研究による本町のリサイクルシステムの客観的検証を行

うことで、様々な角度からＳＤＧｓの啓発活動を促進しております。 

これらの活動につきましては、先日開催された議会、衛生自治会、ＳＤＧｓ推進

協議会の交流会の中で報告があったと承知しております。 

今後は、これまで実績を積み上げてきたリサイクルの取組を国内外に展開し、資

源循環を中心としたＳＤＧｓの取組を加速させ、サーキュラーヴィレッジ大崎町の

実現を目指してまいります。 

この取組が、結果的に本町の地域課題解決に寄与するものと考えておりますが、

御質問のとおり、これらの動きを住民の皆様に知っていただくことは非常に重要な

ことと認識しております。現在は、ＦＭラジオへの出演及び広報紙での毎月のお知

らせを行っておりますが、住民の皆様向けの報告会等も予定しておりますので、さ

らに周知を図ってまいりたいと思います。 

以上でございます。 

○６番（中倉広文君） 活動の中身等について答弁がございましたが、是非とも、いろ

んな機会を捉えて、そういった住民にわかりやすい取組をやっていただきたいと思

います。 

ＳＤＧｓへの取組は、これからの将来、とても期待感あふれる事業だと思います。

住民の皆さんの歩調も、このことが一番大事だと思いますが、そういった歩調も確

認しながら、町民総意の取組となるようにしっかり対応されるよう要望します。 

話は、先日の協議会との交流会に戻りますが、その交流会の中で様々な興味深い

話を聞かせていただきました。その中の一部でありますが、印象に残った話を紹介

をしておきます。ある方から、「大崎町は２０年間、徹底してリサイクルをやって
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きており、現在の分別が当たり前になってきているので、大崎町の中で分別という

取組をさらに改善していくということは難しいんじゃないのかな」とか、「企業側

の原料から製造、流通、販売という流れと、本町住民が行っている消費、リサイク

ルというこういった一連の流れの中で、私たちが行っているリサイクルの取組をさ

らに改善していくためには、リサイクルをしなければならない商品をつくっている

企業の側に何らかのアプローチをする必要がある。そうすることで、本町住民の生

活が、さらに便利になっていくという気付きがあった」という話もお聞きしました。 

また、宮崎大学との連携で大崎町民の購買行動調査を行う予定であり、これは、

本町住民はリサイクルしやすい商品を買うという行動が、他の自治体住民よりも高

いんじゃないかという仮説を立てておられて、実際にそのことを確かめてみたいと

いうことで、今般、購買行動調査を実施されるとのことです。本町のスーパーに協

力をいただき、７００人ぐらいのアンケート調査を行う予定であり、データは企業

連携に生かしていくというお話でした。 

また、さらに、ある方、気候変動等の影響で海面上昇が進み水没の危機にさらさ

れているツバルで育った方です、町長も御承知と思いますが、この方は、大崎町の

取組がどのくらいよいことか学術的に研究し、大崎リサイクルシステムを他の自治

体でも取り組むことによって環境負荷が減少するということを普及・啓発している

とのことです。加えて、企業が環境配慮に取り組むときに、選ばれる地域でありた

い。また、自分たちの暮らしを資源循環に適した暮らしにしていきたいとのお話を

いただきました。この方は、国連広報センターが発しているビデオでも本町の取組

を紹介され、本町の魅力、また今後の可能性についても触れておられます。 

このような有識者の話をお聞きすると、私たちには日常的となった今のリサイク

ルの取組、このことをただ当たり前のことであると済ませるのではなく、この取組

をさらに改良・発展させていかなければならない使命があるのではないかと考えま

す。 

そこで、次の、リサイクルしやすい商品開発に寄与すべきについてお聞きします。 

２０１５年、国連サミットで採択された持続可能な開発目標ＳＤＧｓへの取組は、

現在、多くの企業で関心を持たれており、特に本町リサイクルの先駆的な実績は、

とても興味深く注視されているのではと推察します。先般のＳＤＧｓ推進協議会の

報告会でも示されましたが、現在、この協議会で実施されようとしている商品購買

行動調査や、また実際にリサイクルをしている本町住民から、環境にやさしく分別

しやすい承認についてのアイデアを募るなど、製造販売に関わる企業との連携でリ

サイクルしやすい商品開発に寄与すべきではないかと考えます。恐らく、このこと

は協議会でもそういった計画を持たれ、各メンバーがそれぞれの分野でアプローチ
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をされているのかもしれませんが、そのような計画がスムーズに展開できるよう、

さらに行政も力を注ぐべきだと思います。 

こういった取組は本町だからできることであり、本町だから説得力もあり、さら

に様々な分野へ波及していく可能性も秘めていると考えます。このことについて、

町長の考えを聞かせてください。 

○町長（東 靖弘君） リサイクルしやすい商品開発に寄与すべきとの御質問でござい

ますが、先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、サーキュラーヴィレッジ大崎町

の実現に向けて企業連携を進めております。 

具体的には、現在、関係企業と連携し、飲料パックの注ぎ口のプラスチック部分

を改良した、分別しやすいリサイクル性が向上した商品開発などを行っております。

そういった商品開発をさらに進め、環境に配慮するとともに、住民のリサイクルに

対する負担を軽減できるよう努めてまいります。 

また、宮崎大学と連携し、本町の住民の購買調査についてのアンケート調査を行

い、ごみの分別に取り組むことによる環境意識の変化や商品包装の簡易さなどによ

る購買行動の変化に関する分析を行います。本町で流通している商品は町外でつく

られたものが中心で、リサイクルはできても、ごみそのものを減らすことは難しい

ため、分析により得られたデータをもとに、企業に対して過剰包装をなくすなどの

ごみの出にくい商品開発を啓発するといった働きかけも併せて実施してまいります。 

以上でございます。 

○６番（中倉広文君） 是非とも新たな取組が、またどんどん、どんどん展開できるよ

うに御尽力をいただきたいと思います。 

それでは、次の質問に入ります。 

国民体育大会鹿児島県大会ということで取組状況についてお聞きします。来年２

０２３年に開催される「燃ゆる感動かごしま国体」及びかごしま大会は、本町も会

場となっており、御承知のとおり、鹿児島国体のビーチバレーとデモンストレーシ

ョンスポーツとしてドッジボールが行われる予定です。国体競技開催地として大変

貴重な機会をいただいた本町にとって、選手の皆さんに快く競技していただくこと

はもちろんのこと、応援、観戦など、方々からお越しいただく多くの御来場者に本

町の魅力をＰＲする絶好のチャンスでもあります。残り約１年となった現在、大会

開催についての準備・進捗状況はどのようになっているかお聞きします。 

○教育長（穗園正幸君） お答えいたします。 

現在、実行委員会の協議内容に沿いまして、すべての専門委員会において要項、

要領を整備してきております。総務・企画関係では服飾整備や役員補助員動員計画、

大会開催経費予算の編成、おもてなし等の作業を進行中でございます。競技・式典
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関係では、県等との連携を強化しながら円滑で効率的な運営を目指し、創意工夫を

凝らした運営をするための作業を行っているところでございます。宿泊・衛生関係

につきましては、本町に訪れる全ての方々を温かくお迎えし、くつろいでいただけ

るよう、宿泊施設及び関係機関と連携しながら作業を進めております。 

また、衛生分野におきましては、リサイクルのまち大崎町を多くの方々にＰＲで

きるような工夫をしていきたいと考えているところでございます。 

輸送・交通関係につきましては、安全かつ効率的で確実な輸送手段確保に努めて、

さらに交通安全の徹底を考慮した輸送・交通体制の確立に努めていくところでござ

います。 

御案内のとおり、国民体育大会は広く国民にスポーツを普及し、スポーツ精神を

高揚して国民の健康増進と体力の向上を図り、併せて地方スポーツの振興と地方文

化の発展に寄与するとともに、国民生活を明るく豊かにすることを目的として開催

されます。本町におきましても、来年度の大会開催に向けまして地域・行政が一体

となった取組の中で、町内全体のきずなや連帯感を深め、有意義な大会となるよう

準備を進めてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○６番（中倉広文君） それぞれの委員会を通じて着々と準備が進められているという

ことですが、これまでの国体開催地で抱えられた課題などがあるとすれば、そうい

った部分にもしっかりと気配りをしながら、関係者との連携、今、教育長からもあ

りましたが、地元住民に対しては、大会開催についての意識の共用や協力など、み

んなで盛り上げて喜ばれる大会運営に努めていただきたいと思います。 

そこで、次の、ビーチスポーツ特設会場の機能及び環境は万全かについてお聞き

します。これまでも大丸地区の特設会場では、ビーチバレーをはじめ、多くのビー

チスポーツの大会が催され、私も度々激励に訪れました。白砂青松というすばらし

い環境の、まさに地の利を生かしたイベントに、多くの競技者及び関係者が参集さ

れ楽しんでいただいている様子を見て、とても喜ばしく、これからのこの地のさら

なる活用に期待を膨らませているところです。 

そういった会場に足を運んでいるときでしたが、ビーチバレーボール協会の関係

者より若干要望がありました。それは、競技会場の散水施設について、水量が不足

しているので改善をしていただけないかとの声です。この件については、早速担当

課に報告をし、その対応について協議をしました。その時点では、国体開催中、競

技場への散水用の水量が不足する場合は散水車での対応を考えているとのことでし

た。そういう認識です。しかしながら、現実問題として、国体競技が開催されてい

る状況を考えると、多くの選手、大会観戦者、観戦のお客様が来場している中、そ
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の中を散水車の往来や、また散水中は隣接道路や競技場等に多大な影響が出るので

はと考えます。 

この競技場の散水施設の対応をお聞きすることと、さらにもう１点、これも関係

者からのお話です。大丸運動公園側の、これまで選手等が待機・休息されていた場

所について、過去に雨天時の大会となり、この待機場所の排水がうまくいかず、当

該地に水たまりができてしまい、選手及び関係者、また観客等に支障があったとの

声をお聞きしました。この件についても担当課に報告をしておりましたが、このグ

ラウンド側の水等の排水対策はどうなっているのか。この２点について、見解と対

応をお聞きします。 

○教育長（穗園正幸君） お答えいたします。 

特設会場の整備や環境につきましては、競技場となる砂地場、ほかのビーチバレ

ーボール会場と比較しますと、ごみの漂着物とかそういう混入等がないことから、

選手への安全面で評価をいただいております。さらに、くにの松原の特性や町の所

有する施設を生かしながら、会場環境づくりに努めているところでございます。 

御質問がございました競技会場内の散水施設におきましては、当初の計画より使

用料が増えたため、本年度中に散水施設の改修を行うことにしているところでござ

います。 

また、周辺の環境対策につきまして、国体当日、駐車場等に使用する大丸運動公

園は、雨天時に水たまりになりやすいため、来年度、グラウンド改修を予定してお

ります。 

以上でございます。 

○６番（中倉広文君） 散水施設については本年度の改修予定ということで確認しまし

た。改修の場合に、実際に競技に関わられる関係者、主にビーチバレーボール協会

の方々になろうかと思いますが、こういった改修計画について、この水量で大丈夫

だろうかなど、事前協議をしっかり行っていただきたい。このことを切望いたしま

す。 

また、排水対策については、来年度、グラウンド改修に合わせてということです

が、改修後、不備があった場合を想定して、できるだけ早い時期に改修して、その

効果についてもしっかり検証されますように要望をしておきます。 

こういった各所の改修改善は、今回の国体対応のためだけでなく、今後、この会

場をビーチスポーツのメッカにするものであれば、競技者・関係者に、この会場で

競技できて本当によかったと喜んでいただかなければなりません。そういったおも

てなしの心を常に顧みながら、これからもしっかり取り組んでいただきたいと思い

ます。 
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次の質問に入ります。農道管理についてお聞きします。 

まず、責任区分を明確にし、周知すべきについてお聞きします。今回は、広域農

道及び農免道路は基幹的農道として除外をし、その他の一般農道、特に未舗装の農

道について問います。 

このような農道については、法定外公共物という認識であります。いわゆる道路

法を適用しない道路ということになります。法定外公共物である農道は地域に密着

した施設であるため、草刈り、清掃、補修等の通常の維持管理は、ふだん利用して

いる地域の方々、いわゆる受益者が行う原則になっていると確認しているところで

すが、このような考え方でよいのか、まず、お聞きします。 

○町長（東 靖弘君） 議員さんの御認識のとおりであると思います。 

○６番（中倉広文君） 今、町長から答弁がありましたが、私が地域で農業者及び関係

者と接する際、そのような認識は余り持たれていないんじゃないかなというふうに

考えます。農道については、それぞれの自治体が所有する財産であり、その管理に

ついても自治体で行うべきと考え方が、恐らくほとんどではないかなというふうに

私は認識しているところです。 

しかしながら、そうであっても、一般的には、その農道を利用する関係者で、現

在、草払い等維持管理はなされているところが多いと感じていますが、恐らく、作

業をされている本人たちは奉仕的な間隔で実施されている方が多いんじゃないかな

というふうに感覚ではあります。 

そこで、この一般農道についての維持管理の認識、受益者である農業者等が行う

べきということをしっかりと周知するべきではないかと考えますが、いかがですか。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

法定外公共物である農道の管理につきましては、大崎町法定外公共物管理条例施

行規則に、法定外公共物の日常管理は当該法定外公共物の受益者並びに組織等が行

うものと規定してございます。道路の草払いや側溝の泥上げのように、農道、側溝

を利用するために必要とされる日常的な維持管理は、ふだん利用されている地域の

皆様や組織等にお願いしている状況でございます。 

本町では、町内の１２の地域に多面的機能支払交付金事業に取り組む活動組織が

ございますが、中倉議員さんにおかれましても下永吉地域環境保全協議会の役員と

して御尽力いただいておりますが、各組織の活動範囲におきまして、日頃から農業

用施設や農地の管理につきまして積極的に維持管理に取り組んでおられ、良好な環

境保全が維持されております。 

御質問の、管理の責任区分を明確に周知すべきとありますが、大変重要なことと

認識しておりますので、広報等を活用して積極的に周知したいと考えております。
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また、農道に接している農地につきましては、その耕作者の方々へも、広報のみで

なく関係機関が連携し、周知や指導等を行ってまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○６番（中倉広文君） 受益者としては、即座に受け入れることが難しいかもしれませ

んが、現在行っている農道補修に必要な砕石あるいは生コン等の原材料支給につい

ては、一定単位の請求で対応するということも改めて明示をしながら、自分たちで

管理しやすい農道つくり、こういったことに心掛けましょうなど、一方的な受益者

の責任だというような押しつけじゃなくて、文言にも気配りをしながら周知を図っ

ていただきたいと思います。 

次に、管理の難しい地域を調査し、抜本的な対策をすべきについてお聞きします。 

現在、本町で実施されている、先ほど町長からも触れていただきましたが、多面

的機能支払交付金事業を活用している地域は、それぞれの協議会でも草払い等維持

管理について対応されることがあろうかと思います。しかし、その協議会のエリア

に属さない地区、そういったところはもともとが農振除外地や附帯している農道や

圃場条件が悪く、耕作放棄地も増え始めている状況です。結果として、その地域に

僅かに耕作されている零細な農業者に大きな負担がのしかかっているのが現状であ

ります。 

先日、担当課には、そのような地域の現状を確認していただきました。そういっ

た地域に対して、受益者の義務と切り捨てるのではなく、本町として何らかの対策

を講じる必要があるのではと思います。例えば、先ほど町長からもありましたが、

多面的機能支払交付金事業を活用している近隣の協議会へ、当該地の維持管理につ

いて別途予算で作業をしていただくとか、それが難しい場合は本町で簡易な対応を

するなど、何らかの見直しが必要なことだと思います。ただ、やみくもに行政が関

与すると、農道の維持管理について農業者の意識が低下するということにもなりか

ねませんので、該当する地域、農道等をしっかりと調査し、対策を講じるべきだと

思いますが、このことについてはいかがですか。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

先ほどの答弁にありますとおり、農道の日常的な管理につきましては、ふだん利

用されている地域の皆様や農地の耕作者などの受益者や、多面的機能支払交付金事

業に従事される組織の皆様に、伐採や側溝の泥上げなどの管理をしていただいてお

ります。また、町の原材料支給制度におきまして、砕石、生コン、トラフなどの資

材を支給して、集落の皆様方に農道等の維持管理に努めていただいているところで

ございます。 

しかしながら、集落や農業従事者の高齢化や離農に伴い、道路の維持管理が困難
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になってきている状況にあると感じております。中山間地域や集落等の高齢化によ

り管理の困難な地域につきましては、多面的機能支払交付金事業の活動組織の地区

の拡充や新たな取組地区の推進を図るなど、県や関係機関による情報の共有や、町

としましても地域の現状を見ながら効率的な対策が講じられるよう検討していきた

いと考えております。 

○６番（中倉広文君） 今、町長の答弁で、エリアの拡充というような話が出てきまし

たが、確認ですが、現在の多面的機能支払交付金事業の協議会設立当初、今から十

五、六年前だったと思いますが、当初は農業振興地域外の農地については、この事

業の受益者に含むことはできないというような認識を私は持っていたんですけれど

も。私が懸念するのは、農道の管理が行き届いていないところというのは、こうい

った農振除外の農地が多いということから、この交付金事業の協議会では対応は難

しいのかなと考えるんですが、このことについてはどのような取扱いになりますか。 

○町長（東 靖弘君） ただいまの御質問につきましては、担当課長の答弁とさせてい

ただきます。 

○耕地課長（竹本忠行君） お答えいたします。 

農振除外の農地につきましては、多面的機能支払交付金事業の協議会での対応は

難しいのではないかとの御質問でございますけれども、鹿児島県が示しております

鹿児島県多面的機能支払の実施に関する基本方針に、交付金の算定の対象とする農

用地につきましては、次に該当する農用地とございます。まず、農業振興地域内に

ある農業地、次に、農業生産の継続性及び多面的機能の維持の観点から、農業振興

地域内の農用地と一体的な活動が必要と認められる農振白地、いわゆる農振地域外

の農地等についても認められると規定されておりますので、そのような対象農地に

つきましては、町と各協議会との協議において農振農用地と一体的な活動が必要と

認められることが確認することができれば、対象農地として対応していただくこと

が可能であると考えております。 

以上でございます。 

○６番（中倉広文君） 一体的な活動、こういった一定の要件を満たせば編入が可能だ

ということの答弁でした。 

そうであるならば、こういったエリアに入っていない地域については、町内いろ

んな地域があると思いますが、現状を確認されて、既設の協議会に打診などをして

対応の可否も含めて協議を進めていただきたいと思いますが、このことについては

いかがですか 

○町長（東 靖弘君） このことについては、大分、担当課長、担当課職員と協議もい

たしました。多面的機能支払交付金事業の範囲で現在やっていただいておりますけ
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れども、やはり関連する農地があるし農道があるしというところでエリアを広げる

べきではないかということの話をいたしましたことと、非常にすばらしい制度があ

るので、これをもっと他地区においても広げていくこと、あるいは畑地帯において

も広げられないかということも話し合ってまいりましたので、これについては、議

員の御質問がありましたとおり、調査しながら、そういった協議をできるようにし

ていきたいと思います。 

○６番（中倉広文君） 是非ともそのような対応を取っていただいて、農業者の負担軽

減ということを第一に考えて取り組まれるよう要望しておきます。 

後の質問に入ります。行政情報のＳＮＳ活用について。質問事項は１点のみで

す。防災無線や広報紙の内容なども活用すべきについてお聞きします。 

現在、本町ではＬＩＮＥやフェイスブックなどのＳＮＳを活用され、本町あるい

は周辺地域に関連するイベントや新型コロナに関する情報などを発信しています。

かつてはなかったツールを使い、新しい情報が瞬時に取得できるため、住民の利便

性の向上に多少なりともつながっているのではと思います。 

しかしながら、隣接自治体や他市町村の活用乗用を確認しますと、さらに多くの

情報がタイムリーに発信されており、利用者にはとても喜ばれているのではと考え

ます。先日の台風１４号接近に係る様々な情報も逐一伝達されておりました。本町

でも、先ほど述べたアプリなどを活用し、避難指示や避難所開設等の情報が発信さ

れておりましたが、そういった情報発信に加えて、防災無線で放送される内容とか、

あるいは町広報紙などに掲載される主な情報、またホームページの 新情報の更新

などについても、こういったＳＮＳをさらに活用すべきではないかなと思います。 

あと、私は農業を営んでいるので、さらに要望しますが、本町の主な作物につい

ての病虫害発生状況というのがよくテレビなんかでもあるんですけれども、こうい

った予報も含めて、関係機関と連携して情報提供できたらとてもありがたいツール

になるのかなというふうに思います。 

その他、利用者の多いアプリも併用して、ＬＩＮＥというのが恐らく私は想定し

ているんですけど、こういったものも併用して、できるだけ多くの住民の皆さんに

新の情報が伝達されるような工夫と、また、こう行った本町のサイトから様々な

関連サイトへ即座にリンクできるような住民目線の配慮も必要かなというふうに思

います。そういった配慮を施すことで、住民の皆さんと役所や公共的な事業を展開

されている関連の団体、こういったところと、より身近な存在になっていくのかな

というふうに考えます。 

すべての住民の利便性が向上するわけではありませんが、多くの方々がこのよう

な改善で、より便利になったと感じるものはないかと思います。そのような取組に



 

－ 99 － 

ついて、町長の見解を求めます。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

現在、大崎町で運用する公式ＳＮＳにはＬＩＮＥ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、インスタ

グラムがありますが、ＬＩＮＥについてはコロナワクチン予防接種の申込み専用と

なっております。 

そこで、公式ＬＩＮＥにつきましては、現在、表示される内容を更新中であり、

本年中には新たな公式ＬＩＮＥとして運用を開始する予定でございます。 

新たな公式ＬＩＮＥでは、町のホームページや広報紙へ直接つながることが可能

となる予定ですが、今後は、運用規定を含め、住民にわかりやすい公式ＬＩＮＥと

なるよう検討してまいりたいと思います。 

○６番（中倉広文君） 進められるということで答弁をいただきました。行政情報なの

でセキュリティの問題とか、あるいは規制制限も考慮しなければならないと思いま

すが、他自治体の活用法などもいろいろ調査できると思いますので参考にされなが

ら、できれば早い段階で少しずつでも改善が図られればと思います。 

今回の質問は、行政情報の発信という一方的な行政サービスに着眼しましたが、

ハッシュタグ機能を活用して災害情報の収集とか住民からの要望も瞬時に確認でき

るサービスを展開している自治体もあります。このことも、以前の質問で紹介した

経緯がありますが、そういった活用できる利便性の高いツールは、もっともっと活

用されるように要望して、私の質問を終わります。 

○議長（神﨑文男君） 以上で、本日の一般質問は終了いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） 以上を持って、本日の日程の全部を終了いたしましたので、本

日はこれをもって散会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後３時１３分 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） これより、本日の会を開き、直ちに会議いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（神﨑文男君） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、６番、中倉広文君、及び

７番、吉原信雄君を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 一般質問 

○議長（神﨑文男君） 日程第２「一般質問」を行います。 

一般質問は、通告順により許可いたします。まず、１番、平田慎一君の質問を許

可いたします。 

○１番（平田慎一君） 本年８月に、京セラの名誉会長でもある稲盛和夫氏の御逝去に

対しまして心より哀悼の誠を献げ、利他の精神、利他の心を持って経済対策、産業

振興の質問に臨ませていただきます。 

産業振興対策について、コロナ禍の３年に及ぶ長期化に伴う経済の停滞と雇用と

賃金の相対的悪化は、社会的に弱い立場にある非正規雇用者や零細企業経営者など

に大きな影響を与えています。また、追い打ちをかけるように、ロシアのウクライ

ナ侵攻による国際情勢に見られるグローバル化への世界経済の急速な変化、我が国

においては１ドル１４５円に迫る円安による物価高騰や、食料安全保障にも関わる

燃料、飼料、肥料、資材等の高騰、目前に迫る電力エネルギー危機と産業経済に及

ぼす危機的状況です。 

今般の補正予算に、議案にも上程されています、小売電力事業者の撤退による電

力料金の増額や学校給食の仕入れ単価の増額、特に輸入品等の食用油が２倍になっ

ているように、本町にもその実害といいましょうか、如実に表れております。デー

タで見ても、帝国データバンクの２０１８年から本年８月の倒産件数は、年間 多

を記録しております。経済指数の川上といわれる企業物価指数ですけれども、これ

は過去 高の９％、川下といわれる消費者物価指数は２.４％と、これはじわじわ

と上がっております。輸入物価の上昇率は４２.５％、これはほぼ倍の状況です。

海外のようなインフレでもなく、デフレからの脱却とよくいわれておりますが、デ

フレーションとも違い、これはスタグフレーションといわれる情況に陥っているの

が現況です。不況と物価高の状況なんですが、端的にいうと賃金は上がらないのに

物価だけ上がっていくことを指しますが、そのような経済状況の中、本町の産業の
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現状認識と振興の対策について、まず、お示しください。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

コロナ禍及び国際情勢や円安により、住民生活において大きな影響を受けている

という認識でございます。企画調整課において、町内事業者にヒアリングしたとこ

ろ、ここ数か月間で影響は特に大きくなっており、仕入れや光熱水費、燃料費のほ

かに輸送費等の負担が増加しているとの意見がございました。 

これらのことを受けて、６月議会において原油価格・物価上昇対策支援金の予算

を計上し、昨年と比較して売上げに対する経費の割合が１０％以上上昇している事

業者に対して１５万円から２０万円を支援しており、９月１２日現在で５２件９０

０万円の申請、交付の実績がございます。また、原油価格・物価上昇は、現在進行

形で続いていることから、昨年と比較する対象時期を４月から６月まであったもの

を、９月までの連続する３か月に延長し、影響を受けた事業者に対して広く支援し

ていくよう運用しております。 

また、７月２１日の臨時議会では、５,０００円で１万円分の商品券が購入でき

るプレミアム率１００％の原油価格・物価上昇対策プレミアム商品券発行事業の予

算を６,４２０万円計上し、９月１日から商工会及び野方改善センターで販売を開

始しております。 

また、保健福祉課においては、コロナの影響により困窮する方の支援策として、

非課税世帯や子育て世帯などに対する給付金のほか、社会福祉協議会が窓口となっ

ております緊急小口資金のコロナ特例貸付けなどを利用していただいております。

さらに、国は、物価・賃金・生活総合対策として、非課税世帯に５万円の給付金を

支給するとの情報がございます。引き続き、生活困窮者の様々な相談に対して、そ

の内容に応じた制度につなげるための支援を進めていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○１番（平田慎一君） 経済状況がですね悪化している状況は今後も多分続いていく方

向性だと思います。厳しい状況ではあると思うんですが、その中で、町長も若干触

れましたけども、生活困窮者の認識や対応の部分がですねやはり本町としても対応

していくのかなというふうに思っております。 

コロナ禍による経済的影響は必ずしも平等ではなくてですね、もともと生活が厳

しかった女性、若年層、非正規雇用や社会的に支えが少ない人や、年金受給を含む

脆弱な立場にいる人に、より大きなダメージが及んでいるといえます。こうした

方々への支援が重要になってきていますが、そういう方々の現状認識と把握ですよ

ね、それを踏まえた対応や対策はどのようになっているのかお示しいただくととも

に、本町が取り組んでいる、また考えている命を守るセーフティネットという観点
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ですよね、この部分も含めてお示しいただきたいと思います。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

本当に支援が必要な方へはどのような対応を取っていくのかということでござい

ます。確かに、真に生活に困窮している方への支援というものは大切であると認識

しているところでございます。 

しかしながら、コロナ禍における生活困窮者の状況につきましては、現時点でど

れくらいの方がコロナの影響により困窮しているのかは、一部を除いて相対的には

把握しておりません。生活困窮者も様々であり、コロナに関係なく、体調不良や家

庭環境の変化などにより困窮されている方がいたり、生活スタイルの違いから生活

困窮と本人が認めないケースもあります。そのため、自ら相談される場合に、その

内容に応じた担当者がそれぞれの制度を活用するなどして対応しているのが実情で

あります。 

困窮者の把握の法方といたしましては、地域の民生委員や自治公民館長さんなど

へ支援制度を周知するなどして困窮者の情報をいただきながら対応してまいりたい

と考えております。 

○１番（平田慎一君） 状況把握については、やはり本町でやるに当たっては、今、町

長がいわれたように民生委員さんとか自治会長さん、特に区外の方等も含めた現状

把握というのが難しい部分もございますが、その辺も十分認識しておきながら、セ

ーフティネットという、やはりその部分は考えていかなければならないのかなと、

本当に困った方々というのをですね支えていかなければならないのかなというのは

非常に思っております。特に、やっぱり目に見えにくい部分、先ほど町長が言った

ように、本当に困窮しているんだけど、そこを認めないと言われる方も確かにいら

っしゃると思います。特に、そういう部分はですね、子どもたちがいる御家庭の場

合は、そういう負担が子どもたちに来る部分もございますので、その辺は教育機関

との十分連携を取りながら、そういう部分は認識して対応していっていただきたい

なというのは伝えておきます。 

その部分に関してですね、本町の社会福祉協議会でちょっとお調べさせていただ

いた部分で、先ほどちょっと、 初の答弁で町長もちょっと言っておりましたが、

ここ直近の１年のコロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金等の生活福祉貸付金

ですよね、福祉資金貸付けの件数をちょっと確認させてもらいました。この件数が

ですね過去 高になっています。副町長も、もともと社協にいましたから十分認識

されると思うんですけども、中身的に言うとですね生活福祉資金、これは通常のや

つが９件で５５０万円、端数はちょっと削除していますけども、厚生福祉資金、こ

れは４件で１５万円。これは先ほど町長がちょっと触れましたけども、新型コロナ
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特例貸付けが相当増えているんですけども、相当あるんですけども１１８件で４,

２００万円。年齢別で見ると、５０代から６０代が約４割ほど、母子家庭が２割程

度ですね、そのほかが４割、幅広くですね。若年層は少ないということです。親御

さんが世帯主になっていますから、その部分も加味しているんですけども。 

今後の経済状況を踏まえ、生活困窮者の推移はやっぱり上昇すると思われます。

サイレントマジョリティといわれるものを言えない人、言わない人たち、本当に支

援が必要な方への把握と支援が大切であるとも考えますが、もう一度聞きます。こ

ういう部分を含めて、さらにどのような対応を取っていかれるのかお聞きいたしま

す。 

○町長（東 靖弘君） 新型コロナウイルスが発生をして３年近く、多くの皆さん方が

日常の生活を余儀なくされているという状況であります。また、このことによって

失業したり、あるいは解雇されたり、そしてまた、そのことによって収入が不足し

てきて生計維持が困難になってきたことと、おおむね３年間の間には、たくさんの

そういった事例を新聞等でも見てきたと、あるいは事実見てきていると思っており

ます。 

こういった生活困窮者の方々を、原因を究明しながら支援していくことは、当然

そういった調査をしながらやっていく必要があると理解しているところであります。 

社会福祉協議会が地域福祉の核となるということで、社会福祉協議会においては

いろんなボランティアの団体の方もおられるし、あるいは心配事相談所も毎週１回

開催をしております。そしてまた、業務上は訪問介護、居宅支援ということをやっ

たり、平田議員のお話の中でありましたように、生活福祉資金の貸付け、これは県

社教がやるものであります、そしてまた厚生福祉資金の貸付け、これは町社教がや

るわけでありますが、そういった心配事相談あるいは民生委員さん等がそういった

ことを把握できたら、こういった制度で一時支援することもやはり浸透させていく

必要があると理解しております。新型コロナウイルスがどこまで持続していくのか

不透明でありますけれども、確かに、それで社会が大きく変わってきたことは事実

でありますので、そういった根底のところはしっかり見定めていきながら支援体制

ができるような努力は担当課共々やっていきたいと思います。 

○１番（平田慎一君） 是非ですね情報の浸透を図る、やはり社協が中心となってやっ

ていく部分が多大にあると思いますが、やっぱり予算付けもですね緊急事態ですの

で、ある程度出せるような方向も考えていっていただきたいなという部分は付け加

えておきます。 

またですね、これも若干町長が言っておりました、コロナ禍が長期化して起きる

リスクとしてですね、確かに正規の人の失業リスクとか非正規の人のダメージ拡大
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とかですね、あと、また貸付けによる債務がかさみ、生活再建できない人が増えて

いく、返済期間が始まりますから、３年前ですから、これは民間の貸付けも含めて

何ですけれども、こういう部分が増えていく。あと、住まいを失う人が増えていく

という部分もですね、家賃滞納とか更新料が払えないとか、これは商売をされてい

る方も含めてですけれども。あと、子育て世帯に深刻なダメージ、これは進学、就

学にも影響していくという状況もあるみたいです。あと、生活保護利用者が増加し

ている。あと、要保護者が生活保護申請を躊躇しているというような状況もかいま

見えているということなんですけども。こういう部分の施策というのも近隣市町を

含めて行っている部分もございますが、近隣市町との施策の違い、開きですよね、

本町、いろんな政策、施策行っていっているわけなんですけど、違いについての認

識というか、その辺の部分の御認識をちょっとお聞きしておきます。 

○町長（東 靖弘君） 近隣市町との施策の開き、違いについての認識はということで

ございます。本町としましては、コロナに特化した生活困窮者に対する独自の政策

は行っていないところであります。近隣市町村を見ましても、緊急小口資金の対象

者に対して上乗せの給付金を支給するなどの独自事業を行っている自治体もござい

ますが、ほとんどの自治体が国・県の施策が中心となっているという状況でござい

ます。 

○１番（平田慎一君） 県外とか結構大きいところになると、予算が潤沢にあるところ

はですねそういう緊急資金を出したりしているところもあるみたいですけども、本

町もできる予算がある場合はですねそのようなところも取り組んでいっていただき

たいなと、その辺の活用という部分では子ども食堂とかですね、前ちょっと御質問

させていただきましたが、そういうところを中心に考えていっていくのも１つの手

なのかなというふうに思います。 

また、円安のようなこのときこそ、菅元総理が、日経だったか産経だったか新聞

だったんですけども載っていましたが、農林水産品の輸出促進支援を円安をいかす

国の政策として求めておりました。悲観するだけではなく、状況に即応した適時適

応する地方独自の施策を考えていかなければならない。本町は隣に志布志港という

国際港湾があります。高速交通網も整備されています。大隅半島はすんくじらと揶

揄されていましたが、今からは世界に開かれた、発信できる地域となっていきます。

ストロー現象で持っていかれると悲観するのではなく、逆に、どうすればこっちに

逆ストロー現象を起こすか、共に考えていければと思います。そのような意味合い

も含めて、次の農林水産業の振興についての質問に入っていきます。 

農林振興の現状なんですけども、これもですね資材や肥料、飼料、燃料ですね、

この高騰による三重苦、四重苦、特に畜産業界等は子牛の値段も下がっております。
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そのような状況である現状をどのように認識し、対応・対策をどのように行ってい

くのか。これは国・県の農業関係の施策、方向性、県議会も今開催されておって、

いろんな部分の予算が結構出てきておりますが、その辺との連携も含めて、まず、

対応・対策をお示しください。 

○町長（東 靖弘君） 農業の現状につきましては、コロナ禍における経済的影響や国

際情勢を受けまして、農業生産に必要な資材等が軒並み高騰しており、農林水産統

計の農業物価指数によりますと、令和４年７月現在、前年同月比で肥料が３６.

５％の増、飼料が２０.３％の増、建築資材が１６.０％の増と、いずれも高騰して

おり、農家所得の減少が危惧されているところであります。 

これらの対策としまして、国の肥料価格高騰対策事業や施設園芸のセーフティネ

ット構築事業、県におきましても物価高騰対策事業が行われる予定であり、今後も

様々な事業が展開されますので、これらの事業を適切に活用いただけるよう、引き

続き、農業者の皆様へ周知を漏れのないように図っていきたいと考えております。 

また、本町の単独事業といたしましては、原油・原材料価格高騰緊急対策事業と

しまして、今回の９月補正で計上させていただいているところであります。 

以上です。 

○１番（平田慎一君） 初に説明されました１５万から２０万円の原油の町単事業は

行っているということで認識しておきますが、国・県の政策なんですけども、この

情報提供ですね、これはやっぱりスピーディな情報提供が必要であるというふうに

思っているんですが。特にですねこういう緊急の公募期間の短い補助事業は情報提

供について、基本、郵送での送付になっていると思います。これは本町の場合は国

分経由になりますよね、霧島の、なっている関連もあって、生産者に情報が届くの

に数日の日数を要します。要は、タイムロスが起きているという状況があります。 

このようなタイムロスは早急になくすべきであり、その手段として、生産者に一

斉にＳＮＳ等や電子メール等での情報提供が必要であり、また、そのような声が現

場からも出ていると思います、それが現実だと思いますが。やはり、早急に改善す

ることで、行政側も生産者も相乗効果を生むと考えますが、そのような取組を行う

べきと思いますが、いかがお考えでしょうか。 

○町長（東 靖弘君） 以前から平田議員から、農業者の皆さん方への情報の早期提供

ということは言われておりましたので、担当課としてもそういう認識を持ってやっ

ているところでございます。 

期間が短かったりしますので、情報を早く察知して、そして申請を上げていくと

いうことは、当然必要でありますので、そういったことにつきましては前向きに情

報の手段は捉えてやっていきたいと思います。 
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○１番（平田慎一君） ＤＸの推進の計画書のほうにも封筒に対応した申請の情報化の

推進をするというふうになっております。やはり、１週間で提出しないといけない

資料とか補助申請のやつとかありますので、ほかの大きい農業法人さんとかそうい

うところはすぐやっぱりデータでつくれるんですけども、中小零細となるとなかな

か、あと３日で出してくれとか、明日出してくれとか言われてですね厳しい状況が

ございます。やはりそういう部分は一刻も早く電子メール等を使ったそういう情報

発信というのにやっぱり取り組んでいっていただきたいなと。今、町長がそういう

形でやっていくということだったので、是非、そのようにしていっていただきたい

というふうに思います。 

ちょっと指摘事項なんですけれども、利他の精神に反する部分ですけど。中間管

理機構の利用権設定している農地について、実は地主の方が直接耕作者に対してい

われのない苦情を言ってくる、これは農地の使い方についてなんですが。これがで

すね農林振興課に来てどうにもならず、突っ返されて、問題ないということでです

ね。今度は農業委員会に苦情を言いに来たと。その後にですね、今度は耕作者と前

の耕作者の自宅に押しかけてですね、農業委員会がお前たちの農地の使い方が悪い

からどうにかしろといって怒鳴り込んできている状況がありました。これはですね、

要は中間管理機構ですね、県の、出先機関ですけども、耕作者との利用権設定にな

っているはずなんですけども、契約ですよね、地主さんは別として、機構と契約し

て補助金をもらって農地を貸し出しているはずなんですが、農地の契約に対してど

のような対応・対策になっているのか、個人情報も含めてですけども。また、農林

振興課と農業委員会との情報共有ができているのかについてお聞きいたします。 

○町長（東 靖弘君） ただいまの御質問につきましては、それぞれ担当課のほうで答

弁をさせていただきます。 

○農林振興課長（上野明仁君） お答えいたします。 

農地の契約につきましては、農林振興課のほうでは機構と耕作者の契約について

事務を進めております。農地の管理について県と確認しましたら、現契約者が返す

ときには原状復帰すべきだということで見解をいただいております。 

以上です。 

○農委事務局長（相星永悟君） お答えいたします。今の農林振興課長と重複する点も

あろうかと思いますけども、そこは御了承いただきたいと思います。 

主に農林振興課では、耕作者それから貸し借りが発生した場合の賃借料、あるい

は機関を決めるわけですけれども、平田議員も御存じのように、農業委員会ではそ

れらの内容を定例総会で審議し、許可後に契約が成立となるわけです。その契約内

容を農業委員会では農地基本台帳で管理しているわけでございます。 
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中間管理権のほかに利用権ですとかその辺のことがありまして、二重の権利が発

生しないように管理をしております。後々、また機構集積の協力金の返還が生じる

場合もありますので、その辺のところは大事なことですから、間違いなく管理をし

ているところでございます。 

それから、情報共有ということでありましたけども、平田議員も御存じのように、

農林振興課を農業委員会、通路を挟んで相対して配置してありますので、情報の共

有につきましては、お互い担当者が行き来して台帳を見るなりとかしてなされてい

ると思います。それから、相談者の方も、仮に農業委員会が窓口であっても、これ

は中間であれば農林振興課だなというふうに即対応ができると考えております。 

それから、 初言われましたトラブルの件とかについては、私どもの説明不足だ

ったのか、これは仮定ですので、相手の方の理解不足のこともあったかわかりませ

んけれども、今、こうやって質問をいただいて、農林振興課とも協議をしましたけ

ども、精査できましたので、相手の方にまた御理解いただけるような対応は取りた

いと思います。 

以上でございます。 

○１番（平田慎一君） こういう案件はですね実は１件ではなくて、私も農業委員のと

きに何件かあった部分がございます。地主さんがですね使い方が悪いと、ちゃんと

ぎりぎりまで耕耘しろとかですね、そういう苦情を言われる方もやっぱりいらっし

ゃるんですよ。やっぱり耕作者との権利関係というのは違うわけですから、やっぱ

り言う場所が違うというのは認識していただかないと、要は、本当、耕作される方

もいらっしゃらなくなる。そういう案件はですね結局、耕作する方がいらっしゃら

なくなって、どうにかしてつくってくれということで無償で近隣の人にソバだけつ

くってもらうとかですねそういう状況になっています。あと何箇所かはもうつくっ

てくれないという形とかですね、やっぱりそういう場所も出てきています。 

やっぱり 終的にはそういうことになって耕作放棄地化していってします。そう

いう現状も十分地主さんにも伝えてですね情報共有しながら情報発信も併せてしな

がらやっていかないと、いきなり昼間、本人がいないところで、奥さん、子どもし

かいないところに怒鳴り込んでこられても、やはり大変な状況になりますので、そ

こはですね十分御認識いただいて対応していっていただきたいなという、これは多

分、今後も出てくる案件だと思いますので、委員会のほうをお願いしておきたいと

いうふうに思います。 

次に、和牛共進会についてですけども、惜しくも全共への出場とはなりませんで

したが、本町から鹿児島県畜産共進会、 終選考のほうに、曽於地区の、４頭の出

品がなされました。２区の西野さん、サトミ号ですね、３区の原田さん、マルミ号、
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４区の園田さん、マコト号、６区の吉元さん、アイリ号、ほぼすべての区間で出て

おりました。議会でも応援に会場に行こうという声もありましたが、コロナ禍の中

で人数制限のため、出席を断られたという部分もございました。曽於地区 終予選

に残られた生産者の努力と技術員との連携のたまものなのかなと思いますが、引き

続き、さらなる飛躍に向けて、町長が言われている農業のまち、畜産のまち大崎、

これをどのように行政として、今後もまたサポートしていくお考えなのかを、まず、

お聞きいたします。 

○町長（東 靖弘君） 本町における和牛共進会の今後の取組につきましては、これま

でも行ってまいりましたが、本町の基幹となるように県や曽於地区の家畜改良委員

会が推進する家畜改良増殖方針及び計画交配に基づき、家畜の導入保留を積極的に

推進してまいりたいと思っております。 

今回、議員のお話にもありましたように、本町から４頭、県共に出品することが

できました。そういった方向性を持って、かねてから協議を進めておりまして、生

産者の出品者の皆さん方の意欲の向上が非常に見られたし、雰囲気的に盛り上がっ

てきたのかなという感じを受けておりますので、やはり、そういった気持ちが多く

の生産者の方々にも伝わるようにやっていきたいと思っております。 

○１番（平田慎一君） 今回７年ぶりに 終選考まで残った。全共においてはですねや

っぱり肝属が結構強いですよね、東串良とかを含めて。聞いてみると、やっぱり技

術指導の部分の力の入れ方が違ってきているのかなと、あと、商売的に考えると、

技術指導のほうにだけ特化してやると、どうしても採算性という部分でという、経

済的な部分で考えるとという、何かそういう部分もあるようです。 

しかしながら、全共でやはり上位をとる、日本一をとることによって付加価値、

鹿児島県の経済の不要という部分に対してはものすごいメリットがあると思います、

特に本町に対してもですね。そういう部分においても、本町の畜産振興という部分

はですね売上高において断トツで畜産が高いわけですから、その部分のてこ入れと

いうのはですね、町長が特に畜産のまちという形で言っておりますので、今後も取

り組んでいっていただきたいなというふうに思います。また、同僚議員も、この部

分に対して質問していかれるというふうに思っておりますので、また併せて見てい

きたいなというふうに思います。 

次に、農業公社の進捗状況について、行程とかについてちょっと御質問していき

ます。公社の設立に関する委員会が立ち上がっていると思います。委員の人選状況

と委員会内容をお示しいただきたい。併せてですね機械センターと公社の二本立て

になっているわけですよね本町の場合は。ほかの市町村の農業公社と規模が変わっ

てくるのかと思います、予算規模的にですね。機械センターの農業機械等を入れ替
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えたりもするのかも含めて、予算規模の今現在の方向性がわかれば、スケジュール

等の発足までの流れも含めてですけども、行程です、それも併せてお示しいただき

たいと思います。 

○町長（東 靖弘君） 具体的な事柄についての御質問でございますので、担当課長の

答弁とさせていただきます。 

○農林振興課長（上野明仁君） ただいま、農業公社についての御質問でございます。 

まず、スケジュール案ですが、本年５月１６日に設立準備委員会の中でお示しし

まして、令和６年９月の設立に向けて準備を進めているところでございます。 

それから、委員の人選状況ということですが、委員の構成につきましては、農業

に専門的知識を有している関係機関の方々にお願いしているところでございます。 

それから、委員会の内容につきましては、農業公社の設立及び準備に関する協議、

それから農業公社の役割及び取組内容についての検討、それから他市町の農業公社

の取組についての調査及び研究を委員会の中で検討していただいているところでご

ざいます。 

それと、今、委員会の中には準備委員会、それから幹事会、それからその下のほ

うに作業部会という３部構成で公社設立に向けて検討を進めているところでござい

ます。 

以上です。 

○１番（平田慎一君） 予算規模的には大体、機械センターなんかの入れ換えとか、や

っぱりそれは考えているんですか。 

○農林振興課長（上野明仁君） 機械センターにつきましても、機械センターから引き

継ぐ機械、それから更新する機械等も検討していただくことになりますので、予算

の規模については、部会の中でどういったものが必要になるのか、まだ検討段階で

すので、今のところ、まだ予算の規模についてはわかっていないです。 

それと、事務所の場所もまだ決定しておりませんので、その場所を決定いたしま

して、事務所の改修が必要になるのかということも含めて、今後、検討していくこ

とになっていきます。 

以上です。 

○１番（平田慎一君） 令和６年９月設立予定なので、その前にですね情報報告という

のは随時していっていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いい

たします。 

次に、林業の現状認識と対策についていきますが、日本の森林面積は国土の３分

の２に当たる約２,５００万ヘクタールで、木材生産が主目的の人工林が約４割、

多くは終戦直後や高度経済成長期に植えられた杉やヒノキで、人工林の半分は伐採
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の適齢期となる樹齢５０年を超えており、計画的な伐採や植え直しの重要性が増し

ています。 

伐採から再造林、育成に至る森林資源の循環利用、先人が植えて育ててきた資源

をサスティナブルに利活用していく必要があります。それを担う林業従事者、担い

手が不足しています。ここ１０年は低下に歯止めがかかっていますが、ピーク時の

約３分の１程度まで減少しています。農業と違う部分では、若年層の林業従事者は

増加傾向にありますが、本町の森林面積並びに林業従事者の推移、林業に対してど

のような課題があると認識されているのかをお示しください。 

○町長（東 靖弘君） 本町の森林面積は３,４８６ヘクタールで、総面積の３１.２

８％を占めております。林業従事者の推移は、国勢調査によりますと平成２２年は

２９人に対し、令和２年は１８人となっており、１０年間で１１人減少している状

況であります。 

林業を取り巻く課題としまして、近年、木材需要の高まりにより主伐が増加して

いる状況でありますが、後継者不足等による森林所有者の森林施業による適切な更

新が図られていない森林もございます。今後、曽於地区森林組合など関係機関と連

携して担い手の育成を行い、林業労働力の確保及び林業労働者のスキルアップに取

り組み、森林の持つ多面的機能を発揮させるため、保育や間伐を適切に実施してい

くことが重要であると考えております。 

以上です。 

○１番（平田慎一君） ２９人から１８名ということですね。昔は私も林業の部分を携

わっているんですけども、半農半エックスじゃないですけど、林業もしながら、中

山間地は特にですね農業もしてという部分のやり方というのもあったと思いますが、

大分、今現状がそういう方々が減ってきている。特に林業は、死亡事故が高い、危

ない危険な部分もございます。新聞テレビ等にもよく出ております。保険料も断ト

ツで一番高いです、掛金がですね、という現状もございます。 

でも、その中で、今、志布志市なんかは外山木材とか企業が入ってきています。

今度、住友林業が入ってくる、御存じだと思いますが、企業誘致としてですね入っ

てきますが、今整地しておりますが、この意味合いはちょっと大きいのかなと、林

業に対しては、この地域の林業形態に対しては、日本ナンバー１の企業でございま

すし。 

林業形態にとってはですね取り扱うロットと品質が違ってきますし、輸出用の港

にある木材、志布志港に山積みになっていますよね。あれはいわゆるＣ材といわれ

る、国内では需要でチップ材とか曲がり材といってあまり使われないようなんです

ね、輸出用の。そういう資材で、輸出払戻税を御存じかどうかわかりませんが、要
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は税金が戻ってくるんですよね、輸出する業者、そういう税が。それで利益が取れ

ているから多分志布志港の輸出はされていると思うんですけれども。私も輸出に携

わったことがございますから、あれなんですが。 

国内で使わないものや高級なものを国外の需要に乗せる手法を考えていくことが、

この地域の経済的浮揚、特に林業の浮揚には考えていっていく部分でもあるのかな

というふうには思っております。 

そことは別に、森林譲与税、今日の新聞にも南日本の社説のほうに載っておりま

したが、２０１９年度から国が森林の整備保全へ地方自治体に配っている森林環境

譲与税ですが、その半分が使われていないと。山村の活性化や森林の適正な整備、

保全に優先的に活用すべきですが、全体の５４％に当たる約２７１億円が基金に積

み立てられているという、これは自民党地球温暖化防止のための森林吸収源対策プ

ロジェクトチームが公表しておりましたが。本町の譲与税の状況はどうなっている

のか、また、どのような予算の使い方を考えているのかをお示しください。 

○町長（東 靖弘君） ただいまの御質問につきましては、担当課長の答弁とさせてい

ただきます。 

○農林振興課長（上野明仁君） お答えいたします。 

森林環境譲与税の使途につきましては法令で定められておりまして、間伐、人材

育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関す

る費用に充てることとされております。 

本町の使途につきましては、災害防止のための林道排水路の土砂上げ作業、間伐

や再造林を促進するため、森林所有者意向調査や集積計画作成業務委託に活用して

おります。また、森林吸収源対策の取組を促進することを目的に、地球温暖化対策

に資するものを購入した場合は、ＣＯ₂の固定量に応じて大崎町森林炭素マイレー

ジ交付金を交付することとしております。 

さらに、人材育成や担い手確保を図るため、森林所有者で自己管理される方等に

対し、刈り払い機やチェーンソーの講習会受講料の助成を行い、また、地域の森林

整備のモデルとなる団体に対し交付金を交付し、地域における森林整備の促進を図

っております。 

森林環境譲与税基金につきましては、現在７４８万９,２７７円の基金積立金が

ございます。森林整備及びその促進に要する経費に充てるため積立てを行っており

ますが、今後、森林環境譲与税の目的に沿った内容で基金を活用していきたいと考

えております。 

以上です。 

○１番（平田慎一君） ７４８万円、本町の場合ですね、ほぼすべて基金のほうに積み
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立てられていると思います。それを有効活用する、特にですね台風で見られたと思

いますが、やはりヤブになっている竹藪とかですね管理されていない山、停電がこ

んなに長引いたのも、風倒木をはじめ電柱に倒れた木、ああいうものの伐採という

部分もやっぱり考えていかないといけないのかなというふうに、それを森林譲与税

で使えるんであればですね、やっぱりそういうのも対応していく必要があるのかな

と。この部分はまた質問していきますけども、条例等をつくって道路際の森林伐採

に対しては、やはり何らかの手だてを打っていかないといけないんじゃないかなと

いうふうには思います。特に地主さんがほとんどこっちにいない状況になっており

ますので、集落や農地・水等を含めたそういうところだけに伐採を頼むというのは

やっぱり限界があるのかなと、今後の高齢化を含めてですね。 

機械化していく部分も含めて、ほかの市町村では集落単位、校区単位で国から予

算をもらって大型重機を入れてそういうのをされているところもございますので、

そういう部分も考えていきながらやっていく必要性があるのかなと、この部分はも

うちょっと調べてから町長のほうと話をさせていただきたいなというふうに思いま

す。 

次に、水産業の部分なんですけども、水産業の現況認識と対策、農林水産業の水

産の部分ですね。本町を取り巻く漁業の現況、今まで余り触れられていないと思い

ますけども、特に海、漁業のほうですが。本町の場合はチリメン業がメインとなっ

ておりますが、ここ１０年ほど不漁が続いております。相当厳しいようです。その

前も含め、ここ１０年、２０年、全体的に漁獲高の減少傾向は著しい。経営にも支

障をきたす危機的状況を、関係者は肌で感じているようです。内水面についてはで

すね本町はウナギの養殖が盛んであり、全国でもトップクラスでございますので、

水産業の現状をどのように認識しているのか。漁業従事者の推移と課題も含めてで

すね、内水面のほうも含めてお示しいただきたいというふうに思います。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

本町の漁業従事者の推移につきましては、平成２２年国勢調査では１２６人、令

和２年では１４７人と、１０年間で２１人増加しております。増加の要因としまし

ては、養鰻業の従事者数が増加していることが考えられます。 

現在、町内のチリメン業者は６業者、養鰻業者は１３業者でございます。近年、

チリメンの漁獲量が減少し、燃料価格高騰等も重なり、チリメン業者は厳しい状況

であると認識しております。また、養鰻業者につきましても、重油価格高騰等によ

り負担になっていると認識しております。 

以上です。 

○１番（平田慎一君） 水産業に対しても物価高騰の原油の補填をされるということな
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んですけれども。やはり現場の、特にチリメンですよね、この業者の意見を聞いて

いく必要があるんじゃないかなという面もある。産地化していってみんなで協力し

ていってブランド化していくというブランディングも必要だし、そういう部分も含

めてですね連携しながら、いろんな意見を聞きながらやっていかないと、どんどん、

どんどん尻すぼみになっていくんじゃないかなと。志布志市なんかは逆に養殖を今

度始めたと、カキの養殖でしたかね、そういうのも始まっております。 

本町においては、海水浴もできない、同僚議員も一般質問でもされておりました

が、泳げない、海岸も浸食している、港も東串良のほうにしかない、その現状を見

たときに、何かしら使える方向性、その辺の活用という、白砂青松できれいではあ

るんですけども、それだけではなくて何かの付加価値というのをまたさらに付けて

いく。ウナギを捕るあの景色は別として、いい感じではあるんですけども、考えて

いく必要があるのかなと、もうちょっと現場の方々とですね。その辺もまた、町長

も考えていっていただきたいなというふうに思います。 

次に、町有地の活用状況並びにＤＸの推進状況についてなんですけども。デジタ

ルトランスフォーメーション、ＤＸでまとめていきますが、あすぱる大崎跡地の民

間譲与に関する状況についてなんですけども、阿部商事に上物だけ無償譲渡したあ

すぱる大崎の施設の営業状況についてお聞きします。今般の補正で温泉の源泉の掘

削代が上程されておりますが、町有物、町有建物譲与契約にもあります、第１条の

３に。源泉の附帯設備は譲与しますが源泉の権利は町の保有とあります。お湯が出

なくて温泉が開業できないとなれば大きな問題になりますので、早めの対処が必要

だと思います。全体の営業開始が大分遅れているようですが、温泉の問題が原因だ

と思います。私が先般、全協で指摘した内容でもありまして、前の一般質問でもち

ょっと言っておりましたが、総務課長が答弁していただいた部分ですが、民法の改

定で瑕疵担保責任が契約不適合責任となっており、これは法解釈の詳細は申しませ

んが、現況ではですね訴えられたら本町が責任を負わなければならない状況が高い

と思います。 

そういった意味では、早めの対応といいましょうか、そうならないよう手を打つ

必要があると思いますし、その辺りの考えも含めてお伺いするんですけども、特に

町民の皆さんは、温泉はいつか、いつかと待っている状況でもあります。これはで

すね議員の皆さんにもそのような住民からの問合せが多いというふうに伺っており

ますので、どのような状況になっているのかというのを御説明いただきたい。また、

併せて菱田中学校跡地利用の状況、この進捗状況についても併せてお示しください。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

あすぱる大崎につきましては、令和３年４月１日付で阿部商事有限会社へ建物を
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無償譲渡及び土地を無償貸付けしたところでございます。 

譲渡後は内外装の工事をはじめ外構工事等にも着手されており、令和４年３月１

８日に、温泉を除く宿泊施設や物産館について一部オープンしているところでござ

います。 

温泉施設につきましては、配管等の工事が進められておりましたが、本年７月に

源泉をくみ上げるためのポンプに不具合が生じたとの報告を受けまして、一度は復

旧したものの、８月に再び停止したため、平成１５年当時の施工業者でございます

株式会社アーステクノにポンプの点検及び調査を依頼したところで、経年劣化によ

る不具合の可能性が高いとのことでございました。 

これまでも、町民の皆様や、これまで御利用いただいていたお客様から、１日も

早い温泉の営業開始を望む御要望が多く寄せられている状況等も考慮し、阿部商事

と協議をした結果、源泉の権利を保有する町の責任においてポンプの取替えを行う

こととし、現在、工事に取りかかっているところでございます。 

なお、現在、温泉に係る許認可の申請中で、保健所の許可次第でありますが、１

１月のフルオープンを目指して準備を進めていると聞いておりますので、町として

も町民の健康の維持増進を図るために、道の駅の活性化を含めて、事業者と連携し

ながら温泉の利用促進を図ってまいりたいと考えております。 

次に、菱田中学校跡地利用につきましては、平成３１年４月のジャパンアスリー

トトレーニングセンター大隅の共用開始以来、議会でも度々御質問をいただいてお

ります。 

当初計画しておりました合宿所整備についても、周辺環境の変化やコロナウイル

ス感染症の収束の見通しが立たないことなどから見直した経緯など、一般質問での

やり取りや行政報告などでお伝えしてきたところでございます。 

その後、跡地利用につきまして、コミュニティスクールや菱田公民分館役員会な

どの会合の場に職員が出向き、御意見や御要望等をお聞きしておりますが、その中

では、公園、地産地消のレストランやコンビニ、商業施設、会合ができる集会施設

など、多岐にわたる要望をお聞きしております。そのような要望を、どのように跡

地利用に結びつけていくかが求められていると理解しておりますが、現在、跡地前

の国道２２０号の拡幅工事が行われておりまして、その工事の進捗状況を見守って

いる次第でございます。 

今後も、引き続き、拡幅工事に伴う用地取得などの状況を見守りながら、並行し

て菱田地区の皆様の御要望を、また、後々の維持管理面も踏まえた跡地利用計画を

考えてまいりたいと思っております。 

以上です。 
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○１番（平田慎一君） あすぱるは１１月のフルオープンを目指しているということと、

菱田中学校跡地については道路の拡幅工事の状況を見ながら随時やっていくという、

この部分については、また同僚議員が質問していくというふうに思いますので、ま

た方向性を打ち出していっていただきたいなというふうに思います。 

もう１つ、併せて、資料を今回いただいたんですけれども、大崎第一中跡地、カ

ラル株式会社の進捗状況も併せて御説明をお示しください。 

○町長（東 靖弘君） 現在、大崎第一中跡地は全く利用されていない状況であります。

これは、管理棟、グラウンドを想定してお話しているところでありますが、こちら

につきましても学校統合後、使用されなくなってから相当経過しておりますので、

早い段階で跡地の利用の方策を示していけるように努力してまいりたいと考えてお

ります。 

○１番（平田慎一君） 前回の一般質問のときより延びているという状況らしいですが、

また、その辺も含めてですね早めに立ち上げられるような形を考えていっていただ

きたい。できない場合は、ほかのやつにまた変えていくような方向も考えていくべ

きなのかなというふうに思っております。 

次に、本町のデジタルトランスフォーメーションの推進状況なんですが、ＤＸで

すね。前の一般質問で一度行っておりまして、大崎町ＤＸ推進計画を作成するとの

町長の答弁で、そのとおりですね、もうできております、本年３月に作成されてい

ますが。令和４年から７年の４年間の計画となっており、動向の変化に応じ適時見

直すとの方向性で４つの柱、基本方針と８つの重点項目、重点事項ですね、個別施

策に取り組むとなっておりますが、その推進状況をお示しください。 

また、本町の議会においてもユーチューブを使った議会中継も行っております。

これについては、ほかの市町は外部業者に頼んで数百万円、志布志市なんかは二百

何十万ですかね、それと衛星を使っておりますが、本町は議会事務局や町執行部と

協力して、予算を使わずに住民に情報提供ができております。また、ＩＴ化やペー

パーレス化、ＤＸの推進の観点からタブレット導入に向けた検討委員会、これは中

山議員を委員長として発足しておりますが、そして、この件につきまして、議会だ

けではなくてですね執行部側の同時にタブレット端末の導入を行うべきと考えます。

多分そういう考えなのかなと思っておりますが、町長の御見解をお聞きいたします。

併せて、教育委員会や農業委員会など導入を考えていないのか各委員会にお尋ねし

ますが、個人情報の問題や大量にある資料、特に農業委員会などは推進委員も会議

に出席していますので、その数も倍増しております。ペーパーで持ち帰るわけです

から、個人情報の問題に特に注意しなければなりませんが、デジタル化にすること

の利便性が多分にあると考えます。現況も踏まえて、いかがお考えかお聞きします。
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そして教育委員会においては、これも一度質問しているんですけども、学校の先生

方のペーパーレス化の現状ですね、ＩＴ、デジタル化の推進状況の現況も踏まえて

お示しいただくとともに、今のタブレット端末の教育委員会の導入についての考え

をお示しいただきたいと思います。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

本町では、本年３月に策定いたしました大崎町ＤＸ推進計画に基づき、住民サー

ビスの向上や行政事務の効率化を図ることを目的に、基本方針と重点事項を定めて

様々な分野でデジタル化を推進することといたしております。 

御質問の、ＤＸの推進状況でございますが、まず、住民向けのサービスとしまし

て、電子申請システムを利用した行政手続のオンライン化を順次進めてまいります。

また、さらに本年度から、デジタルデバイド対策として高齢者向けのスマホ教室も

開催中であります。また、１０月から住民票や印鑑証明書、税に関する証明書がコ

ンビニで交付できるサービスの開始に向けて準備を進めているところでございます。 

行政事務の業務改善では、昨年、勤怠管理システムを導入し、職員の出退勤管理、

時間外勤務命令、休暇申請、給与明細管理に対応しており、押印廃止、事務の効率

化、ペーパーレス化を図ってまいりました。その他の事項につきましては、住民サ

ービスの向上や行政事務の効率化の課題解決を図るため、それぞれの担当部署にお

いて計画達成に向けて準備を進めております。 

また、お尋ねのありました議会のタブレットの準備を進めているというところで

ございますが、執行部も同様に進めてまいりたいと思います。 

○教育長（穗園正幸君） 学校教育関係におきましては、２年前から進めておりますＧ

ＩＧＡスクール構想において多くの文書等がペーパーレスで共有されているところ

でございます。 

例えば、学校内の職員会議資料は教職員にも整備されましたタブレット端末で共

有されております。また、教職員の出退勤時刻も端末で管理できるようになり、紙

による提出物の多くが電子化されているという状況でございます。 

子どもたちは１人１台のタブレット端末を使って写真を保存したり、あるいはノ

ートの代わりに記録していったりということでペーパーレス化が進んでいるところ

でございます。 

教育委員会のタブレット端末等の整備につきましては、今後、町長部局とも連携

を図りながら検討してまいりたいと思っております。 

○町長（東 靖弘君） 御質問の中でペーパーレス化の取組についてが漏れておりまし

たので、説明させていただきます。 

令和４年から勤怠管理システムを導入し、これまで紙ベースで管理しておりまし
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た出勤簿、休暇簿、時間外勤務命令簿、給与支払い明細書等をパソコンで管理し、

事務の効率化、ペーパーレス化を図っております。なお、行政文書の電子化、ペー

パーレス化及び各種会議でのタブレット端末の活用については、令和５年度までに

協議・検討を重ね、令和７年度末までに環境構築を目指してまいります。 

以上です。 

○農委事務局長（相星永悟君） 農業委員会関係についてお答えいたします。 

農業委員会事務局職員につきましては、本町のＤＸ推進計画に対しまして、その

認識はしているところでございます。計画にあります主なものはペーパーレス化で

ございます。定例総会で審議いたします総会議案書が該当いたしますが、直接審議

を賜ります農業委員及び 適化推進委員への説明は、会長を除いて今のところ説明

はいたしておりません。 

計画では、令和７年度末までに実施することとなっております。農業委員等の改

選が、来年令和５年７月にございますので、それ以降にこの計画の趣旨等の説明、

タブレット購入に関します手続、資金運用等の手順を踏んで行ってまいりたいと考

えております。 

以上でございます。 

○１番（平田慎一君） 同時にそのように進めていっていただきたいと思います。ＤＸ

だけの推進ではございませんが、 後にですね本町全体の発展を推進する部分で、

本町例規にもあります町政モニター設置要綱、本町職員提案制度に関する規定等も

うまく使いながら、また本町発展にＳＤＧｓ推進協議会の事務局の方々に代表され

るような、よそからの移住定住者の意見、考え方も取り入れる仕組みをつくりなが

ら、無論多文化共生、外国人も含めてですが、本町の発展に尽力していっていただ

きたいなというふうに、その辺は町長もよく考えていっていただきたい、組織づく

りをしていっていただきたいなというふうに思います。 

以上で、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（神﨑文男君） ここで、暫時休憩いたします。再開を１１時１０分からといた

します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時００分 

再開 午前１１時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

次に、１１番、児玉孝德君の質問を許可いたします。 

○１１番（児玉孝德君） 皆さん、おはようございます。 
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私は、今回、子どもの安全について質問通告いたしました。先月、曽於市高岡小

学校で、草刈りをしていた校長先生が倒木の下敷きになって死亡する痛ましい事故

が発生しました。 

そこで、安全でなければならない学校の敷地内での事故が起きないよう、本町の

状況をお尋ねいたします。 

それと、以前にも質問していますが、地域コミュニティについて、自治公民館へ

の未加入者が増えている件についてお尋ねいたします。 

まず、 初に、子どもの安全について。学校の遊具や施設、樹木などの立木の安

全点検は十分になされているかについてですが、曽於市の小学校で発生した事故の

現場を訪れた人は皆、まさか信じられない、こういう話をしています。校長が死亡

するという痛ましい結果になったこの事故、原因は行程にある樹齢１６０年を超え

る大木の枝でした。 

事故を受けて、県教育委員会は各市町村の教育委員会などに、学校にある樹木を

緊急に点検するよう求め、各地で一斉に点検が始まりました。本町でも樹木などが

伐採しているのを見ていますが、これは樹木医などの専門家を依頼して行ったのか。

また、その他の遊具や建物、塀などの施設の安全点検は定期的に行われているのか。

どの程度の頻度で行われているのか。点検は誰が行っているのか。素人の目では危

険を予見することの限界もあると思いますので、専門家に依頼しているのかを 初

の質問といたします。 

○教育長（穗園正幸君） お答えいたします。 

先ほど議員さんもおっしゃいましたとおり、学校内の環境におきまして、今年の

夏休みに曽於市の高岡小学校で、折れたイチョウの枝の直撃によりまして校長先生

が亡くなるといった痛ましい事故が起こっております。 

そこで、本町におきましても、夏休み中に管理課と各学校が情報共有・連携を図

りまして、学校内の樹木の目視による調査を行い、緊急的な措置といたしまして、

樹木医さんではございませんが、町内の専門業者である造園業者に点検等を兼ねて

危険樹木の伐採あるいは枝のせん定を行ったところでございます。 

学校は、児童・生徒、教職員はもとより、保護者、地域の方々など多くの人が利

用されているところでありますことから、常日頃から安心・安全な環境づくりに努

めております。学校の遊具や施設等については、日常的に管理職による校内巡視を

はじめ、月１回、点検箇所を教職員が分担いたしまして、目視、打音、作動と、決

められた項目を決められた方法によって点検し、異常が認められるときには速やか

に対応している現状でございます。 

また、遊具に関しましては、専門業者による点検委託も実施し、不具合のあるも
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のにつきましては、撤去あるいは取り換え等を行っている状況であります。 

今後とも、各学校に対しまして施設設備の安全確保についての指導・助言を行う

とともに、学校と連携して、さらに安心・安全な学校づくりに努めてまいりたいと

考えております。 

以上でございます。 

○１１番（児玉孝德君） 目視で点検を行ったということですが、テレビでも放映され

たんですけど、キノコが生えた木が特に危険で、枝が折れたり、幹に空洞ができた

りもする。そうなると木が倒れたり枝が落下したりすることにつながるので、見つ

けた場合は専門家に見てもらい、撤去や近寄らないようにするなどの対応が必要だ

と樹木医は警鐘を鳴らしています。 

学校は安全なところでなければなりません。今回の台風１４号で、学校の多くの

樹木の枝が折れたり、根本から倒れたりしています。また、道の駅あすぱる大崎か

ら総合体育館の桜並木が根こそぎ倒れています、四、五本倒れています。これはで

すね近くの住民が車を出せないということで、町に言ったらちょっと時間がかかる

ということで私のほうにも連絡がありまして、菱田消防分団のほうで伐採をしまし

た、３本ぐらい切ったんですかね。あと、竹などもいっぱい倒れて、そこも通れな

いということで、半日かけてですねずっと巡回して伐採したんですけど。こういっ

たこともあります。 

子どもが立ち寄るような場所ですね、そういったところは、常日頃、学校だけじ

ゃなくてですね菱田の改善センターも桜の木とかが倒れていました、そこも伐採し

たんですけど、そういったすべての施設、遊具も含めて、専門家に定期的に見ても

らう、目視だけじゃわからないこともあるみたいです。先ほど言ったテレビで放映

された分では、１メートルぐらいの棒を根元に突っ込んで空洞がないかとかそうい

ったことを調べたりしているということですので、そういった知識がやっぱり必要

です。専門家に定期的に、施設も含めて判断してもらう。以前はブロック塀が倒れ

たということもありました。そういうところもちゃんと診断してもらい、子どもや

先生たちが危険がないように要望しておきます。 

次に、子どものネット依存についてですが、子どもだけでなく、今、成人した若

者もネット依存で働けなくなったり、高額の使用料が請求されたりして社会問題に

なっています。 

そこで、子どもの頃からネット依存の問題に取り組み、指導していくことは大変

重要だと考えます。現在、本町では、ネット依存の疑いがある子どもが何人ぐらい

いるのか。学校などでの対策、指導をしていることはどのようなものがあるのかお

答えください。 
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○教育長（穗園正幸君） お答えいたします。 

今日、ＳＮＳの活用が多様に広がりまして、幅広い年齢で利用されて下りますが、

特に子どもにおいても、ゲームや動画視聴などにのめり込む、いわゆる依存傾向と

なることで時間の浪費や生活リズム、人間関係といったものに影響を及ぼすことも

あります。 

本町におきましては、令和４年度全国学力学習状況調査におきまして、小学校６

年生と中学校３年生に対し、ゲームと動画視聴について、それぞれ平日どのくらい

の時間を費やしているかという質問がございました。いずれの結果にいたしまして

も、本町は全国や県と平均して、費やしている時間が短いということがわかってお

ります。 

ただ、ネット依存という線引きが大変難しいため、具体的な調査を行っておりま

せんけれども、ネット利用によって生活リズムを崩している児童・生徒は少なから

ずいるのではないかなと考えております。 

学校での対策といたしましては、すべての学年で情報モラルに関する学習が計画

されておりまして、充実を図っております。また、ネット依存症の危険性を児童集

会、あるいは保護者への文書等で周知している学校もあります。あるいは、学級Ｐ

ＴＡや家庭教育学級で啓発している学校もございます。 

町の教育委員会といたしましては、ＬＩＮＥの関連企業と連携いたしまして、独

自の教材作成を進めてきております。さらに、令和２年度には大崎町ＰＴＡ連絡協

議会と連携いたしまして、「携帯・スマホ等使用ルール１０箇条」を作成いたしま

して、定期的に啓発を行っているところでございます。 

依存症につきましては、脳の病気として専門的な治療が必要とされております。

また、学力低下、長時間使用による斜視、あるいは視力低下、首への負担など、

様々な病や弊害が指摘されております。 

今後とも、家庭、学校、地域、ＰＴＡ等が連携いたしまして取組を行ってまいり

たいと考えております。 

以上でございます。 

○１１番（児玉孝德君） 本町でも具体的に調べていないが、少なからずともいるんじ

ゃないかということで考えているということでしたが、子どもはですね自分がネッ

ト依存症じゃないかというのがわかっていると思うんですね。完全に病気だと思っ

ている子はいないと思いますけど、それに近い、手放せないという子どもはいっぱ

いいると思います。やはり、その子どもたちに対してですね自分の居場所を与えて

やる。無理やり取り上げたりするとですね、制限することは逆効果になると思いま

す。改善に向けての具体的な取組をですね、行動を一緒にですね、保護者とか先生
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たちと検討していく、これが大変重要なんだと思います。 

実は私の子ども、中学３年生なんですけど、卒業レポートを書いていまして、そ

の中でネット依存についてということで取り上げていました。「どう考える」と言

ったら、やはり、自分で制御できない部分があるんじゃないかということで、そう

いった内容について書いていましたので、今回ちょっと質問に取り上げました。 

子どもと保護者、先生たちと一体となってですね適切な指導を度々行うよう要望

しておきます。 

次にですね、熱中症対策についてですが、現在、運動会を行われた学校もあるし、

今、練習をしているところもあると思いますが、先日、名古屋市の中学校で、生徒

が体調不良で動けなくなったと消防に通報が入りました。生徒が保健室に入りきれ

ないので、ほかの教室もエアコンをつけて寝かしたりあおいだり、冷やしたりなど

の対応をした。意識がなかなかはっきりしない生徒もいたので、これは心配だと救

急車を要請したということです。名古屋市消防局によりますと、２年生の女子生徒

１５人が熱中症のような症状を訴え、このうち１２人が救急搬送されました。マス

クは外していたということです。名古屋市内では、ほかの中学校でも熱中症の疑い

で、合わせて７人が救急搬送されています。この日、愛知県は２６人、岐阜県でも

８人が救急搬送されました。 

このように、地球温暖化の現在、熱中症対策は大変重要です。そこで、現在、本

町の学校での対策は十分なのかをお聞かせください。 

○教育長（穗園正幸君） お答えいたします。 

熱中症予防には、各学校において様々な対策を講じております。例えば、小まめ

な水分補給や適切な空調設備の利用などのほか、体育の授業や運動部の部活動にお

けるマスク着用は必要ないこと、あるいは暑さ指数に基づいた活動中止の判断、塩

分チャージ飴などの配布、新型コロナウイルス感染対策と並行いたしました対応も

進めているところでございます。 

また、学校では、熱中症が疑われる場合の対処方法、例えば風通しのよい日陰、

あるいはクーラーが効いている室内への避難、脱衣や冷却などを校内研修で実践し

たり学んだりしております。 

昨日現在ですが、本年度、各学校から熱中症による緊急搬送等の報告は受けてな

いところでございます。ただし、熱中症対策には万全をないという意識を持って、

今後も対策充実に努力してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○１１番（児玉孝德君） 十分に注意してですね安全を確保していただきたいと思いま

す。 
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また、屋内でも熱中症になります。同僚議員も熱中症対策で冷水機の必要性を、

昨日要望いたしました。私も同じ思いです。以前、有明高校があったときは冷水機

が備えてありました。野球部などはですね休憩中にグラウンドから体育館まで一生

懸命走ってきて、冷水機の水をこぞって飲むというような感じで使っていました。

また、給茶機というのを備えている学校もあります。こういったこともですね対策

の１つとして取り入れたらと思います。 

さらにですね、前回、大丸小学校の体育館へエアコンの設置を要望しています。

避難所は国から３分の２の補助が出ます。さらに、今回ですね三日間停電が、町内

ほとんどのところが三日間だったと思うんですけど、続きました。ＧＨＰ、ガスエ

アコンならですね停電でも使えます。自立型のＧＨＰですね。すぐにとは言いませ

んが、１箇所ずつでも整備していただき、子どもの熱中対策として取り入れてほし

いと思いますが、学校の体育館なんかへのエアコンの設置の検討とかされたのか、

する考えがあるのかお聞かせください。 

○教育長（穗園正幸君） 学校の体育館等へのエアコン設置についてでございますが、

議員がおっしゃいますとおり、子どもたちの学校教育での体育館の利用につきまし

ては、体育の時間をはじめ、学校行事等の利用に当たって熱中症の対策として効果

的ではあると考えております。 

学校における空調設備につきましては、現在、音楽室、家庭科室、図工室などの

特別教室の設置がまだ十分でないところがございますので、今後、気温上昇や熱中

症の多発など、環境状況を見極めるとともに、町総合体育館への空調設備の設置の

動向、あるいは財源確保等も勘案しまして、熱中症対策を引き続き、学校へ指導・

助言を行いながら順次検討してまいりたいと考えております。 

○１１番（児玉孝德君） 早い段階での検討をお願いしておきます、要望しておきます。 

次にですね地域コミュニティについて。まず、現在の自治公民館加入率はどれぐ

らいなのかお尋ねいたします。 

○町長（東 靖弘君） 現在の自治公民館加入率はどれぐらいかという御質問でござい

ます。令和４年８月末での自治公民館加入率で申し上げますと、６５.０５％の世

帯が加入している状況でございます。 

ちなみに、本町世帯数が６,６３６世帯、自治公民館加入世帯数が４,３１７世帯、

８月末現在であります。 

以上でございます。 

○１１番（児玉孝德君） ３分の１の方が未加入ということですが、人口減少が続いて

いる中で大変多い数字であり、大変な問題だと思います。 

自治公民館への加入は任意であり、加入する、しないは個人の自由です。しかし、
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地域での交流や防災・防犯などの加入のメリットもあります。また、衛生自治会に

はほとんどの方が加入していると思いますが、そこは自治公民館の準会員みたいな

考えで設置して、町職員と自治公民館が一緒に加入促進を図っていければと思いま

す。 

そこで、本町の加入促進対策はどうか、どのようなことを行っているのかお聞か

せください。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

自治公民館への加入促進対策について、令和４年度のがんばる地域応援交付金に

おいて、新たに自治公民館加入促進事業という項目を設けました。これは、現在、

自治公民館に加入されていない世帯に対し、自治公民館活動への参加を呼びかけ、

活動を通じて自治公民館への加入を促進するよう支援するものでございます。 

こういった事業を活用いただき、自治公民館未加入者の方々へ積極的にお声かけ

いただき、地域との交流、顔を覚えることから始めていただければと考えておりま

す。 

また、自治公民館への加入促進につきましては、各自治公民館の取組が重要であ

ると考えておりますが、自治公民館加入の御案内というチラシを各公民館長様方へ

配布しておりますので、これらの利活用もお願いしているところでございます。 

以上でございます。 

○１１番（児玉孝德君） 加入しない理由に、会費の支払いや役員になりたくないなど

の考えから加入しない世帯が増えていると思いますが、住みやすいまち、地域にし

ていくためには欠かせない組織であると思います。加入することの魅力、メリット

を感じられるよう、工夫し、説明することが大事だと考えます。例えば、新規加入

者は３年ほどぐらいの一定期間は役員の割当てはしないとか、役員の負担はなるべ

くなくすために、集金などの業務はなくし、自治公民館の会員がみずから１年分と

か半年分、持参する。配布物などはですね、町からの回覧板と一緒に回して、１部

ずつ取っていくなどの工夫で随分と負担が減ると思います。 

また、無理のない行事計画を組んで行うことも大切だと思います。長く続けてき

た行事も、高齢化や人口減少を考え、見直すことも大切です。このようなことを自

治公民館長などに伝え、実践してもらうことが、これから大事になると思いますが、

どうでしょうか。 

○町長（東 靖弘君） 全く御発言のとおりでありまして、今までも加入促進はずっと

図ってきているところでありますけれども、各自治公民館によって会費の支払いの

問題がある、そしてまた役員が回ってくる。集落に入った途端に来年度は役員をさ

せるとか、そういったことが起きていたりということで、実際、住んでいる自治公
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民館側の配慮も非常に必要ではないのかなと私自身、集落におりますので、そうい

ったことを思ってきているところであります。 

それで、入られたらすぐさま役員じゃなくて、しばらく人に慣れるまでは、２年、

３年は役員は回しませんとかいうことを内々で、やはり住んでいる方々でそういっ

たことも申合せしていただければ、その集落に入ってきた人にとっては非常に心温

まる集落の対策ではないかなというふうに思っております。そういった御質問があ

ったようなことも、自治公民館長さん方には課題はこういったことであるというこ

とをお伝えしていくということが非常に大切なのではないかなと思っておりますの

で、我々もそういう協議をしながらお伝えできることはやっていきたいと思います。 

○１１番（児玉孝德君） 是非ですね総会などで伝えてほしいと思います。 

では、都城市ではですね自治公民館への参加や活動を促し、地域住民が支え合い、

助け合いながら健やかに生活できるふるさと実現のために、都城市自治公民館加入

及び活動参加を促進する条例が制定され、事業所や市役所の役割を明確にしていま

す。地域住民は自治公民館への加入と活動参加に努め、自治公民館は公民館活動の

重要性と情報を提供し、自主的な加入参加に努める。事業所は、自治公民館への参

加、協力そして従業員への加入や活動参加の配慮に努める。役所は、自治公民館へ

の自発的な加入、自治公民館が円滑に運営できるように必要な支援を行うと、四者

の役割を明確にしています。 

本町でも、このような条例の制定はできないものかお尋ねいたします。 

○町長（東 靖弘君） 自治公民館の未加入世帯が多いということは長年の課題であり

ます。ただいま、都城市の事例を参考に条例制定はどうかということでありました。

繰り返しになりますけれども、集落自体で加入しやすい状況をつくっていくという

ことが当然必要なことでありますし、また、どういう形で行政がそれを支援できる

のか、会費についての支援は難しいですけれども、やはり集落内で、先ほど出まし

た生活困難な世帯とかいろいろありますので、そういう支援対策も集落自体で話し

合っていただきたいというものもあったりしますので、大崎町においても自治公民

館のそういったものは持っておりますけれども、そこは参考にさせていただくとい

うことで勉強してみたいと思います。 

○１１番（児玉孝德君） 加入促進に向けて条例の制定とかは考えていってほしいと思

います。 

では、人口減少の現在においては、住みよいまちの実現が大事だと思います。住

みよいまちの条件として、地域の福祉、安全が重要だと思います。それにはどのよ

うな課題があり、その対策はどうすればいいのか。例えば認知症への取組、災害の

備えなどを伝えるため、若い人が自治会の状況がわかるようにホームページを開設
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する、地域内の高校生に魅力的な行事案を検討してもらうなどの施策も大事です。

是非、これから行ってほしいと思います。 

そこで、地域の福祉、安全など、行政で指導・支援していること、また、これか

ら行っていけることなどのお考えをお聞かせください。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

福祉という言葉は、より良く生きるという考えが語源になると認識しております。

地域においてより良く生きる、安全に暮らすということを考えますと、子どもから

高齢者までの幅広い世代が集まる地域においては、共助の精神が重要であると考え

ます。自治公民館においては、特に若い世代の加入率が低く、今後の自治公民館制

度を支える人材の確保及び自治公民館をいかにして存続させるかが課題であると認

識しております。 

対策といたしましては、令和４年度中に新しい自治組織の在り方を協議できる環

境を整えるよう関係部署に指示しておりますので、今後はそういった協議会等で協

議に必要な団体等を交え、時代に沿った自治組織の在り方について協議・検討して

いきたいと考えております。 

以上です。 

○１１番（児玉孝德君） 時代に合った自治組織ということでお答えいただきましたが、

それでは地域の課題を解決する新しい組織間の連携の考えということで、例えば集

落ですね、基本的には単独だと思いますが、行事を行う際などは集落間で一緒に行

う、そのような取組を支援する。また、いろんなボランティア団体との組織間で連

携して支援していく。例えばですね消防団とか老人クラブ、コミュニティスクール、

ＪＣ、ロータリークラブなどの社会奉仕団体など、できることを一緒に行い、地域

の課題解決や手助けをしていくなど、そのような活動を行政のほうで指導・支援し

ていくことは考えられないかと思いますがどうでしょうか。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

集落の加入の問題から入ってきているわけでありますけれども、以前、限界集落

という言葉が出てまいりました。集落に若い人が少なくて高齢者の方々がたくさん

いて、そして自治公民館からの文書類、あるいは諸書類等を処理することがなかな

か難しい状況になっていると。そしてまた、集落の構成員自体が少なくなってきて

いる。単独で集落を維持できるかと考えたときに、難しいという状況もあります。

複数の団体でいろんな協議をするという提案がありましたけれども、私が考えてい

るのは、そういった持続可能な集落をつくっていきたいですけれども、ここは輪を

もうちょっと広げて広域的に統合することとか考えていただくような持ち方とか、

もう時は過ぎているかもしれないんですけど、そういったことがとても必要である
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のではないかという思いもあります。 

いろいろ協議している中で、そういったところを支援する集落支援員制度を新た

につくったらどうかということも担当課長等からの意見もいただいております。住

みよい集落の中で、煩わしいと考える事務的なことはなかなか難しい人たちが高齢

で多くなってきたときに、じゃあそこを担っていく若い世代が、ただいま集落支援

制度で代行していくことを考えるべき時期に来ているということは常々思っており

ますので、行事等も一体的にやっていきましょう、広域的にやっていきましょうと、

そして、そういったことを積極的に打ち出せるような組織の在り方、指導の在り方

は考えていかなければならないと思っています。 

○１１番（児玉孝德君） 広域的な考え方を考えていくということでした。是非ですね、

そういった組織づくりに対しては行政の指導、支援とか行ってほしいと思います。 

後にですね、地域でのＳＤＧｓの取組についてですが、単に集落単位でのごみ

の分別だけの取組ではなくて、ＳＤＧｓの１７の目標に向け、ボランティア活動、

地域ケア会議、独居高齢者支援、コロナ禍での売上げ減少店の支援、文化芸術支援

など、地域で取り組んでいけることも多くあると思います。 

このようなことを推進して取り組んでもらうなどの呼びかけ、また、それに対す

る支援が現在行われているのか。行っているのであれば、どのようなことがあるか

お答えください。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

ＳＤＧｓの基本理念は、誰一人取り残さないことであります。経済、社会、環境

に関わる様々な課題に対して、企業や団体、個人でそれぞれ目標を定めて取り組む

ことと認識しております。 

御質問の、地域におけるＳＤＧｓの取組についてでございますが、自治組織にお

いては地域のことは地域で考え、自ら実践し、解決に向けて取り組んでいくことが

基本であり理想であると思いますが、多様な主体が連携・協力して課題解決に寄与

していくことがＳＤＧｓの考え方でもありますので、行政で支援できることは積極

的に支援してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○１１番（児玉孝德君） 具体的に何か支援していることがあったらお聞かせください。 

○町長（東 靖弘君） 総務課長の答弁とさせていただきます。 

○総務課長（上橋孝幸君） お答えいたします。 

ただいま議員のほうからＳＤＧｓの取組を、ボランティア活動であったり、コロ

ナ禍で売上げ減少店の支援、それから文化芸術支援の支援実績はないかという御質

問でございました。それぞれ各種団体ございますので、一概に支援していると言え
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る状況ではありませんけれども、少なくとも現段階では集落単位においては自治公

民館活性化運営補助金、それからがんばる地域応援交付金、それから、小学校区単

位でいけば教育委員会のほうで支援しております公民分館運営補助金といったもの

がございますので、その交付金等を活用してそれぞれの集落または公民分館のほう

で、独自のＳＤＧｓの取組を行っていただければいいのかなと思っております。 

以上です。 

○１１番（児玉孝德君） 本町はＳＤＧｓに取り組んでいるわけです。今見ていると、

ごみ問題だけを一生懸命やって、ほかの目標になかなか取組が見られないような気

もします。 

そういった活動にも目を向けてですね、是非、ＳＤＧｓの１７の目標がいろんな

ことにおいて達成できるように取り組んでほしいと思っております。ですから、い

ろんな地域での活動、それから、公民館単位でもいいです、少人数の単位でもいい

です、そういったところで取り組んだところには支援を行う、活動資金とかですね

行政指導とか、いろんなことができると思います。そういったことを、今後、検討

していくお考えはないですか。 

○町長（東 靖弘君） ＳＤＧｓにおいては、持続可能な開発目標とか非常に難しい言

葉で使われております。しかし、その開発目標を２０３０年度までという形で実現

可能な年度ということをされておりますけれども、それぞれが自分の地域でできる

ことが開発目標に例えられておりますので、集落の中でも、例えば環境の問題とか

水の問題、土壌の問題とか草が繁茂して荒れていることとか、そういったところで

それぞれができること、集落でできること、個人でできること、一人一人がそれを

やっていくことによって持続可能な社会がつくられていくことが基本であると思っ

ておりますので、今までＳＤＧｓという言葉をずっと使ってまいりましたけれども、

小学校、中学校はリサイクルを通してその言葉は伝えてありますけれども、集落の

皆さん方、ＳＤＧｓといってもなかなか理解し難いということがあると思います。

経済とか環境とかそういったものを充実させるという大きな目標ですけど、根底に

あるものは一人一人の生活環境を変えていく、よくしていくということであります

から、そういったものをそれぞれがやっていただく。 

昨日も出ましたけれども、多面的機能向上対策事業等におきましても、集落ある

いは地域をみんなで解決していくことが非常にＳＤＧｓの中では大切なことであり

ますから、まず、そういったことを集落の中で依頼があったりするとお伝えできる

ような、そういう初歩的なことを伝えていくようなことはやっていければと思って

います。 

○１１番（児玉孝德君） 地球環境のため、それから、ひいては個人、個人の将来に向
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けての活動というか目標ですから、是非、そういったところも考えて支援とか指導

とか行ってほしいと思います。そういうことを是非検討するよう要望して、私の質

問を終わります。 

○議長（神﨑文男君） 以上を持って、通告による一般質問は終了いたしました。これ

をもって、一般質問は終結いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） 以上を持って、本日の日程の全部を終了いたしましたので、本

日はこれをもって散会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午前１１時５２分 
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令和４年第３回大崎町議会定例会会議録（第４号） 

 

令和４年９月２８日 

午前１０時００分開会 

於 会 議 議 場 

１．議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名（８番，９番） 

日程第 ２ 議案第２６号 令和４年度大崎町一般会計補正予算（第３号） 

（総務厚生常任委員長報告） 

日程第 ３ 議案第２７号 令和４年度大崎町水道事業会計補正予算（第１号） 

                       （文教経済常任委員長報告） 

日程第 ４ 議案第２８号 令和４年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号）     （文教経済常任委員長報告） 

日程第 ５ 報告第 ２号 令和３年度大崎町健全化判断比率の報告について 

日程第 ６ 報告第 ３号 令和３年度大崎町資金不足比率の報告について 

(特) 日程第 ７ 認定第 １号 令和３年度大崎町一般会計歳入歳出決算認定につい

て 

(総) 日程第 ８ 認定第 ２号 令和３年度大崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算認定について 

(総) 日程第 ９ 認定第 ３号 令和３年度大崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定について 

(総) 日程第１０ 認定第 ４号 令和３年度大崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決

算認定について 

(文) 日程第１１ 認定第 ５号 令和３年度大崎町水道事業会計決算認定について 

(文) 日程第１２ 認定第 ６号 令和３年度大崎町公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算認定について 

(文) 日程第１３ 議案第３４号 令和３年度大崎町水道事業剰余金の処分について 

日程第１４ 選任第 １号 令和３年度大崎町一般会計歳入歳出決算審査特別委

員会委員の選任について 

日程第１５ 諮問第 １号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

て 

日程第１６ 議員派遣の件 

日程第１７ 閉会中継続審査・調査申出書 
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２．出席議員は次のとおりである。（１２名） 

１番 平 田 慎 一 ７番 吉 原 信 雄 

２番 富 重 幸 博 ８番 中 山 美 幸 

３番 稲 留 光 晴 ９番 上 原 正 一 

４番 諸 木 悦 朗 １０番 小 野 光 夫 

５番 宮 本 昭 一 １１番 児 玉 孝 德 

６番 中 倉 広 文 １２番 神 﨑 文 男 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席した者の職・氏名 

町 長 東   靖 弘 農林振興課長 上 野 明 仁 

副 町 長 千 歳 史 郎 耕 地 課 長 竹 本 忠 行 

教 育 長 穗 園 正 幸 建 設 課 長 時 見 和 久 

会 計管理者 西 髙 和 義 農委事務局長 相 星 永 悟 

総 務 課 長 上 橋 孝 幸 水 道 課 長 本 松 健一郎 

企画調整課長 中 野 伸 一 教委管理課長 岡 留 和 幸 

住民環境課長 松 元 昭 二 社会教育課長 鎌 田 洋 一 

保健福祉課長 谷 迫 利 弘 税 務 課 長 川 越 龍 一 

 

５．職務のため出席した事務局職員の職・氏名 

事 務 局 長 宮 本 修 一 

次長兼調査係長 福 永 浩 二 

議 事 係 長 上 床 就 路 

庶 務係主幹 西   ゆかり 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） これより、本日の会を開き、直ちに開議いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（神﨑文男君） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、８番、中山美幸君、及び

９番、上原正一君を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 議案第２６号 令和４年度大崎町一般会計補正予算（第３号） 

○議長（神﨑文男君） 日程第２、議案第２６号「令和４年度大崎町一般会計補正予算

（第３号）」を議題といたします。 

本案について、総務厚生常任委員長の報告を求めます。 

○総務厚生常任委員長（吉原信雄君） 皆さん、おはようございます。 

ただいま議題となりました議案第２６号、令和４年度大崎町一般会計補正予算

（第３号）について、総務厚生常任委員会における審査の経過と結果の報告をいた

します。 

本議案は、９月１３日の本会議において当委員会に付託されたもので、９月１４

日に、全委員出席のもと委員会を開き、担当課長並びに関係職員の出席を求め、補

足説明を受け審査いたしました。 

この補正予算は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ２億３,９４９万８,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０５億８,１４３万１,０００

円とするものであります。 

補正予算の内容については、本会議において説明がなされておりますので、委員

会での主な質疑について報告いたします。 

まず、歳出の款２項１目６財産管理費、節１２委託料の損害賠償請求業務委託料

７０万４,０００円について、電力供給契約先の事業撤退に伴い生じた本町の損害

について、賠償請求するための弁護士への委託料との説明であったが、訴訟により

賠償金を回収できる見込みはあるかとの問いに対し、訴訟で勝訴しても、破産した

場合などは配当があるか不透明であり、その前にまずは和解の妥協点があるか、弁

護士同士で協議してもらうとの答弁。 

さらに、九州管内で、ほかに６自治体が同様の状況との説明であったが、訴訟等

の状況はとの問いに対し、２つの自治体が訴訟を提起し、４つの自治体が和解した

と聞いているとの答弁でありました。 
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また、節１３使用料及び賃借料の機械借上料６０９万４,０００円について、城

内共有墓地跡地の災害防止対策との説明であったが、これまで墓地移設に関連した

経費の合計額と今後の見込みはとの問いに対し、今回の予算と合わせて、２か年で

約３,３００万円である。現状をモルタル吹付することで、当面はこれで終了と考

えているとの答弁。 

さらに、跡地は庁舎の隣接地であり、周辺を含めた今後の土地利用の検討にあた

っては、庁舎及び公民館の建て替えや、中央分団詰所の場所の検討など、災害対策

を含めた総合的な観点での検討を要望する。 

次に、款２項１目１０企画費、節１８負担金，補助及び交付金の環境配慮型定住

住宅取得補助金１,８７５万円について、現在までの実績が１３件との説明であっ

たが、それぞれ申請内容の内訳はとの問いに対し、補助金満額の３１０万円が１件

であり、町内事業者利用は３件、転入者は２０名となっているとの答弁でありまし

た。 

次に、款２項３目１戸籍住民基本台帳費、節３職員手当等の時間外勤務手当３９

５万６,０００円について、マイナンバーカードの普及について全庁的な取組をす

るとの説明であったが、どういった取組かとの問いに対し、周知活動として集落担

当職員制度を活用し、不安の払拭や申請の案内を行っていくとの答弁でありました。 

また、節７報償費のマイナンバーカード取得謝礼商品券２,２２８万３,０００円

について、令和５年１月までに申請した方に３,０００円の商品券を交付するとの

説明であったが、財源は全額、国の交付金かとの問いに対し、３,０００円のうち

１,０００円分が交付金対象であり、残りの２,０００円分は一般財源であるとの答

弁。 

さらに、マイナンバーカードの交付率が低いのは、情報漏えいへの不安や窓口対

応の遅さに原因があるのではとの問いに対し、様々な不安に対しては、丁寧に説明

を行いながら推進を図り、窓口対応については申請用端末の増設と事務の効率化に

取り組むとの答弁でありました。 

次に、款４項１目１０新型コロナウイルス感染症対策事業費、節１２委託料のワ

クチン接種委託料１,８３８万６,０００円について、個別接種については、接種回

数が増加するなど医療機関への負担が大きいのではとの意見があり、医療機関が作

成する資料も膨大な量になることから、提出資料の簡素化など、医療機関と連携を

取りながら負担軽減に努めるよう要望しました。 

次に、款５項１目１０農地費、節１４工事請負費の野方地区活性化センター玄関

ポーチ改修工事９８０万円について、どのような改修方法かとの問いに対し、玄関

ポーチの腐食が進んでいる木製の床全体について、耐候性のある滑りにくい底版ブ
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ロックへの改修を計画しているとの答弁でありました。 

次に、款５項１目１１土地改良事業費、節１４工事請負費の農道整備工事７００

万円について、牧地区の農道改良工事との説明であったが、補助事業の活用による

工事かとの問いに対し、補助事業の採択要件に該当しなかったため、単独事業で実

施予定であるとの答弁でありました。 

次に、款５項１目１５新型コロナウイルス感染症対策事業費、節１８負担金，補

助及び交付金の農業用原油・原材料価格高騰緊急対策事業交付金２,４００万円と、

款５項３目２新型コロナウイルス感染症対策事業費、節１８負担金，補助及び交付

金の水産業用原油・原材料価格高騰緊急対策事業交付金３８０万円について、認定

農家等の個人に１０万円、農業、漁業者、養鰻業者の法人に２０万円を交付する事

業との説明であったが、周知方法はとの問いに対し、周知漏れがないように、対象

の個人、法人宛へ、個別に封書に入れて通知をするとの答弁でありました。 

次に、款９項１目５新型コロナウイルス感染症対策事業費、節１８負担金，補助

及び交付金の学校給食物資高騰分補助金３６０万円について 補助金の交付により

給食の質は維持できる見込みかとの問いに対し、子どもたちの栄養を考えてメニュ

ーをつくっているため、質を変えたり、代替品を使うようなことはせず、補助金の

活用により 通常の給食内容で配給していくとの答弁でありました。 

次に、款９項２目１学校管理費、節１３使用料及び賃借料の機械借上料３８４万

８,０００円について、今後危険が予想される樹木の伐採費用が含まれるとの説明

であったが、他の自治体の事故があってから、その部分の点検をするよりも、全体

の危険箇所の把握が必要ではとの問いに対し、毎月各学校において遊具、樹木、施

設の点検を実施しており、修繕が必要な場合は早急に対処し、必要な場合は専門業

者に依頼をするなどの対応をとっているとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論に入りましたが討論もなく、採決の結果、議案第２６

号令和４年度大崎町一般会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきもの

と全出席委員の意見の一致をみた次第であります。 

以上で、総務厚生常任委員会における審査の経過と結果について報告を終わりま

す。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。 

議案第２６号「令和４年度大崎町一般会計補正予算（第３号）」の委員長の報告

に対して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 
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これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

議案第２６号「令和４年度大崎町一般会計補正予算（第３号）」について、委員

長の報告は原案可決であります。 

委員長の報告のとおり、原案可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第２６号「令和４年度大崎町一般会計補正予算（第３号）」は、原

案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 議案第２７号 令和４年度大崎町水道事業会計補正予算（第１号） 

○議長（神﨑文男君） 日程第３、議案第２７号「令和４年度大崎町水道事業会計補正

予算（第１号）」を議題といたします。 

本案について、文教経済常任委員長の報告を求めます。 

○文教経済常任委員長（稲留光晴君） ただいま議題となりました議案第２７号、令和

４年度大崎町水道事業会計補正予算（第１号）について、審査の経過と結果の報告

をいたします。 

本議案は、去る９月１３日の本会議において文教経済常任委員会に付託されたも

ので、９月１４日に委員会を開催し、水道課長並びに関係職員の出席を求め、審査

いたしました。 

それでは、委員会の中での主な審議について報告いたします。 

この補正予算は、収益的収入及び支出のうち、収入の第１款水道事業収益を２９

万円減額し、予算総額を２億１,８０１万２,０００円に、支出の第１款水道事業費

用を２２万７,０００円減額し、予算総額を１億９,６０５万１,０００円に、また、

資本的収入及び支出のうち、収入の第１款資本的支出を８００万円増額し、９,４

３４万６,０００円とするものであります。 

内容については、本会議での説明のとおり、収入では簡易水道企業債償還利息等

補助金の減、支出では職員手当の調整等に係る補正、水道事業の経営一元化に伴う

変更認可申請書作成業務委託料でありました。 

質疑に入り、なぜ、今回、簡易水道と上水道事業の経営一元化を行うのかとの問
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いに対し、今回、簡易水道及び上水道の統合に係る猶予期限を超過し、国からの通

達により、年度内に経営一元化に伴う変更認可申請書等の提出を求められているた

めであるとの答弁でありました。 

さらに、委員から、水道事業経営を一元化した場合、国からの補助を見込んでい

るのかとの問いに対し、水道事業は長年、企業会計で運営しているため、外部から

の補助金等は見込んでいないとの答弁でありました。 

その後、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議案第２７号令和４年

度大崎町水道事業会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決すべきものと全委

員の意見の一致をみた次第であります。 

以上で、文教経済常任委員会における審査の経過と結果について報告を終わりま

す。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。 

議案第２７号「令和４年度大崎町水道事業会計補正予算（第１号）」の委員長の

報告に対して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

議案第２７号「令和４年度大崎町水道事業会計補正予算（第１号）」について、

委員長の報告は原案可決であります。 

委員長の報告のとおり、原案可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第２７号「令和４年度大崎町水道事業会計補正予算（第１号）」は、

原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 議案第２８号 令和４年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算 

（第１号） 
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○議長（神﨑文男君） 日程第４、議案第２８号「令和４年度大崎町公共下水道事業特

別会計補正予算（第１号）」を議題といたします。 

本案について、文教経済常任委員長の報告を求めます。 

○文教経済常任委員長（稲留光晴君） ただいま議題となりました議案第２８号、令和

４年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）について、審査の経過と

結果の報告をいたします。 

本議案は、去る９月１３日の本会議において文教経済常任委員会に付託されたも

ので、９月１４日に委員会を開催し、水道課長並びに関係職員の出席を求め、審査

いたしました。 

それでは、委員会の中での主な審議について報告をいたします。 

この補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６５９万８,０００円

追加し、総額を２億４４４万２,０００円とするものであります。 

内容については、本会議での説明のとおり、職員の人事異動に伴う給与、手当等

の調整による増額、大崎クリーンセンター内の大型設備スクリーンユニットの修繕

費用でありました。 

質疑に入り、大崎クリーンセンター内にはタンクが２基あるが、スクリーンユニ

ットは何基で運用しているのかとの問いに対し、スクリーンユニットは１基で運用

している。この設備は運用開始から２０年近く経過している設備であるため、今回、

修繕を行うものであるとの答弁でありました。 

その後、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議案第２８号「令和４

年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）」は、原案のとおり可決す

べきものと全委員の意見の一致をみた次第であります。 

以上で、文教経済常任委員会における審査経過と結果について報告を終わります。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。 

議案第２８号「令和４年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）」

の委員長の報告に対して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 
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これより採決に入ります。 

お諮りします。 

議案第２８号「令和４年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）」

について、委員長の報告は原案可決であります。 

委員長の報告のとおり、原案可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第２８号「令和４年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号）」は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 報告第２号 令和３年度大崎町健全化判断比率の報告について 

○議長（神﨑文男君） 日程第５、報告第２号「令和３年度大崎町健全化判断比率の報

告について」を議題といたします。 

町長より報告を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、

令和３年度大崎町健全化判断比率を監査委員の意見を付して報告するものでござい

ます。 

実質赤字比率及び連結実質赤字比率でございますが、実質赤字は生じておらず、

実質赤字比率は該当ございません。 

次の実質公債費比率でございますが、本町は８.１％となっております。これは、

一般会計等が負担する元利償還金及び純元利償還金の標準財政規模に対する比率の

３か年平均でございます。 

次に、将来負担比率でございますが、これは一般会計等が将来負担すべき実質的

な負債の標準財政規模に対する比率でございまして、本町は０％となっており、該

当なしという結果が出ております。 

監査委員の意見書によりますと、すべての比率が早期健全化基準を下回り、良好

な状態にあるとの評価をいただいておりますので、今後とも健全な財政運営に努め

ていく所存でございます。 

以上で報告を終わります。 

○議長（神﨑文男君） これで報告は終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 報告第３号 令和３年度大崎町資金不足比率の報告について 

○議長（神﨑文男君） 日程第６、報告第３号「令和３年度大崎町資金不足比率の報告
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について」を議題といたします。 

町長より報告を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、

令和３年度資金不足比率を監査委員の意見を付して報告するものでございます。 

水道事業会計、公共下水道事業特別会計とも資金不足を生じておらず、資金不足

比率は該当ございません。 

監査委員の意見書によりますと、良好な状態にあるとの評価をいただいておりま

すので、今後とも健全な財政運営に努めていく所存でございます。 

以上で、報告を終わります。 

○議長（神﨑文男君） これで報告は終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第 ７ 認定第１号 令和３年度大崎町一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第 ８ 認定第２号 令和３年度大崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

 日程第 ９ 認定第３号 令和３年度大崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について 

 日程第１０ 認定第４号 令和３年度大崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

 日程第１１ 認定第５号 令和３年度大崎町水道事業会計決算認定について 

 日程第１２ 認定第６号 令和３年度大崎町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

○議長（神﨑文男君） 日程第７、認定第１号「令和３年度大崎町一般会計歳入歳出決

算認定について」、日程第８、認定第２号「令和３年度大崎町国民健康保険事業特

別会計歳入歳出決算認定について」、日程第９、認定第３号「令和３年度大崎町後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」、日程第１０、認定第４号「令

和３年度大崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について」、日程第１１、

認定第５号「令和３年度大崎町水道事業会計決算認定について」、日程第１２、認

定第６号「令和３年度大崎町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について」、

以上６件を一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

認定第１号、本案は令和３年度大崎町一般会計歳入歳出決算認定についてでござ

います。認定第２号、本案は令和３年度大崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出
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決算認定についてでございます。認定第３号、本案は令和３年度大崎町後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定についてでございます。認定第４号、本案は令和３

年度大崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてでございます。認定第

５号、本案は令和３年度大崎町水道事業会計決算認定についてでございます。認定

第６号、本案は令和３年度大崎町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てでございます。それぞれ６つの案件につきまして、法に基づき決算を行い、監査

委員の審査に付しましたので、監査委員の意見書を添付して、議会の認定をお願い

するものでございます。 

内容につきましては、それぞれの主管課長からいたしますので、御認定ください

ますようよろしくお願い申し上げます。 

○総務課長（上橋孝幸君） それでは、一般会計の歳入歳出決算について御説明いたし

ます。 

はじめに、歳入の主なものについて御説明いたしますので、決算書の１ページを

お願いいたします。まず、款１町税でございますが、収入済額１４億７,３７６万

７,５３２円は、前年度に対しまして５.１％の増となっております。不納欠損額４

５８万９６３円は、時効完成等によるものでございます。収入未済額６,２４３万

３,７６８円は、現年度分と滞納繰越分を含めた未済額でございます。 

款１１地方交付税の収入済額３０億７,３０４万３,０００円は、前年度に対しま

して５.８％の増となっております。なお、内訳は、普通交付税が２８億６,９２１

万８,０００円、特別交付税が２億３８２万５,０００円となっております。 

２ページをお願いいたします。款１５国庫支出金でございますが、収入済額１９

億２５７万３,１６６円は、前年度に対しまして３０.４％の減となっております。

これは、新型コロナウイルス感染症対策として令和２年度で実施した特別定額給付

金事業に係る国庫補助金の減が主な要因でございます。款１６県支出金の収入済額

８億２,９３２万５６５円は、前年度に対しまして３５.９％の減となっております

が、産地パワーアップ事業に係る補助金の減が主な要因でございます。款１８寄附

金の収入済額４７億３,２１４万３,４００円は、主にふるさと納税寄附金でござい

ますが、前年度に対しまして５％の減となっております。款２１諸収入でございま

すが、収入済額１億５７７万３９６円でございます。収入未済額は６,８３４万３,

３５４円となっておりますが、主なものは、住宅新築資金等貸付金償還金や地域経

済循環創造事業交付金返還金の未済額でございます。 

次の３ページをお願いいたします。歳入合計でございますが、収入済額１３８億

２,５２３万３,６７７円。不納欠損額４６３万１,７６３円。収入未済額４億８,４

７２万２,７２１円となっております。 
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これで歳入を終わりまして、次に歳出の主なものについて御説明いたしますので、

４ページをお願いいたします。款２総務費の支出済額１６億８,１８４万２５８円

は、前年度に対しまして２０％の減となっておりますが、令和２年度で実施した特

別定額給付金事業が終了したことが減額の主な要因でございます。款３民生費でご

ざいます、支出済額１９億８,５７９万７８２円は、前年度に対しまして１５.９％

の増となっておりますが、住民税非課税世帯や子育て世帯等に対する臨時特別給付

金事業が増加の主な要因でございます。款４衛生費の支出済額１３億６８８万６,

９０７円は、前年度に対しまして１０％の増となっておりますが、新型コロナウイ

ルス感染症対策に係る事業費の増が主な要因でございます。款５農林水産業費でご

ざいますが、支出済額５億７,６６５万３,９６０円は、前年度に対しまして４５.

８％の減となっております。これは、令和２年度で産地パワーアップ事業及びや畜

産クラスター事業が終了したことが減額の主な要因でございます。款６商工費でご

ざいますが、支出済額４７億９,３８３万８７８円は、前年度に対しまして９％の

減となっておりますが、ふるさと納税促進事業が減額の主な要因でございます。 

５ページをお願いいたします。款９教育費でございますが、支出済額５億２,４

９１万３,５８９円は、前年度に対しまして５２.５％の減となっております。これ

は、令和２年度で中沖小学校校舎等大規模改造工事が終了したことが減額の主な要

因でございます。款１０災害復旧費でございますが、支出済額５億９,９４０万４,

１４１円は、前年度に対しまして３５.１％の増となっております。歳出合計でご

ざいます。支出済額は１３１億９,９５７万４,３４５円、翌年度繰越額は５億６,

５１２万円でございますが、これは、災害復旧事業及び住民税非課税世帯等に対す

る臨時特別給付金事業が主なものとなっております。なお、不用額は１億１,４２

２万３,６５５円でございます。 

６ページをお願いいたします。一般会計の総括でございますが、歳入合計額１３

８億２,５２３万３,６７７円。歳出合計額１３１億９,９５７万４,３４５円。歳入

歳出差引額６億２,５６５万９,３３２円となっておりますが、このうち基金繰入額

が２億８,０００万円ございますので、翌年度への繰越額は３億４,５６５万９,３

３２円となっております。 

以上で説明を終わります。 

○保健福祉課長（谷迫利弘君） 続きまして、令和３年度大崎町国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算につきまして、御説明いたします。歳入から御説明いたします。

決算書の１ページをお願いいたします。 

収入済額、不納欠損額、収入未済額の順で御説明いたします。款１国民健康保険

税の収入済額は２億９,５０７万５,０８３円で、対前年度比３.７％の減。不納欠
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損額は５９９万６,５９３円、収入未済額は７,７１０万８,３３３円でございます。

款２使用料及び手数料の収入済額は１７万３００円、不納欠損額は３万８,６００

円、収入未済額は４２万７,３００円でございます。次の款３からは調定額の全額

が収入済でありますので、収入済額のみを申し上げます。款３国庫支出金は１６万

６,０００円。款４県支出金は１４億６,８１０万７,８４６円。対前年度比１.１％

の増でございます。款５財産収入は８万２,４９５円。款６繰入金は１億４,５９９

万２８７円、対前年度比１２.９％の減でございます。款７繰越金は１,５４６万５

０９円、対前年度比１７.５％の増でございます。款８諸収入は４９４万２,１０８

円でございます。歳入合計は、収入済額１９億２,９９９万４,６２８円で、対前年

度比０.７％の増。不納欠損額は６０３万５,１９３円、収入未済額は７,７５３万

５,６３３円でございます。 

次に、歳出を御説明いたします。２ページをお願いいたします。支出済額、不用

額の順で御説明いたします。款１総務費の支出済額は５６５万３,８００円。不用

額は１１万８,２００円。款２保険給付費の支出済額は１４億２,０５１万４,０６

５円で対前年度比１％の増。不用額は８,５１９万１,９３５円。款３国民健康保険

事業費納付金の支出済額は４億３,４４７万９,３７２円で、対前年度比１１.５％

の減。不用額は２,６２８円。款４共同事業拠出金の支出済額は４３円で、不用額

は９５７円。款５保健事業費の支出済額は２,２７４万２,７１８円で、対前年度比

３６.１％の増。不用額は２３１万１,２８２円。款６基金積立金の支出済額は８万

２,４９５円で、不用額は５０５円。款７公債費の支出はありません。不用額５万

円。款８諸支出金の支出済額は７６８万１,１２１円で、対前年度比７５.３％の増。

不用額は１５万４,８７９円。款９予備費の支出はありません。不用額９０万円で

ございます。歳出合計は、支出済額１８億９,１１５万３,６１４円で対前年度比１.

７％の減。不用額は８,８７３万３８６円でございます。 

３ページをお願いいたします。歳入合計額１９億２,９９９万４,６２８円。歳出

合計額１８億９,１１５万３,６１４円。歳入歳出差引額３,８８４万１,０１４円と

なります。このうち、基金への繰入額が１,０００万円で、翌年度へ繰越額２,８８

４万１,０１４円となっております。 

また、４ページから１１ページまでに歳入歳出決算事項別明細書、１２ページに

実質収支に関する調書、１３ページに財産に関する調書、１４ページに基金の運用

状況を添付しておりますので、御参照いただきたいと思います。 

以上で説明を終わります。 

続きまして、令和３年度大崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につきまし

て御説明いたします。歳入から御説明いたします。決算書の１ページをお願いいた
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します。 

収入済額、不納欠損額、収入未済額の順で御説明いたします。款１後期高齢者医

療保険料の収入済額は１億１,４６３万７,６００円で、対前年度比１.７％の増。

不納欠損額は４,８００円、収入未済額は３４万３,２００円でございます。款２使

用料及び手数料の収入済額は２万８,０００円、不納欠損額は７００円、収入未済

額は２,９００円でございます。 

次の款３繰入金からは調定額の全額が収入済でありますので、収入済額のみを申

し上げます。 

款３繰入金は８,０２２万４６５円、対前年度比１.５％の減。款４繰越金は５８

０万６,６６３円、対前年度比３１.６％の増。款５諸収入は５万５,５９０円でご

ざいます。歳入合計は、収入済額２億７４万８,３１８円で対前年度比１.０％の増。

不納欠損額は５,５００円、収入未済額は３４万６,１００円でございます。 

次に歳出を御説明いたします。２ページをお願いいたします。支出済額、不用額

の順で御説明いたします。 

款１後期高齢者医療広域連合納付金の支出済額は１億９,６０７万６７６円で、

対前年度比１.７％の増。不用額は２７０万５,３２４円。款２諸支出金の支出済額

は２万６,７００円、不用額は９万８,３００円。款３予備費の支出はありません。

不用額は２万３,０００円でございます。歳出合計は、支出済額１億９,６０９万７,

３７６円で対前年度比１.８％の増。不用額は２８２万６,６２４円でございます。 

３ページをお願いいたします。歳入合計額２億７４万８,３１８円、歳出合計額

１億９,６０９万７,３７６円。歳入歳出差引額４６５万９４２円となり、全額翌年

度へ繰り越すものでございます。 

また、４ページから６ページまでに歳入歳出決算事項別明細書、７ページに実質

収支に関する調書を添付しておりますので、御参照いただきたいと思います。 

以上で説明を終わります。 

続きまして、令和３年度大崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算につきまして

御説明いたします。歳入から御説明いたします。決算書の１ページをお願いいたし

ます。 

収入済額、不納欠損額、収入未済額の順で御説明いたします。款１保険料の収入

済額は３億２,２１２万４,０７０円で、対前年度比５.１％の増、不納欠損額は１

１１万１,５０１円、収入未済額は１８６万３,３７７円でございます。款２使用料

及び手数料は収入済額２万６,７００円、不納欠損額１万１,６００円、収入未済額

２万２,３００円でございます。 

次の款３からは調定額の全額が収入済でありますので、収入済額のみを申し上げ
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ます。 

款３国庫支出金は５億８９万６,４８１円で、対前年度比０.９％の増。款４支払

基金交付金は４億７,０４５万１,０００円で、対前年度比３.５％の増。款５県支

出金は２億６,７７３万３,０１３円で、対前年比３.８％の増。款６繰入金は２億

６,２７７万２,４１６円で、対前年度比３.５％の増。款７繰越金は２億２,６１９

万３,８０９円で、対前年度比２４.８％の増。款８諸収入は７７万７,１９８円で

ございます。歳入合計は、収入済額２０億５,０９７万４,６８７円で、対前年度比

４.８％の増。不納欠損額は１１２万３,１０１円。収入未済額は１８８万５,６７

７円でございます。 

次に歳出を御説明いたします。２ページをお願いいたします。支出済額、不用額

の順で御説明いたします。款１総務費の支出済額４２万５,９０８円、不用額は５

万７,０９２円。款２保険給付費の支出済額は１６億９,７３２万５,０９７円、対

前年度比３.１％の増。不用額は２億３,３１６万４,９０３円。款３地域支援事業

費、支出済額は４,８７６万１,２２７円。対前年度比１.４％の減。不用額は９７

２万１,７７３円。款４財政安定化基金拠出金の支出はありません。不用額１万円。

款５公債費も支出はありません。不用額１０万円。款６諸支出金の支出済額は４,

４０３万１,５２５円で、対前年度比２３.３％の増。不用額は２１６万１,４７５

円。款７予備費の支出はありません。不用額が１００万円でございます。歳出合計

は、支出済額１７億９,０５４万３,７５７円で、対前年度比３.４％の増。不用額

は２億４,６２１万５,２４３円でございます。 

３ページをお願いいたします。歳入合計額２０億５,０９７万４,６８７円。歳出

合計額１７億９,０５４万３,７５７円。歳入歳出差引額２億６,０４３万９３０円

となります。このうち、基金への繰入額が１億５,０００万円で、翌年度への繰越

額１億１,０４３万９３０円となっております。 

また、４ページから１２ページまでに歳入歳出決算事項別明細書、１３ページに

実質収支に関する調書を添付しておりますので御参照いただきたいと思います。 

以上で説明を終わります。 

○水道課長（本松健一郎君） それでは、認定第５号令和３年度大崎町水道事業会計決

算説明について、私のほうで説明をさせていただきます。 

決算書１ページをお願いいたします。大崎町水道事業決算報告書でございます。

（１）収益的収入及び支出の収入でございますが、決算額と予算額との比較をしな

がら説明をさせていただきます。第１款水道事業収益の全体が決算額２億２,９１

５万９２８円で、予算額と比べまして２６９万２,９２８円の増となっております。

対前年比では３.６３％の減でございます。この内訳は、第１項営業収益の決算額
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２億１,１１０万２,７６０円で、予算額と比べまして１３２万７,７６０円の増で

ございますが、対前年比では２.４６％の減でございます。これは、水道料金と手

数料の分でございます。次に、第２項営業外収益が決算額１,７９３万９,８４８円

で、予算額と比べまして１２５万９,８４８円の増となっております。これは、預

金利息と補助金、雑収益その他に、過去に補助事業により取得した財産で、当年度

において収益化した長期前受金払戻入れがこれに当たります。次の、第３項特別利

益が決算額１０万８,３２０円で、予算額と比べまして１０万５,３２０円の増でご

ざいますが、過年度損益修正益、貸倒引当金及び賞与引当金等として計上しました

経費の残額を収益で計上したものが、これに当たる形になります。 

２ページをお願いいたします。支出でございます。決算額と不用額を申し上げま

す。第１款水道事業費用は決算額１億８,４６８万３,５８６円で、不用額は１,９

１４万１,４１４円でございました。対前年比４.２７％の減でございます。この内

訳は、第１項営業費用が決算額１億８,３６２万４,６７８円で、不用額は１,１０

３万３,３２２円であります。これは、水源地や配水施設の維持管理に必要な修繕

費、人件費等に当たるものでございます。第２項営業外費用が決算額１０１万１,

７６９円で、不用額は５７５万５,２３１円でございます。これは、企業債の償還

利息が主なものでございます。第３項特別損失が決算額４万７,１３９円でありま

す。これは、過年度水道料金の還付によるものが主なものでございます。第４項予

備費は執行がございませんので、不用額２００万円でございます。 

詳細につきましては、２５ページ以降に水道事業収益費用明細書を添付してござ

います。こちらは、消費税抜きの金額ですので御留意していただきまして御参照を

お願いいたします。 

３ページをお願いいたします。（２）資本的収入及び支出の収入でございます。

第１款資本的収入は、決算額５６５万１,５９９円で、予算額と比べまして２万２,

４０１円の減となります。対前年比１２.０２％の減でございます。この内訳は、

第２項負担金が、決算額１２９万８,０００円で、予算額と比べまして２万２,００

０円の減でございます。第３項補助金は、決算額が４３５万３,５９９円で、４０

１円の減でございました。これは、簡易水道補助事業の起債償還に係る元金分の一

般会計からの補助金でございます。 

４ページをお願いいたします。支出でございます。決算額と不用額を申し上げま

す。第１款資本的支出は、決算額１億９,２６８万４,５８７円で、不用額は７１２

万１,４１３円でございます。対前年比４５.１６％の増でございます。この内訳は、

第１項建設改良費が決算額１億８,４２７万７,３８９円で、不用額２１２万６１１

円でございます。第２項企業債償還金が決算額８４０万７,１９８円で、不用額は



 

－ 153 － 

８０２円でございます。第３項予備費は執行がございませんので、不用額５００万

円でございます。 

表の下は、補てん財源の説明でございます。資本的収入額が資本的支出額に対し

まして１億８,７０３万２,９８８円不足となりましたが、当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額が１,６１１万６,２８１円、当年度分損益勘定留保資金７,

２８６万５７３円、減債積立金８４０万７,１９８円、建設改良積立金８,９６４万

８,９３６円で補てんしている形になります。 

５ページ以降には損益計算書と、９ページ以降に貸借対照表、キャッシュフロー

計算書、事業報告書、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書等が添付

されておりますが、事業報告書の建設改良工事の概要以外は、いずれも消費税抜き

の金額でございますので御留意の上、御参照いただきますようお願いします。 

以上で、水道事業会計の決算の説明を終わらせていただきます。 

引き続きまして、認定第６号令和３年度大崎町公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算について説明をさせていただきます。決算書１ページをお願いいたします。 

初に歳入でございますが、款で説明をさせていただきます。よろしくお願いい

たします。款１分担金及び負担金、収入済額１８０万円、収入未済額１０万５,１

００円となりました。款２使用料及び手数料、収入済額４,０８３万９９０円、不

納欠損額６万９,９５０円、収入未済額が２２５万６,２７０円となりました。款４

繰入金、収入済額１億２,８８０万２,０００円。款５繰越金、収入済額５６４万２,

３１６円。款６諸収入、収入済額５６万５,９４１円。款７町債、収入済額２,２４

０万円となり、合計で収入済額２億４万１,２４７円。不納欠損額６万９,９５０円。

収入未済額２３６万１,３７０円となっております。 

２ページをお願いいたします。歳出でございます。款１公共下水道事業費、支出

済額６,０１９万４,１５９円、不用額１００万１,８４１円。款２公債費、支出済

額１億３,３２３万８,５０２円、不用額２８万１,４９８円。款３予備費、当初１

００万円計上しておりますが、支出がございませんので、同額が不用額となります。

歳出合計で、支出済額１億９,３４３万２,６６１円、不用額２２８万３,３３９円

となっております。 

３ページをお願いいたします。歳入合計額２億４万１,２４７円、歳出合計額１

億９,３４３万２,６６１円、歳入歳出差引額６６０万８,５８６円となりまして、

全額が翌年度へ繰越となっております。 

なお、４ページ以降に事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書

が添付してございますので御参照いただきますようよろしくお願いします。 

以上で説明を終わります。 



 

－ 154 － 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。まず、認定第１号について質疑はあ

りませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第２号について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第３号について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第４号について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第５号について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第６号について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

全般を通して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ただいま、議題となっております認定第２号、認定第３号、認定第４号は、会議

規則第３９条第１項の規定により、総務厚生常任委員会に付託いたします。 

次に、認定第５号及び認定第６号は、会議規則第３９条第１項の規定により文教

経済常任委員会に付託いたします。 

次に、認定第１号の審査方法についてお諮りいたします。本案は、１０名を定数

とする決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査いたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、認定第１号については、１０名を定数とする決算審査特別委員会を設置

して審査することに決定いたしました。 



 

－ 155 － 

重ねてお諮りします。決算審査に際し証書類は認定の対象にならないとされてお

りますが、審査の過程において書類の提出や証人等の出頭証言を求める必要がある

場合を考慮して、地方自治法第９８条の検査権並びに同法第１００条の調査権を委

託して付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、総務厚生常任委員会、文教経済常任委員会及び決算審査特別委員会に対

し、地方自治法第９８条の検査権並びに同法第１００条の調査権を委託して付託す

ることに決定いたしました。 

さらにお諮りします。ただいま付託いたしました認定第１号、認定第２号、認定

第３号、認定第４号、認定第５号及び認定第６号は、閉会中の特定審査案件として、

総務厚生常任委員会、文教経済常任委員会及び決算審査特別委員会に、次の議会ま

で継続審査に付することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって認定第１号、認定第２号、認定第３号、認定第４号、認定第５号及び認定

第６号は、閉会中の特定審査案件として次の議会まで継続審査に付することに決定

いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１３ 議案第３４号 令和３年度大崎町水道事業剰余金の処分について 

○議長（神﨑文男君） 日程第１３、議案第３４号「令和３年度大崎町水道事業剰余金

の処分について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和３年度大崎町水道事

業剰余金の処分について議会の議決を求めるものでございます。地方公営企業会計

制度の新会計基準移行による未処分利益変動額８億８,２５９万７,２１２円を除く

当年度未処分利益剰余金１,８７８万１,７０８円のうち、１,８００万円を建設改

良積立金へ、７８万１,７０８円を翌年度へ繰越しするものでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。何か質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 



 

－ 156 － 

ただいま議題となっております議案第３４号は、会議規則第３９条第１項の規定

により文教経済常任委員会に付託いたします。 

さらにお諮りします。ただいま付託いたしました議案第３４号は、閉会中の特定

審査案件として、次の議会まで継続審査に付することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第３４号は、閉会中の特定審査案件として、次の議会まで継続審査

に付することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１４ 選任第１号 令和３年度大崎町一般会計歳入歳出決算審査特別委員会委

員の選任について 

○議長（神﨑文男君） 日程第１４、選任第１号「令和３年度大崎町一般会計歳入歳出

決算審査特別委員会委員の選任について」を議題といたします。 

お諮りします。特別委員会委員の選任については、委員会条例第７条第４項の規

定により、１番、平田慎一君、３番、稲留光晴君、４番、諸木悦朗君、５番、宮本

昭一君、６番、中倉広文君、７番、吉原信雄君、８番、中山美幸君、９番、上原正

一君、１０番、小野光夫君、１１番、児玉孝德君、以上１０名の諸君を指名いたし

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました１０名の諸君を、令和３年度大崎町一般会計

歳入歳出決算審査特別委員会委員に選任することに決定いたしました。 

これより、特別委員会の委員長及び副委員長の互選をしていただきます。委員会

条例第８条第２項の規定により、特別委員会の委員長及び副委員長は、特別委員会

において互選することになっております。さらに、同条例第９条第１項の規定によ

り、委員長及び副委員長がともにいないときは、議長が委員会の招集日時及び場所

を定めて互選を行わせることになっておりますので、これより特別委員会の委員長

及び副委員長の互選を、議員控室でしていただきます。 

これより暫時休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時１１分 

再開 午前１１時１７分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 



 

－ 157 － 

ただいま特別委員会において互選されました委員長及び副委員長の氏名を報告い

たします。委員長に１１番、児玉孝德君、副委員長に７番、吉原信雄君が選任され

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１５ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（神﨑文男君） 日程第１５、諮問第１号「人権擁護委員の推薦につき意見を求

めることについて」を議題といたします。 

町長の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、現在人権擁護委員であります稲葉正和氏が、令和４年１２月３１日で任

期満了となることに伴い、新たに春田洋子氏を推薦しようとするものでございます。 

氏の住所は、大崎町野方８９００番地３で、昭和２９年１月２８日生まれの６８

歳でございます。氏は、２４年間、看護師として病院勤務の後、平成１３年９月か

ら曽於地区介護保険組合に入職され、平成２８年９月に同組合を退職されました。

その後、同年１２月から民生委員・児童委員の任に就かれ、現在３期目であります。

人望も厚く、人格識見ともに高く、広く社会の実状に精通し、人権擁護委員として

適任と思われます。 

任期は３年間で、今回１期目をお願いするものであります。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれを持って終結いたします。 

お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第１号は、会議規則第３

９条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 



 

－ 158 － 

お諮りします。本件につきましては適任である旨、答申したいと思いますが、こ

のことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、諮問第１号は適任である旨、答申することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１６ 議員派遣の件 

○議長（神﨑文男君） 日程第１６「議員派遣の件」を議題といたします。 

お諮りします。 

別紙のとおり、本町議会議員を派遣したいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、別紙のとおり、本町議会議員を派遣することに決定いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１７ 閉会中継続審査・調査申出書 

○議長（神﨑文男君） 日程第１７「閉会中継続審査・調査申出書」を議題といたしま

す。 

委員会の決定に基づき、お手元に配付してある写しのとおり、４委員長から申出

があります。 

お諮りします。 

４委員長の申出のとおり決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、４委員長の申出のとおり、閉会中の継続審査及び調査は可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） 以上をもって、本日の日程は全部終了しました。会議を閉じま

す。令和４年第３回大崎町議会定例会を閉会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１１時２１分 
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